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発
刊
の
こ
と
ば

　　
刈
谷
市
歴
史
博
物
館
は
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
四
日
に
開
館
し
て
か
ら
二
年
が
経
ち
、
こ
こ
に
「
刈
谷
市
歴
史
博
物
館　
研
究
紀
要　
第
一
号
」

を
刊
行
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
令
和
二
年
九
月
に
「
年
報
」
を
刊
行
し
、
既
に
初
年
度
に
お
け
る
博
物
館
全
体
の
活
動
報
告
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
「
研
究
紀
要
」
は
、
以
前
か
ら

刈
谷
市
で
収
集
し
保
管
し
て
い
た
歴
史
資
料
・
古
文
書
・
考
古
資
料
、
及
び
刈
谷
の
歴
史
に
か
か
わ
る
調
査
研
究
や
、「
年
報
」
に
記
載
さ
れ
た
活
動

報
告
を
よ
り
深
く
堀
り
下
げ
た
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　
開
館
一
年
目
は
企
画
展
を
予
定
通
り
開
催
し
ま
し
た
が
、
二
年
目
を
迎
え
る
頃
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
一
時
休
館
と
い

う
事
態
と
な
り
、
約
三
ヶ
月
の
休
館
を
経
て
、
対
策
に
配
慮
し
な
が
ら
の
再
開
と
な
り
ま
し
た
。
現
在
も
全
世
界
で
広
が
る
災
禍
が
未
だ
終
息
を
見
せ

な
い
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
た
び
「
研
究
紀
要
」
を
刊
行
す
る
運
び
と
な
っ
た
こ
と
は
周
囲
の
協
力
が
あ
っ
て
こ
そ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
場
を
借

り
て
関
係
各
位
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
の
一
冊
が
刈
谷
市
歴
史
博
物
館
の
研
究
誌
の
出
発
点
と
し
て
、
今
後
の
研
究
を
深
め
る
上
で
の
一
助
と
な
り
、
さ
ら
に
充
実
し
た
も
の
と
な
る
こ

と
を
願
い
、
発
刊
の
こ
と
ば
と
い
た
し
ま
す
。

　
令
和
三
年
三
月

�

刈
谷
市
歴
史
博
物
館



【図１】伝月僊筆　三国志図屏風（右隻）【図２】伝月僊筆　三国志図屏風（左隻）



1刈谷市歴史博物館研究紀要　第１号

は
じ
め
に

　
刈
谷
市
は
愛
知
県
の
中
央
部
に
あ
り
、
三
河
地
方
の
最
西
部
に
位
置
す
る
。

現
在
は
自
動
車
関
連
企
業
が
集
積
し
、
愛
知
県
内
は
勿
論
、
国
内
で
も
有
数
の

産
業
都
市
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　
刈
谷
市
歴
史
博
物
館
は
、
刈
谷
の
歴
史
資
料
や
祭
礼
文
化
を
保
存
継
承
す
る

施
設
と
し
て
、
二
〇
一
九
（
平
成
三
十
一
）
年
三
月
二
十
四
日
に
開
館
し
た
。

歴
史
博
物
館
の
概
要
は
［
表
１
］（
写
真
１
）
の
と
お
り
で
あ
る
が
、特
に
「
多

機
能
型
博
物
館
」
と
い
う
点
に
最
大
の
特
徴
が
あ
る
。
歴
史
資
料
を
保
存
し
展

示
を
行
う
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
機
能
」
の
他
に
「
祭
り
伝
承
機
能
」「
埋
蔵
文
化

財
保
存
活
用
機
能
」「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
能
」
を
備
え
て
い
る
（
こ
の
機
能
に

つ
い
て
は
第
一
章
で
詳
述
す
る
）。

　
開
館
ま
で
の
経
緯
は
［
表
２
］
の
と
お
り
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
の
発
生

に
よ
り
立
地
条
件
の
再
検
討
を
要
し
、
基
本
設
計
以
降
は
震
災
復
興
・
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
影
響
に
よ
る
建
設
費
の
高
騰
な
ど
と
い
っ
た
課
題
は
あ
っ
た

が
、
開
館
に
漕
ぎ
着
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
本
稿
で
は
、
刈
谷
市
歴
史
博
物
館
の
開
館
に
い
た
る
経
緯
を
記
録
す
る
こ
と

を
第
一
の
目
的
と
す
る
が
、
開
館
に
あ
た
っ
て
の
課
題
や
現
時
点
で
の
対
応
策

な
ど
も
記
す
こ
と
で
、
将
来
の
博
物
館
の
あ
り
方
を
考
え
る
一
つ
の
参
考
と
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

一　
作
品
概
要
【
図
１
、
図
２
】

作
品
名
：
三
国
志
図
屏
風

作
者
：
伝
月
僊

品
質
形
状
：
絹
本
著
色
、
六
曲
一
双

寸
法
：
左
表
の
と
お
り

総
寸
法
（
各
隻
）

修
復
前

一
、七
〇
一
×
三
、七
三
八
㎜

修
復
後

一
、七
〇
〇
×
三
、五
八
〇
㎜

本
紙
（
各
扇
）

修
復
前

一
、〇
四
八
×
四
四
五
㎜

修
復
後

一
、〇
四
八
×
四
四
五
㎜

　
本
作
は
、
平
成
三
十
一
年
度
に
個
人
よ
り
寄
贈
を
受
け
た
屏
風
で
あ
る
。
箱

書
に
「
月
僊
図
屏
風
」、
各
扇
本
紙
に
「
月
僊
」
の
落
款
が
あ
り
、
今
後
の
月

僊
研
究
に
資
す
る
作
品
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
令
和
二
年
度
に
修
復
作
業

を
行
い
、
研
究
の
一
助
と
す
る
べ
く
修
復
報
告
を
ま
と
め
る
。

二　
修
復
前
の
状
況

（
一
）�

本
紙
は
各
扇
と
も
全
体
に
シ
ミ
が
あ
り
、
一
部
に
は
水
が
流
れ
た
痕
跡

が
あ
る
。
全
体
が
日
に
焼
け
、
ホ
コ
リ
等
で
く
す
ん
で
い
る
。

（
二
）�

金
地
に
は
所
々
浮
き
が
発
生
し
、
波
打
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ス
レ
も

散
見
さ
れ
る
ほ
か
、
大
き
く
金
箔
が
剥
が
れ
て
い
る
。

（
三
）�

屏
風
裏
の
鳥
の
子
紙
が
大
き
く
破
れ
、
下
貼
り
が
見
え
て
い
る
。

（
四
）�

枠
組
が
脆
く
な
っ
て
お
り
、
貧
弱
に
な
っ
て
い
る
。

三　
修
復
行
程

（
一
）�

本
紙
を
表
装
か
ら
は
が
し
、
古
い
裏
打
紙
を
除
去
し
、
水
洗
い
。
新
規

に
肌
裏
打
ち
を
す
る
。

（
二
）�

木
枠
を
新
調
し
、骨
縛
り・
蓑
貼
り・
受
け
貼
り・
胴
貼
り
を
行
っ
た
後
、

蝶
番
を
つ
け
る
。

（
三
）�

屏
風
表
に
本
金
箔
を
貼
り
、
裏
に
雀
型
型
押
し
鳥
の
子
紙
を
貼
る
。

（
四
）�

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
し
た
金
具
を
、
元
の
表
装
と
同
じ
箇
所
に
取
り
付
け
る
。

四　
修
復
後
の
状
況
・
所
感

　
本
紙
洗
浄
に
よ
り
、
全
体
の
く
す
み
が
取
れ
、
腰
の
帯
や
鎧
の
縁
に
鮮
や
か

な
群
青
・
白
緑
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
衣
服
の
彩
色

や
鎧
の
表
現
が
よ
り
鮮
明
に
な
り
、
衣
文
や
髭
な
ど
に
擦
筆
の
表
現
も
散
見
さ

れ
る
。
本
作
が
月
僊
の
真
筆
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
追
随
す
る
作
品
で
あ
る
か
ど

う
か
は
、
今
後
の
慎
重
な
判
断
が
必
要
と
な
る
。
今
回
の
修
復
は
、
そ
の
判
断

の
一
助
と
な
る
だ
ろ
う
。

「
伝
月
僊
筆　
三
国
志
図
屏
風
」
修
復
報
告

�

永　
井　
優　
香　
子

刈
谷
市
歴
史
博
物
館
の
開
館
半
年
を
終
え
て

�

長　
澤　
慎　
二

[ 表１] 刈谷市歴史博物館の概要
名　称 刈谷市歴史博物館
所在地 刈谷市逢妻町4丁目25番地１
構　造 鉄骨鉄筋コンクリート　SRC造　一部S造（2階建て）
敷地面積 11,958.10㎡
延床面積 4,263.65㎡
高　さ 16.17m
駐車場 81台（無料）（内身障者用3台）
開館時間 午前９時～午後５時
休館日 月曜日、祝日の翌日、年末年始
入館料 常設展：無料（企画展は展示によって異なる）

（写真１）歴史博物館外観



23 刈谷市歴史博物館の開館半年を終えて刈谷市歴史博物館研究紀要　第１号

第
一
章　
歴
史
博
物
館
開
館
ま
で
の
経
緯

　
第
一
節　
「
刈
谷
市
歴
史
博
物
館
基
本
計
画
」
の
策
定

　
「
は
じ
め
に
」
で
も
記
し
た
通
り
、
刈
谷
は
産
業
都
市
と
し
て
発
展
し
て
き

た
。
現
在
の
刈
谷
市
の
中
心
市
街
地
と
な
る
旧
刈
谷
町
域
は
刈
谷
藩
の
城
下
町

で
あ
っ
た
が
、
近
代
に
入
る
と
瓦
や
煉
瓦
な
ど
の
製
造
工
場
が
造
ら
れ
る
こ
と

で
発
展
し
た
。
そ
の
後
、
豊
田
佐
吉
に
よ
る
自
動
織
機
の
試
験
工
場
誘
致
に
成

功
し
、
現
在
の
産
業
都
市
の
姿
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
市
制
施
行
は
一
九
五
〇

（
昭
和
二
十
五
）
年
、
一
九
五
五
年
に
は
北
に
隣
接
す
る
富
士
松
村
と
南
の
依

佐
美
村
の
一
部
を
合
併
、
現
在
の
形
が
確
定
し
た
。
合
併
当
時
が
約
五
万
二
千

人
、
二
〇
一
九
（
平
成
三
十
一
）
年
四
月
現
在
で
の
人
口
が
約
十
五
万
人
で
、

七
十
年
の
間
で
約
三
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
人
口
増
の
要
因
は
他
地
域
か
ら
の

転
入
で
あ
る
が
、
数
世
代
に
わ
た
っ
て
刈
谷
市
に
住
み
続
け
て
い
る
市
民
も
多

い
。

　
産
業
都
市
と
し
て
の
発
展
に
注
目
が
集
ま
り
が
ち
だ
が
、
歴
史
文
化
を
継
承

す
る
施
設
が
こ
れ
ま
で
無
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
刈
谷
城
本
丸
跡
の
亀
城
公

園
に
近
接
す
る
刈
谷
市
郷
土
資
料
館
は
、
昔
の
小
学
校
の
建
物
を
利
用
し
て
、

一
九
八
〇
年
に
開
館
し
た
。
ま
た
市
指
定
文
化
財
等
の
公
開
を
目
的
と
し
て
、

隣
接
す
る
図
書
館
の
一
部
を
利
用
し
て
郷
土
資
料
館
分
室
を
設
置
、
収
蔵
庫
も

図
書
館
内
に
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
は
臨
時
的
措
置
で
あ
り
、
収
蔵
ス

ペ
ー
ス
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
温
湿
度
な
ど
は
外
気
の
影
響
を
受
け
や

す
く
、
指
定
文
化
財
や
古
文
書
類
の
保
管
に
は
不
十
分
な
環
境
だ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
新
し
い
施
設
の
建
設
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ

は
全
国
的
な
流
れ
で
も
あ
る
が
、
中
心
市
街
地
の
空
洞
化
、
商
店
街
の
衰
退
が

進
む
中
で
、
地
元
地
区
か
ら
は
伝
統
的
な
祭
礼
（
刈
谷
市
に
お
い
て
は
万
燈
祭

な
ど
）
の
活
性
化
、
及
び
保
存
継
承
が
訴
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
二
〇
〇
七
年
度
よ
り
、
市
の
内
部
で
「
歴
史
資
料
館
」
建
設
に
向
け
た
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
動
き
出
し
た
。
な
お
、
筆
者
は
二
〇
一
二
年
度
に
刈
谷
市
役
所
に

入
所
し
た
た
め
、
そ
れ
以
前
の
事
柄
、
具
体
的
に
は
基
本
計
画
の
策
定
に
は
参

画
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
基
本
計
画
の
策
定
ま
で
に
関
す
る
こ
と
は
聴
き
取

り
や
、
資
料
に
基
づ
い
て
の
記
述
と
な
る
。
二
〇
〇
八
年
度
に
は
「
刈
谷
市
歴

史
資
料
館
建
設
推
進
検
討
部
会
」
が
開
催
さ
れ
、
基
本
的
な
枠
組
み
が
練
ら
れ

た
。
当
初
は
資
料
の
収
蔵
展
示
施
設
で
あ
る
「
歴
史
資
料
館
」
と
し
て
検
討
が

始
め
ら
れ
た
が
、
祭
礼
の
保
存
継
承
や
古
文
書
の
閲
覧
機
能
な
ど
を
含
む
「
歴

史
博
物
館
」へ
と
変
化
し
た
。
た
だ
し
、同
時
期
に
発
生
し
た
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
に
よ
る
税
収
の
落
ち
込
み
も
あ
り
、
基
本
計
画
の
策
定
は
二
〇
一
〇
年
度
に

行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　
策
定
さ
れ
た
「
刈
谷
市
歴
史
博
物
館
基
本
計
画
」
で
は
、「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

機
能
」
の
他
に
「
祭
り
伝
承
機
能
」「
埋
蔵
文
化
財
保
存
活
用
機
能
」「
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
機
能
」
と
い
う
四
つ
の
核
と
な
る
機
能
が
明
文
化
さ
れ
た
。

　
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
機
能
」
は
歴
史
博
物
館
の
軸
と
な
る
機
能
で
、
収
蔵
品
の

保
存
・
展
示
、
地
域
に
根
差
し
た
テ
ー
マ
を
中
心
と
し
た
企
画
展
の
開
催
、
そ

し
て
体
験
な
ど
の
教
育
普
及
活
動
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　
「
祭
り
伝
承
機
能
」
は
市
指
定
文
化
財
の
山
車
の
公
開
、
万
燈
祭
で
使
用
す

る
万
燈
の
担
ぎ
体
験
や
道
具
類
の
展
示
な
ど
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
埋
蔵
文
化
財
保
存
活
用
機
能
」
は
発
掘
出
土
遺
物
の
整
理
や
調
査
報
告
書

の
作
成
を
行
う
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
刈
谷
市
に
お
い
て
は
別
施
設
で
行
わ
れ
て

い
た
た
め
、
学
芸
員
が
市
役
所
か
ら
通
う
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
歴
史
博
物

館
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
で
、
よ
り
効
率
的
に
業
務
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
も

刈谷市歴史博物館館内平面図
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[ 表２] 刈谷市歴史博物館の沿革
年度 内容 外部委員会

2002 第6次刈谷市総合計画（2003～2012年）の中期計画に「歴史資料館」建設事業が
位置づけられる

2007
市組織の関連部署で検討2008

2009
2010 「刈谷市歴史博物館基本計画」策定
2011 刈谷市歴史博物館建設計画検討委員会において、博物館の立地条件等再検討を行う

刈谷市歴史博物館
建設計画検討委員会2012

2013 建設予定地におけるボーリング調査実施
2014

刈谷市歴史博物館基本設計（建物・展示） 刈谷市歴史博物館
建設委員会2015

刈谷市歴史博物館実施設計（建物・展示）
2016

建設工事
工事監理
展示・収蔵庫設置委託　等

2017

2018 刈谷市歴史博物館
協議会

開館（2019年3月24日）
開館記念企画展「初代刈谷藩主�水野勝成展～「鬼日向」のいくさとまちづくり～」
開催（3月24日～5月19日）

平面図
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用
す
る
山
車
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
屋
内
展
示
で
あ
れ
ば
搬
入
の
度
に
燻
蒸
が
必

要
で
あ
っ
た
。そ
こ
で
山
車
に
関
し
て
は
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
で
エ
リ
ア
を
区
切
り
、

屋
外
か
ら
直
接
搬
出
入
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

③
防
火
区
画
の
設
定

　
当
初
案
で
は
、
企
画
展
示
室
と
常
設
展
示
室
と
の
間
に
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ

ウ
ォ
ー
ル
を
用
い
た
可
変
的
な
展
示
空
間
の
設
定
を
検
討
し
た
も
の
の
、
両
展

示
室
の
間
は
防
火
区
画
を
分
け
る
よ
う
指
導
が
あ
り
断
念
し
た
。

　
な
お
、
こ
の
時
期
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
決
定
に
よ
る
建
設
ラ
ッ

シ
ュ
や
震
災
復
興
需
要
に
よ
っ
て
、
建
築
費
が
膨
ら
む
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ

は
当
然
、
歴
史
博
物
館
に
も
当
て
は
ま
り
、
建
築
費
削
減
の
た
め
の
方
策
の
検

討
が
行
わ
れ
、
検
討
の
結
果
、
当
初
予
定
し
て
い
た
免
震
構
造
か
ら
耐
震
構
造

へ
の
変
更
な
ど
に
よ
っ
て
建
築
費
を
削
減
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
ま
た
展
示
に
関
し
て
は
、
基
本
計
画
段
階
か
ら
常
設
展
示
室
（
現
・
歴
史
ひ

ろ
ば
）・
企
画
展
示
室
・
祭
り
展
示
室
（
現
・
お
祭
り
ひ
ろ
ば
）
の
三
室
で
構

成
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
決
定
し
た
。
常
設
展

示
で
は
、
基
本
計
画
で
示
し
た
三
つ
の
テ
ー
マ
（
刈
谷
の
縄
文
時
代
、
刈
谷
藩

と
城
下
町
、
刈
谷
発
の
近
代
化
）
に
基
づ
き
、
展
示
資
料
の
調
査
を
進
め
た
。

テ
ー
マ
以
外
の
時
代
も
取
り
上
げ
る
通
史
展
示
も
検
討
し
た
が
、
展
示
室
の
面

積
の
関
係
上
、
三
つ
の
テ
ー
マ
に
絞
っ
て
展
示
を
構
成
す
る
テ
ー
マ
展
示
を
採

用
し
た
。
通
史
に
関
し
て
は
年
表
や
情
報
端
末
を
使
用
し
て
補
足
す
る
と
と
も

に
、
体
験
コ
ー
ナ
ー
も
若
干
で
は
あ
る
が
設
置
し
た
。

　
企
画
展
示
室
の
設
計
に
お
い
て
は
、
重
要
文
化
財
の
公
開
基
準
を
ク
リ
ア
す

る
た
め
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
た
。
こ
れ
ま
で
刈
谷
市
で
は
重
要
文
化
財
を
所

の
で
あ
る
。
ま
た
、
発
掘
出
土
遺
物
を
利
用
し
た
教
育
普
及
活
動
の
一
層
の
推

進
も
企
図
し
て
い
る
。

　
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
能
」
は
古
文
書
の
整
理
及
び
閲
覧
の
機
能
を
意
味
す
る
。

刈
谷
市
で
は
、
以
前
市
史
編
纂
の
際
に
収
集
さ
れ
た
古
文
書
類
や
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
を
多
数
保
管
し
て
い
る
が
、こ
れ
ま
で
閲
覧
す
る
場
所
が
無
か
っ
た
。

歴
史
博
物
館
の
完
成
に
伴
い
、「
い
つ
で
も
・
誰
で
も
」
古
文
書
類
の
閲
覧
が

で
き
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

　

基
本
計
画
策
定
段
階
で
は
二
〇
一
五
年
度
の
開
館
を
目
指
し
て
い
た
が
、

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
境
川
の
河

川
敷
の
近
隣
と
い
う
立
地
条
件
に
対
す
る
不
安
の
声
が
上
が
っ
た
。
そ
こ
で
、

二
〇
一
一
年
度
末
か
ら
外
部
有
識
者
を
集
め
た
「
刈
谷
市
歴
史
博
物
館
建
設
計

画
検
討
委
員
会
」
が
設
け
ら
れ
、
二
〇
一
二
年
度
か
ら
二
〇
一
三
年
度
に
か
け

て
建
設
予
定
地
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
、
及
び
愛
知
県
が
公
表
し
た
津
波
浸
水
想

定
に
基
づ
く
検
討
が
行
わ
れ
た
。

　
こ
の
中
で
、
津
波
の
浸
水
域
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
、
耐
震
や
免
震
な
ど
の

工
法
を
検
討
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
翌
二
〇
一
四
年
度
よ
り
基
本
設
計
に
入

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
第
二
節　
基
本
設
計
か
ら
竣
工
ま
で

　
刈
谷
市
歴
史
博
物
館
の
建
設
に
お
け
る
最
大
の
特
徴
は
、
建
物
設
計
と
展
示

設
計
と
に
分
け
て
発
注
し
た
こ
と
で
あ
る
。
通
常
は
建
築
設
計
会
社
に
一
括
で

設
計
を
委
託
し
、
展
示
設
計
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、

刈
谷
市
に
お
い
て
は
建
築
設
計
と
展
示
設
計
を
発
注
段
階
で
分
け
、
市
を
含
め

た
三
者
が
定
期
的
な
打
ち
合
わ
せ
の
機
会
を
設
け
て
進
め
て
い
く
こ
と
と
し

有
し
て
い
な
い
た
め
、
今
後
公
開
す
る
際
は
借
用
が
前
提
と
な
る
。
壁
付
ケ
ー

ス
で
は
、
膝
高
か
ら
天
井
ま
で
と
い
う
一
般
的
な
高
さ
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
を
採

用
し
、
行
灯
型
ケ
ー
ス
や
覗
き
ケ
ー
ス
は
備
品
で
購
入
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
長
躯
の
仏
像
な
ど
を
除
き
、
ケ
ー
ス
内
で
展
示
が
可
能
と
な
っ

た
。

　
祭
り
展
示
に
関
し
て
は
、
刈
谷
を
象
徴
す
る
三
つ
の
祭
り
（
大
名
行
列
・
山

車
祭
、
万
燈
祭
、
野
田
雨
乞
笠
お
ど
り
）
の
資
料
を
展
示
す
る
の
み
な
ら
ず
、

万
燈
の
担
ぎ
体
験
な
ど
体
験
型
展
示
を
盛
り
込
む
こ
と
と
し
た
。
ま
た
映
像
な

ど
も
使
用
し
、
祭
り
の
臨
場
感
を
味
わ
え
る
よ
う
努
め
た
。

　
二
〇
一
八
年
五
月
に
建
物
が
竣
工
し
た
後
、
展
示
室
と
収
蔵
庫
の
工
事
に

入
っ
た
。
こ
の
展
示
工
事
に
関
し
て
は
開
館
の
約
一
カ
月
前
と
な
る
二
〇
一
九

年
二
月
末
に
完
了
し
た
。

　
第
三
節　
建
物
引
渡
後
の
課
題

　
二
〇
一
八
（
平
成
三
十
年
）
五
月
末
の
竣
工
後
、建
物
は
引
き
渡
し
と
な
り
、

市
で
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
組
織
改
編
や
事
務
用
備
品
購
入
時
期
の
関
係

上
、す
ぐ
に
歴
史
博
物
館
へ
移
動
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、学
芸
員
は
十
月
以
降
、

事
務
職
員
（
館
長
含
む
）
に
関
し
て
は
十
二
月
に
移
動
と
な
っ
た
。
こ
の
間
、

い
く
つ
か
の
課
題
が
発
生
し
た
が
、こ
の
課
題
を
整
理
す
る
と
以
下
の
通
り
で
、

翌
年
三
月
の
開
館
に
向
け
て
各
課
題
の
解
消
を
は
か
っ
た
。

　
Ⅰ　
建
築
デ
ザ
イ
ン
・
建
材
に
起
因
す
る
課
題

　
Ⅱ　
建
物
内
へ
の
虫
等
の
侵
入

　
Ⅲ　
資
料
・
図
書
類
の
移
動
や
整
理
に
関
す
る
課
題

　
こ
こ
で
は
、
三
つ
の
課
題
の
状
況
と
、
そ
の
対
応
に
つ
い
て
記
し
て
い
く
。

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
展
示
や
保
存
管
理
と
い
っ
た
博
物
館
特
有
の
機
能
が
建
築

に
反
映
さ
れ
や
す
い
体
制
と
な
っ
た
。

　
建
物
基
本
設
計
で
は
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
り
設
計
業
者
の
選
定
を
行

い
、
㈱
佐
藤
総
合
計
画
と
契
約
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
お
い
て
、
歴
史

博
物
館
の
建
築
デ
ザ
イ
ン
は
城
跡
の
北
側
と
い
う
立
地
を
生
か
し
、「
和
」
を

イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
と
す
る
旨
の
提
案
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
将
来
的
に
重
要

文
化
財
の
公
開
承
認
施
設
を
目
指
す
こ
と
と
し
、
以
降
文
化
庁
や
国
立
文
化
財

機
構
東
京
文
化
財
研
究
所
（
当
時
※
現
在
は
文
化
財
活
用
セ
ン
タ
ー
に
移
管
）

と
協
議
を
行
っ
た
。
ま
た
展
示
基
本
設
計
に
関
し
て
は
入
札
方
式
に
よ
り
、
基

本
計
画
よ
り
携
わ
っ
て
い
た
㈱
丹
青
社
と
契
約
し
た
。

　
設
計
に
お
い
て
は
、
基
本
計
画
に
記
さ
れ
て
い
る
四
つ
の
機
能
を
維
持
し
た

上
で
、文
化
財
の
保
存
に
よ
り
適
し
た
施
設
と
す
る
た
め
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。

虫
害
防
除
や
万
一
の
浸
水
時
に
備
え
、
収
蔵
庫
や
展
示
室
を
二
階
部
分
に
配
置

し
た
他
、
文
化
庁
と
の
協
議
に
お
い
て
特
に
留
意
し
た
点
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。

①
非
常
電
源
の
設
置

　
建
設
予
定
地
は
、
刈
谷
市
の
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
よ
る
と
、
大
雨
で
の

浸
水
被
害
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
、
浸
水
時
に
お
い
て
も
資
料
へ

の
影
響
を
防
ぐ
た
め
、
電
気
設
備
を
二
階
と
し
、
屋
外
に
非
常
用
発
電
機
を
設

置
し
て
停
電
時
で
も
一
定
期
間
空
調
が
稼
働
す
る
よ
う
に
し
た
。

②
山
車
展
示
ス
ペ
ー
ス
の
位
置
づ
け

　
「
祭
り
伝
承
機
能
」
に
お
い
て
市
有
形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
山
車
を
展
示
す

る
た
め
、
展
示
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
現
在
も
大
名
行
列
・
山
車
祭
に
使
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Ⅱ　
建
物
内
へ
の
虫
等
の
侵
入

　
歴
史
博
物
館
設
計
段
階
で
参
考
と
し
た
九
州
国
立
博
物
館
（
二
〇
〇
五
年
開

館
）
や
三
重
県
立
博
物
館
（
二
〇
一
四
年
開
館
）
で
は
Ｉ
Ｐ
Ｍ
（
総
合
的
有
害

生
物
管
理
）
に
よ
る
燻
蒸
を
前
提
と
し
な
い
資
料
保
存
活
動
を
既
に
行
っ
て
い

た
た
め
、
歴
史
博
物
館
に
お
い
て
も
当
初
計
画
さ
れ
て
い
た
燻
蒸
室
を
設
け
ず

に
、Ｉ
Ｐ
Ｍ
に
よ
る
虫
害
の
防
除
を
実
践
す
る
こ
と
と
し
た
。
文
化
財
収
蔵
庫・

展
示
室
を
二
階
に
設
け
、
二
階
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
を
最
重
要
区
画
と
捉
え
、
一

階
に
虫
が
侵
入
し
て
も
二
階
へ
上
が
ら
な
い
よ
う
に
努
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
前
述
の
と
お
り
歴
史
博
物
館
は
境
川
の
河
川
敷
の
近
隣
に
位
置
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
夏
季
に
は
南
風
、
冬
季
に
は
河
川
か
ら
の
西
風
が
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド

付
近
に
吹
き
込
む
。
こ
の
環
境
下
に
お
い
て
、
文
化
財
害
虫
を
含
む
虫
の
侵
入

は
十
分
に
考
え
ら
れ
た
た
め
、
通
用
口
は
二
重
扉
と
し
、
収
蔵
庫
を
は
じ
め
文

化
財
に
直
接
触
れ
る
諸
室
は
二
階
に
設
置
す
る
な
ど
、
設
計
段
階
で
も
対
策
は

施
し
た
が
、
一
部
に
虫
の
侵
入
が
見
ら
れ
た
。

　
虫
の
種
類
で
一
番
多
か
っ
た
の
は
ダ
ン
ゴ
ム
シ
で
あ
り
、
続
い
て
ゲ
ジ
や
ム

カ
デ
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
幸
い
な
こ
と
に
文
化
財
害
虫
は
確
認
さ
れ
な
か
っ

た
。
ま
た
こ
れ
は
虫
で
は
な
い
が
、
河
川
敷
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
七
月

か
ら
八
月
に
か
け
て
サ
ワ
ガ
ニ
も
見
ら
れ
た
。
侵
入
経
路
は
不
明
で
あ
る
が
、

出
入
り
口
に
近
い
と
こ
ろ
よ
り
も
館
内
の
中
央
部
で
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
配
管
を
伝
っ
て
入
っ
て
き
た
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
し
、
サ
ワ
ガ
ニ
に
関

し
て
は
そ
の
後
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

　
文
化
財
害
虫
の
侵
入
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
を
放
置
す
れ
ば
、
資
料

搬
入
後
に
文
化
財
害
虫
が
侵
入
す
る
可
能
性
も
高
ま
る
た
め
、
何
ら
か
の
対
策

が
求
め
ら
れ
た
。
ま
ず
虫
の
侵
入
経
路
を
確
認
す
る
た
め
、
粘
着
ト
ラ
ッ
プ
を

仕
掛
け
た
（
写
真
４
）。
養
生
テ
ー
プ
と
両
面
テ
ー
プ
を
使
用
し
た
手
製
の
ト

に
よ
り
発
生
し
た
。
そ
の
た
め
、
空
調

機
だ
け
で
な
く
扇
風
機
等
も
使
用
し
、

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
を
中
心
に
空
気
の
循
環

を
促
し
た
。

　
な
お
、
防
火
薬
剤
を
再
塗
布
す
る
必

要
が
生
じ
た
た
め
、
十
一
月
に
再
塗
布

し
、
温
湿
度
管
理
に
よ
り
解
消
し
た
。

ｂ　
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
部
分
の
照
明

　
歴
史
博
物
館
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
は

図
書
コ
ー
ナ
ー
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、

歴
史
関
連
図
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
の
南
面
は
外
光

を
取
り
入
れ
る
た
め
ガ
ラ
ス
張
り
と

な
っ
て
い
る
が
、
外
光
の
入
ら

な
い
悪
天
候
時
や
冬
季
の
夕
方

に
は
暗
く
な
る
こ
と
が
判
明
し

た
（
写
真
３
）。
エ
ン
ト
ラ
ン

ス
や
外
構
に
ス
ポ
ッ
ト
照
明
が

設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ナ
イ

ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
開
催
時
な
ど

夜
の
雰
囲
気
を
楽
し
む
イ
ベ
ン

ト
で
あ
れ
ば
趣
あ
る
情
景
と
な

る
が
、
図
書
閲
覧
は
困
難
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
ス
ポ
ッ
ト
照

明
の
増
設
を
行
い
、
解
消
を
は

か
っ
た
。

　
対
策
と
し
て
は
、
ま
ず
バ
ッ
ク

ヤ
ー
ド
、
特
に
職
員
通
用
口
か
ら

の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
、
内
扉
・
外

扉
の
下
部
に
ブ
ラ
シ
を
つ
け
る
こ

と
と
し
た
。
ま
た
、
空
調
も
バ
ッ

ク
ヤ
ー
ド
か
ら
館
外
に
向
け
て
空

気
が
流
れ
る
よ
う
、
陽
圧
空
調
と

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ダ
ン
ゴ
ム

シ
の
侵
入
は
抑
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
開
館
半
年
が
経
過
し
た

時
点
に
お
い
て
も
ダ
ン
ゴ
ム
シ
な

ど
の
侵
入
は
散
見
さ
れ
る
た
め
、

そ
の
都
度
捕
獲
し
て
、
記
録
し
て
い
る
。

※
上
記
Ⅰ
・
Ⅱ
の
課
題
に
関
し
て
、
現
在
は
概
ね
解
決
し
て
お
り
、
館
内
に
異

常
が
見
つ
か
れ
ば
適
切
に
対
処
す
る
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
虫
害
に
関
し

て
も
、
資
料
の
保
存
に
影
響
を
与
え
る
文
化
財
害
虫
は
開
館
後
も
ほ
ぼ
見
ら
れ

ず
、
博
物
館
と
し
て
適
切
な
環
境
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。

Ⅰ　
建
築
デ
ザ
イ
ン
・
建
材
に
起
因
す
る
課
題

　
歴
史
博
物
館
は
、
刈
谷
城
跡
の
近
隣
に
位
置
し
て
お
り
、
基
本
設
計
段
階
か

ら
和
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
館
内
に
は
木
材
が

多
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
部
分
は
自
然
光
を
取
り
入
れ
る
た

め
、
南
面
が
ガ
ラ
ス
張
り
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
複
数
の
課
題
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。

ａ　
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
天
井
ル
ー
バ
ー
か
ら
の
水
滴
落
下

　
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
天
井
部
分
の
ル
ー
バ
ー
に
使
用
す
る
杉
材
に
は
防
火
薬
剤
が

塗
布
さ
れ
て
い
た
が
、
梅
雨
明
け
時
に
高
温
多
湿
状
態
が
続
い
た
た
め
、
薬
剤

が
木
材
の
表
面
に
浮
き
出
て
（
白
華
現
象
）
結
露
し
た
水
分
が
落
下
す
る
現
象

が
発
生
し
た
（
写
真
２
）。
こ
れ
は
塗
布
し
た
薬
剤
の
性
質
と
温
湿
度
の
上
昇

ラ
ッ
プ
を
、
館
内
一
階
部
分
の
複
数
箇
所
に
設
置
し
た
。
数
週
間
継
続
し
た
結

果
、
⑴
西
側
の
職
員
通
用
口
か
ら
の
侵
入
が
多
い
こ
と
、
⑵
同
じ
く
西
側
に
あ

る
が
、
ト
ラ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
か
ら
の
侵
入
は
少
な
い
こ
と
、
⑶
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
か

ら
の
侵
入
も
比
較
的
少
な
い
こ
と
、⑷
二
階
へ
の
階
段
部
に
も
侵
入
は
あ
る
が
、

途
中
ま
で
で
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

ｃ　

�

展
示
室
の
コ
ル
ク
床
の
浮
き

　
一
階
お
祭
り
ひ
ろ
ば
で
は
、
夏
場
に
か
け
て
床
面
の
一
部
に
浮
き
が
確
認
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
床
に
敷
か
れ
て
い
た
コ
ル
ク
タ
イ
ル
が
、
室
内

の
温
度
上
昇
で
膨
張
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
温
湿
度
管
理
の

対
応
で
解
消
し
た
。

ｄ　
外
構
の
植
栽

　
歴
史
博
物
館
の
立
地
が
公
園
の
近
辺
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
外
構
に
は
多
く

の
植
栽
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
植
栽
計
画
も
設
計
会
社
が
行
い
、

二
〇
一
八
年
の
秋
よ
り
植
え
始
め
た
。
し
か
し
、
翌
二
〇
一
九
年
は
例
年
に
比

べ
て
雨
量
が
多
く
、
植
栽
部
分
の
排
水
が
進
ま
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
一
部
の
草
花
類
が
枯
れ
て
し
ま
う
と
い
う
現
象
が
発
生
し
た
。

（写真２）結露による床への浸透

（写真４）トラップを仕掛け虫の侵入経路の調査 （写真３）歴史博物館のエントランス（上部はスポット照明のみ）



89 刈谷市歴史博物館の開館半年を終えて刈谷市歴史博物館研究紀要　第１号

　
第
四
節　
展
示
計
画

　
展
示
に
つ
い
て
は
先
述
の
と
お
り
基
本
計
画
時
に
常
設
展
示
室
（
現
・
歴
史

ひ
ろ
ば
）・
企
画
展
示
室
・
祭
り
展
示
室
（
現
・
お
祭
り
ひ
ろ
ば
）
を
設
け
る

こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
設
計
も
進
め
ら
れ
た
。

　
常
設
展
示
室
の
ジ
オ
ラ
マ
・
映
像
・
模
型
に
関
し
て
は
竣
工
前
か
ら
製
作
を

開
始
し
た
。
特
に
近
代
の
展
示
の
中
で
上
映
す
る
「
刈
谷
も
の
が
た
り
」
は
約

二
十
分
の
映
像
で
、
郷
土
資
料
館
や
地
元
中
学
校
な
ど
の
公
共
施
設
を
使
っ
て

撮
影
を
行
っ
た
。

　
こ
の
他
展
示
室
（
写
真
５
）
に
は
、
来
館
者
の
興
味
を
惹
く
様
々
な
仕
掛
け

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
刈
谷
城
の
ジ
オ
ラ
マ
の
下
に
は
、
ジ
オ
ラ
マ

の
参
考
図
と
し
て
使
用
し
た
「
刈
谷
城
絵
図
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
城
と
城
下
町
の
位
置
関
係
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
展
示
室
中
央
に
は
、
テ
ー
マ
展
示
を
補
完
す
る
た
め
の
絵
年
表
を
制
作
し

た
。
こ
の
絵
年
表
は
、
日
本
の
歴
史
と

刈
谷
の
歴
史
を
繋
ぐ
べ
く
制
作
し
た
も

の
で
、
刈
谷
や
三
河
と
、
歴
史
上
大
き

な
事
件
や
日
本
の
偉
人
と
の
関
係
を
示

す
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
体

験
コ
ー
ナ
ー
に
は
縄
文
・
近
世
・
近
代

の
衣
装
体
験
を
設
け
た
。女
性
の
場
合
、

時
代
順
に
並
べ
る
と
ア
ン
ギ
ン
衣
装
・

小
袖
・
女
学
生
と
な
る
。
こ
の
衣
装
は

大
変
精
巧
で
、
生
地
も
厚
く
作
ら
れ
て

お
り
、
現
在
も
人
気
を
博
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
壁
付
け
ケ
ー
ス
の
ほ
か
可
動

式
の
ケ
ー
ス
も
発
注
し
た
。
内
訳
は
ハ

イ
ケ
ー
ス
一
台
、
覗
き
ケ
ー
ス
三
台
、

行
灯
型
ケ
ー
ス
二
台
（
う
ち
一
台
は
免

震
台
付
）、
個
別
免
震
台
一
台
で
あ
る
。

ケ
ー
ス
は
い
ず
れ
も
エ
ア
タ
イ
ト
で
、

重
要
文
化
財
の
公
開
が
可
能
な
仕
様
と

な
っ
て
い
る
。

　
祭
り
展
示
室
に
つ
い
て
は
、
先
述
の

と
お
り
山
車
と
祭
り
道
具
を
移
動
し
た

他
、
万
燈
に
つ
い
て
は
体
験
用
・
展
示

用
各
二
基
の
計
四
基

が
必
要
で
、
保
存
会

に
新
作
の
製
作
を
依

頼
し
た
。
一
月
に
は

完
成
し
、
保
存
会
に

よ
っ
て
搬
入
さ
れ
た

（
写
真
６・７
）。

わ
れ
た
た
め
、
そ
の
設
置
完

了
と
、
さ
ら
に
有
機
酸
・
ア

ン
モ
ニ
ア
の
測
定
（
基
準
値

を
下
回
ら
な
け
れ
ば
引
き
渡

し
が
で
き
な
い
た
め
）
を
待

つ
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
資
料
の
移
動
は
十
二
月

に
行
っ
た
。

　
資
料
・
図
書
の
保
管
先
は

［
表
３
］
の
と
お
り
五
箇
所

あ
り
、
美
術
品
輸
送
と
通
常

の
輸
送
を
分
け
て
行
う
必
要

が
あ
っ
た
。

　
⑴
、
⑵
に
関
し
て
は
収
蔵

資
料
で
あ
り
、
歴
史
博
物
館

ま
で
は
六
百
メ
ー
ト
ル
程
度

の
距
離
で
あ
る
が
、
美
術
品

輸
送
と
し
た
。
⑴
の
う
ち
、

縄
文
人
骨
は
展
示
ケ
ー
ス
の

解
体
が
困
難
で
、
ケ
ー
ス
ご

Ⅲ　
資
料
・
図
書
類
の
移
動
や
整
理
に
関
す
る
課
題

　
こ
れ
ま
で
刈
谷
市
で
は
、
複
数
の
施
設
に
お
い
て
資
料
や
参
考
図
書
を
保
管

し
て
い
た
。
歴
史
博
物
館
開
館
ま
で
に
そ
れ
ら
の
資
料
や
図
書
の
移
動
を
終
え

る
必
要
が
あ
る
が
、
資
料
に
関
し
て
は
建
物
竣
工
後
に
収
蔵
庫
棚
の
設
置
が
行

　
企
画
展
示
室
は
南
面
・
北
面
に
壁
付
ケ
ー
ス
を
設
置
し
た
。
こ
の
展
示
ケ
ー

ス
は
エ
ア
タ
イ
ト
で
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
開
口
が
可
能
で
あ
る
。
企
画
展
示
の
場

合
、
展
示
資
料
の
形
態
は
屏
風
・
彫
像
・
茶
器
・
軸
・
文
書
・
考
古
資
料
な
ど

多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
特
定
の
資
料
に
合
わ
せ
た
展
示
ケ
ー
ス
を
制
作
す
る
こ

と
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
展
示
ケ
ー
ス
内
の
天
高
や
広
さ
を
最
大
限
に
確
保

し
た
上
で
、
資
料
の
形
態
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
展
示
台
や
什
器
を
使
用
し
て
展

示
す
る
こ
と
と
し
た
。

と
運
搬
す
る
必
要
が
あ
り
、か
つ
郷
土
資
料
館
に
は
エ
レ
ベ
ー
タ
が
無
い
た
め
、

運
搬
用
の
櫓
を
組
み
、
多
く
の
人
手
を
か
け
て
積
み
込
み
を
行
っ
た
。

　
⑶
は
歴
史
博
物
館
の
資
料
整
理
室
へ
移
動
す
る
も
の
で
、
図
書
類
だ
け
で
も

約
二
万
点
と
膨
大
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
図
書
・
紙
焼
き
資
料
は
、
閲
覧
に
供
す

る
た
め
、
分
類
や
ラ
ベ
ル
貼
り
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
図
書
館
で
行

う
整
理
作
業
と
同
様
の
ス
キ
ル
が
求
め
ら
れ
、
本
来
で
あ
れ
ば
司
書
が
行
う
べ

き
業
務
で
あ
る
が
、
歴
史
博
物
館
に
は
司
書
資
格
を
も
っ
た
職
員
が
い
な
い

た
め
、
分
類
表
の
作
成
や
整
理
は
職
員
が
手
分
け
し
て
行
っ
た
。
基
本
的
に

は
図
書
館
で
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
十
進
分
類
表
」
に
基
づ
い
た
が
、

歴
史
博
物
館
と
い
う
性
格
上
、「
歴
史
」
に
分
類
さ
れ
る
図
書
が
多
く
な
る
こ

と
、
自
治
体
史
や
関
連
刊
行
物
、
郷
土
史
は
細
か
い
整
理
を
行
う
必
要
が
あ
る

た
め
、
独
自
の
分
類
表
を
作
成
し
、
併
用
し
て
整
理
を
行
っ
た
。
作
業
自
体
は

二
〇
一
七
年
十
二
月
か
ら
開
始
し
た
が
、
多
く
の
人
手
と
時
間
を
要
し
た
。

　
⑷
は
コ
ン
テ
ナ
に
入
っ
た
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い
た
。
歴
史
博
物
館
の
遺
物

収
蔵
庫
へ
の
移
動
は
、
考
古
資
料
で
あ
る
た
め
一
般
の
輸
送
業
者
に
委
託
し
、

調
査
地
や
出
土
遺
物
が
混
ざ
ら
な
い
よ
う
注
意
を
払
っ
た
。

　
⑸
は
祭
り
展
示
室
（
現
・
お
祭
り
ひ
ろ
ば
）
の
山
車
ス
ペ
ー
ス
に
移
動
す
る

も
の
で
あ
る
。
特
に
山
車
は
解
体
が
で
き
ず
、高
さ
も
六
メ
ー
ト
ル
あ
る
た
め
、

実
際
の
祭
礼
時
と
同
様
に
公
道
を
使
っ
て
移
動
さ
せ
た
。
保
存
会
の
協
力
の
も

と
二
〇
一
九
年
二
月
二
日
に
移
動
を
完
了
し
た
。

（写真５）常設展示室（歴史ひろば）全景

（写真７）祭り展示室（お祭り
ひろば）に設置された万燈 （写真６）祭り展示室（お祭りひろば）に設置された山車

[ 表３] 資料の移動内容

移動元 内���容 輸送方法

（1）郷土資料館 考古資料 美術品輸送

（2）郷土資料館分室※ 美術工芸資料、文書資料、考古資料 美術品輸送

（3）資料室 参考図書、マイクロフィルム、紙焼き資料 一般の輸送

（4）埋蔵文化財倉庫 考古資料 一般の輸送

（5）名鉄高架下倉庫 山車（刈谷市指定文化財）、祭礼で使用する道具 保存会による運搬

※�郷土資料館分室は、郷土資料館に近接する図書館内に設けられた展示室及び収蔵庫。郷土資
料館は国の登録文化財建造物で、文化財等の収蔵・展示スペースの確保ができないために設
けられた。なお、郷土資料館分室は 2018 年 8月 31日をもって閉室した。
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第
二
章　
博
物
館
の
機
能
と
現
状

　
第
一
節　
開
館
後
の
現
状

　
こ
こ
で
は
歴
史
博
物
館
開
館
か
ら
半
年
経
過
後
の
二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年

十
月
一
日
時
点
で
の
現
状
と
課
題
を
記
す
。

①
組
織

　
歴
史
博
物
館
の
設
置
者
は
刈
谷
市
教
育
委
員
会
で
あ
る
が
、「
刈
谷
市
教
育

委
員
会
事
務
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
」
に
よ
り
補
助
執
行
を
行
う
た
め
、

組
織
上
は
市
長
部
局
で
あ
る
市
民
活
動
部
文
化
観
光
課
に
属
す
る
。

　
歴
史
博
物
館
の
職
員
数
は
、
二
〇
一
九
（
平
成
三
十
一
）
年
四
月
の
人
事
異

動
を
経
て
十
二
名
（
正
職
員
）
と
な
っ
た
。
体
制
は
館
長
︱
館
長
代
理
以
下
と

な
っ
て
お
り
、
係
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
館
長
・
館
長
代
理
と
も
一
般
事
務

職
で
、
こ
の
他
に
指
導
主
事
（
教
員
か
ら
の
異
動
）
一
名
、
学
芸
員
七
名
（
歴

史
四
名
、
美
術
工
芸
一
名
、
考
古
二
名
）、
主
事
二
名
と
な
っ
た
。
当
初
学
芸

員
の
数
は
全
体
で
五
名
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
八
年
十
月
に
二
名
、
二
〇
一
九

年
四
月
に
二
名
の
採
用
が
行
わ
れ
（
当
初
の
一
名
は
本
庁
に
異
動
、
一
名
定
年

退
職
）、
七
名
に
増
員
さ
れ
た
。
な
お
、
二
〇
一
九
年
十
月
に
更
に
学
芸
員
が

一
名
増
員
さ
れ
、
八
名
と
な
っ
て
い
る
。

　
現
状
、
学
芸
員
は
博
物
館
業
務
経
験
の
浅
い
者
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
例
え

ば
展
示
に
関
し
て
は
企
画
展
ご
と
に
主
と
副
の
二
名
で
担
当
す
る
体
制
と
し
、

普
及
の
う
ち
学
校
連
携
に
関
し
て
は
都
度
対
応
者
を
決
め
て
い
る
。
今
後
、
保

存
や
普
及
な
ど
専
属
の
担
当
を
設
け
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
ま
ず
は
学
芸
業
務

全
般
を
経
験
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
体
制
と
し
て
い
る
。

　
以
上
、
展
示
計
画
を
記
し
た
が
、
歴
史
博
物
館
の
場
合
、
館
運
営
の
軸
と
な

り
う
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
な
く
、
美
術
工
芸
資
料
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
歴

史
博
物
館
の
オ
ー
プ
ン
に
伴
い
、
美
術
工
芸
資
料
の
寄
贈
・
寄
託
の
増
加
が
期

待
さ
れ
る
。

　
第
五
節　
企
画
展

　
基
本
計
画
に
お
い
て
、
企
画
展
に
つ
い
て
は
「『
常
設
展
示
』
の
テ
ー
マ
や

刈
谷
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
項
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
よ
り
掘
り
下
げ
た
内
容

の
展
示
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
開
館
記
念
企
画
展
の
テ
ー
マ

を
議
論
し
、「
初
代
刈
谷
藩
主　
水
野
勝
成
展
」
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
水
野
勝
成
は
初
代
刈
谷
藩
主
で
あ
る
が
、
刈
谷
藩
時
代
の
資
料
は
ほ
ぼ
皆
無

と
い
っ
た
状
況
で
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
一
方
、
勝

成
が
後
に
藩
主
を
務
め
た
広
島
県
福
山
市
に
お
い
て
は
、
福
山
城
博
物
館
を
中

心
に
展
覧
会
の
開
催
実
績
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
こ
で
の
展
示
を
参
考
と
し
た
。

福
山
の
場
合
、
福
山
城
の
築
城
を
行
っ
た
福
山
の
開
祖
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

必
然
的
に
城
下
町
の
開
発
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
て
ら
れ
た
展
示
と
な
る
が
、
刈
谷

で
開
催
す
る
以
上
、
刈
谷
時
代
の
事
績
に
も
注
目
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
勝
成
が
刈
谷
に
在
城
し
て
い
た
時
代
の
合
戦
（
関
ケ
原
の
戦
い
・
大

坂
の
陣
）
に
着
目
し
、
家
康
を
支
え
る
武
将
と
し
て
の
立
場
を
紹
介
す
る
こ
と

と
し
た
。

　
企
画
展
示
室
は
長
大
な
壁
付
ケ
ー
ス
が
二
本
あ
る
た
め
、
二
章
立
て
の
展
示

が
最
も
違
和
感
な
く
観
覧
し
て
い
た
だ
け
る
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
、
第
一
章

「
水
野
勝
成
の
戦
い
」、
第
二
章
「
為
政
者
・
水
野
勝
成
」
と
し
、
勝
成
の
武
勇

と
内
政
の
二
面
性
を
伝
え
る
展
示
と
し
た
。
資
料
も
福
山
市
の
他
、「
結
城
水

　
重
要
文
化
財
の
公
開
が
可
能
な
展
示
室
を
有
し
て
お
り
、
公
開
承
認
施
設
を

目
指
し
て
い
る
も
の
の
、
重
要
文
化
財
所
有
館
で
は
な
い
た
め
、
企
画
展
を
通

じ
て
学
芸
員
の
経
験
と
、
重
要
文
化
財
の
公
開
実
績
を
積
む
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
今
後
五
年
間
に
三
回
以
上
の
借
用
公
開
を
行
い
、
公
開
承
認
施
設
と
な
る

要
件
を
満
た
す
と
共
に
、
規
定
上
「
重
要
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
つ
い
て

専
門
的
知
識
又
は
識
見
を
有
す
る
施
設
の
長
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
今

後
、
館
長
職
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

②
運
営

　
歴
史
博
物
館
の
開
館
に
あ
た
り
基
本
運
営
方
針
を
定
め
た
。
こ
こ
で
は
市
民

に
と
っ
て
、
歴
史
に
親
し
み
、
学
べ
る
施
設
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
児
童
・
生

徒
ら
に
と
っ
て
も
学
習
の
拠
点
と
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
研
究
者
や
観
光
客
に
も

満
足
で
き
る
施
設
と
な
る
こ
と
を
理
念
に
掲
げ
、
具
体
的
な
方
策
を
挙
げ
た
。

　
歴
史
ひ
ろ
ば
（
常
設
展
示
室
）
の
入
館
料
に
関
し
て
は
、
近
隣
市
町
村
に
お

い
て
徴
収
し
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
か
ら
少
額
有
料
の
案
も
あ
っ
た
。し
か
し
、

博
物
館
法
第
二
十
三
条
に
「
公
立
博
物
館
は
、
入
館
料
そ
の
他
博
物
館
資
料
の

利
用
に
対
す
る
対
価
を
徴
収
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
規
定
が
あ
る
こ
と
、
基

本
運
営
方
針
に
お
い
て
「
市
民
に
と
っ
て
、
歴
史
に
親
し
み
、
学
べ
る
施
設
」

と
謳
っ
て
い
る
こ
と
、
刈
谷
市
の
他
の
施
設
に
お
い
て
入
館
料
を
徴
収
し
て
い

る
施
設
が
無
い
こ
と
か
ら
、財
政
当
局
と
も
話
し
合
っ
た
結
果
、無
料
と
し
た
。

な
お
、企
画
展
に
関
し
て
は
、規
模
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
一
部
有
料
と
す
る
が
、

開
館
記
念
企
画
展
に
関
し
て
は
無
料
と
し
た
。
開
館
時
間
は
九
時
か
ら
十
七
時

で
、
資
料
閲
覧
室
に
つ
い
て
も
同
様
の
対
応
を
し
て
い
る
。

　
刈
谷
市
歴
史
博
物
館
は
多
機
能
型
博
物
館
で
あ
り
、
博
物
館
運
営
、
埋
蔵
文

化
財
保
存
活
用
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
能
の
各
機
能
に
お
い
て
臨
時
職
員
と
と
も

野
家
文
書
」
寄
託
先
の
茨
城
県
立
歴
史
館
や
、
勝
成
が
参
戦
し
た
合
戦
の
舞
台

と
な
っ
た
大
垣
市
（
関
ケ
原
の
合
戦
に
お
け
る
大
垣
城
攻
め
）・
柏
原
市
（
大

坂
夏
の
陣
に
お
け
る
小
松
山
の
戦
い
）・
南
島
原
市
（
島
原
・
天
草
一
揆
に
お

け
る
原
城
攻
め
）
等
か
ら
借
用
し
た
。
そ
の
た
め
、
資
料
の
借
用
も
四
回
に
分

け
て
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
初
回
の
展
示
で
あ
り
、
ま
ず
は
建
物
の
雰
囲
気
を

感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
考
え
か
ら
、
入
口
看
板
や
天
井
吊
り
の
章
立
て

用
バ
ナ
ー
看
板
の
他
は
大
規
模
な
造
作
は
行
わ
な
か
っ
た
。

　
水
野
勝
成
展
は
二
〇
一
九
年
三
月
二
十
四
日
（
日
）
か
ら
五
月
十
九
日
（
日
）

ま
で
の
開
催
で
、「
開
館
記
念
企
画
展
」
と
銘
打
ち
、
無
料
展
と
し
た
。
三
月

二
十
四
日
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の
他
、
期
間
中
に
は
改
元
や
そ
れ
に
伴
う
十
連
休

も
重
な
っ
た
。
そ
の
た
め
休
日
を
中
心
に
イ
ベ
ン
ト
を
多
く
実
施
し
、
集
客
に

努
め
た
。
特
に
五
月
五
日
（
日
・
祝
）
は
「
福
山
デ
ー
」
と
称
し
、
福
山
の
歴

史
を
紹
介
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
多
数
実
施
し
た
。

　
さ
ら
に
、市
内
で
発
見
さ
れ
た「
豊
臣
秀
吉
朱
印
状（
加
藤
主
計
頭
清
正
宛
）」

を
四
月
二
日
（
火
）
～
二
十
一
日
（
日
）
ま
で
の
期
間
限
定
で
展
示
公
開
し
、

そ
れ
に
伴
い
報
道
発
表
も
行
っ
た
。
内
容
が
朝
鮮
出
兵
を
命
じ
る
も
の
で
あ
っ

た
た
め
に
マ
ス
コ
ミ
を
中
心
に
予
想
外
の
反
響
を
得
て
、
県
外
か
ら
も
多
く
の

来
館
者
が
あ
り
、
水
野
勝
成
展
会
期
中
を
通
じ
て
二
万
人
を
超
え
る
来
館
者
を

得
た
。
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①
有
料
企
画
展
の
開
催

　
次
年
度
以
降
は
年
間
三
本
の
企
画
展
を
予
定
し
て
い
る
が
、
一
部
有
料
と
す

る
予
定
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
常
設
展
も
企
画
展
も
無
料
だ
っ
た
た
め
、
有
料
の

企
画
展
を
開
催
し
た
場
合
、
集
客
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
が
あ
る
の
か
は
不
明
で

あ
る
。刈
谷
市
で
は
美
術
館
が
有
料
企
画
展
を
開
催
し
実
績
を
上
げ
て
い
る
が
、

歴
史
博
物
館
と
は
展
示
室
の
面
積
や
求
め
ら
れ
る
ニ
ー
ズ
も
異
な
る
た
め
、
そ

の
ま
ま
参
考
事
例
に
は
で
き
な
い
面
が
あ
る
。
歴
史
博
物
館
と
し
て
適
正
な
価

格
を
設
定
し
、
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
や
展
示
内
容
に
お
い
て
も
無
料
展
と
の
差
別
化

を
図
り
、
来
館
者
に
納
得
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
企
画
展
の
開
催
が
求
め
ら
れ

る
。

②
企
画
展
の
内
容

　
歴
史
博
物
館
の
基
本
計
画
に
お
い
て
、
企
画
展
は
「『
常
設
展
示
』
の
テ
ー

マ
や
刈
谷
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
項
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
よ
り
掘
り
下
げ
た

内
容
の
展
示
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
刈
谷
と
関
わ
り
の
あ

る
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
刈
谷
市
域
の
遺
跡
に
関
わ
る
事
柄
や
、

歴
代
刈
谷
藩
主
と
い
っ
た
テ
ー
マ
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
テ
ー
マ

選
定
で
は
歴
史
に
関
心
の
あ
る
層
に
は
興
味
を
も
た
れ
る
も
の
の
、
そ
の
他
の

層
の
掘
り
起
こ
し
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
展
示
資
料
に
つ
い
て
も
固
定
化
す

る
傾
向
が
生
じ
や
す
く
な
る
。

　
歴
史
博
物
館
は
体
育
館
な
ど
の
運
動
施
設
や
、
桜
の
名
所
で
も
あ
る
亀
城
公

園
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
ス
ポ
ー
ツ
や
花
に
着
目
し
た
展
示
な

ど
、
こ
れ
ま
で
博
物
館
と
は
縁
遠
か
っ
た
層
へ
訴
え
か
け
る
展
示
や
、
収
蔵
資

料
を
活
用
す
る
テ
ー
マ
の
展
示
を
行
う
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。「
こ
れ
ま
で
博

物
館
に
来
た
こ
と
が
な
い
層
」
は
「
博
物
館
を
認
知
し
て
い
な
い
層
」
と
言
い

に
事
業
を
進
め
て
い
る
。
博
物
館
運
営
に
関
し
て
は
窓
口
業
務
と
企
画
展
監
視

員
・
展
示
作
業
補
助
員
を
新
た
に
雇
用
し
た
。
施
設
管
理
業
務
は
職
員
が
行
っ

て
お
り
、
朝
夕
の
門
扉
の
開
閉
や
諸
室
の
温
湿
度
の
設
定
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
も

職
員
が
行
っ
て
い
る
。
埋
蔵
文
化
財
保
存
活
用
機
能
に
つ
い
て
は
、
別
施
設
で

行
わ
れ
て
い
た
も
の
を
館
内
の
遺
物
整
理
室
で
行
う
こ
と
と
し
た
。
基
本
的
に

は
館
内
で
の
作
業
が
中
心
だ
が
、発
掘
調
査
が
あ
れ
ば
屋
外
で
の
作
業
と
な
る
。

ま
た
、
考
古
学
関
係
の
イ
ベ
ン
ト
の
準
備
や
当
日
の
運
営
な
ど
に
も
関
わ
っ
て

い
る
。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
能
は
、
元
々
市
史
資
料
整
理
の
た
め
に
雇
用
し
た
臨

時
職
員
が
現
在
は
担
っ
て
い
る
。
資
料
閲
覧
室
で
は
、
歴
史
関
係
図
書
や
古
文

書
の
紙
焼
き
を
「
い
つ
で
も
・
誰
で
も
」
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
博

物
館
で
収
蔵
す
る
古
文
書
は
、
市
史
編
纂
時
に
収
集
し
た
資
料
が
母
体
と
な
っ

て
お
り
、
そ
の
後
も
寄
贈
を
受
け
た
関
係
で
約
八
万
点
に
上
る
。
そ
の
う
ち
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
及
び
紙
焼
き
を
作
成
し
た
も
の
、
ま
た
個
人
情
報
保

護
の
観
点
か
ら
問
題
の
な
い
資
料
に
関
し
て
閲
覧
に
供
し
て
い
る
。
な
お
実
物

の
閲
覧
に
関
し
て
は
、
資
料
が
収
蔵
庫
で
保
管
さ
れ
て
い
る
た
め
、
事
前
申
請

を
必
要
と
し
て
い
る
。

③
事
業

　
歴
史
博
物
館
の
事
業
と
し
て
は
展
覧
会
の
他
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、
団

体
見
学
対
応
等
が
あ
る
。
展
覧
会
は
年
間
三
～
四
本
と
な
っ
て
お
り
、
刈
谷
に

関
わ
る
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
開
催
す
る
。
企
画
展
示
室
は
約
二
百
㎡
で
あ
り
、

大
規
模
な
巡
回
展
の
受
入
れ
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
企
画
展
は
学
芸
員

が
全
て
企
画
し
て
い
る
。
展
覧
会
関
連
事
業
は
講
演
会
が
中
心
で
あ
る
が
、
歴

史
へ
の
知
識
が
豊
富
で
は
な
い
層
に
も
来
て
も
ら
え
る
イ
ベ
ン
ト
を
常
に
検
討

し
、
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
土
日
を
中
心
に
簡
単
工
作
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト

換
え
る
こ
と
が
で
き
、
い
わ
ば
「
新
規
顧
客
」
で
あ
る
。
新
規
の
来
館
者
を
開

拓
し
、
歴
史
博
物
館
へ
の
認
知
度
を
上
げ
る
取
り
組
み
は
、
常
に
必
要
と
考
え

て
い
る
。

③
他
館
と
の
連
携

　
刈
谷
市
に
は
歴
史
博
物
館
の
他
に
郷
土
資
料
館
、
美
術
館
、
夢
と
学
び
の
科

学
体
験
館
、
図
書
館
が
あ
り
、
こ
れ
ら
他
館
と
の
連
携
を
図
っ
て
い
く
。
単
な

る
広
報
協
力
に
留
ま
ら
ず
、
例
え
ば
図
書
館
で
あ
れ
ば
企
画
展
の
内
容
を
掘
り

下
げ
る
コ
ー
ナ
ー
の
設
置
や
、
パ
ネ
ル
に
よ
る
紹
介
な
ど
、
歴
史
博
物
館
へ
の

誘
客
に
繋
げ
る
内
容
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
た
県
内
、特
に
三
河
地
域
に
は
歴
史
系
の
博
物
館
施
設
も
多
い
こ
と
か
ら
、

そ
う
し
た
施
設
と
の
連
携
事
業
も
模
索
し
て
い
き
た
い
。
近
年
「
ひ
な
ま
つ
り

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」の
よ
う
な
博
物
館
施
設
相
互
の
回
遊
性
を
高
め
る
事
業
や
、

複
数
の
館
で
共
同
開
催
す
る
展
覧
会
の
開
催
な
ど
も
行
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
様
々

な
方
策
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

④
学
校
連
携

　
先
述
の
通
り
、
市
内
中
学
校
一
年
生
の
見
学
を
実
施
し
て
い
る
ほ
か
、
市
内

小
学
校
三
年
生
も
万
燈
祭
の
体
験
の
た
め
歴
史
博
物
館
に
来
館
し
て
い
る
。
歴

史
博
物
館
に
指
導
主
事
（
現
役
の
学
校
教
員
）
が
配
属
さ
れ
た
た
め
、
学
校
と

の
連
携
も
図
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
学
習
指
導
要
領
の
改
正
に
よ
り
、
小
学

校
三
年
生
の
社
会
科
に
「
昔
と
現
在
の
ま
ち
の
比
較
」
と
い
っ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
が
入
る
な
ど
、
歴
史
博
物
館
に
求
め
ら
れ
る
役
割
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

今
後
は
歴
史
博
物
館
の
資
料
を
用
い
た
学
習
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
、
よ
り
連
携
を
密

に
し
て
い
き
た
い
。

を
行
っ
て
い
る
。

　
団
体
見
学
の
中
で
特
筆
す
べ
き
は
、
市
内
中
学
一
年
生
の
歴
史
博
物
館
見
学

で
あ
る
。
展
覧
会
の
合
間
で
あ
る
六
月
に
市
内
六
つ
の
中
学
か
ら
貸
切
バ
ス
を

利
用
し
て
来
館
し
、
刈
谷
の
歴
史
に
つ
い
て
学
習
す
る
機
会
設
け
た
。
中
学
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
合
わ
せ
、
縄
文
時
代
の
講
義
と
歴
史
博
物
館
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー

ド
見
学
、
歴
史
ひ
ろ
ば
・
お
祭
り
ひ
ろ
ば
の
見
学
を
二
時
間
程
度
で
行
っ
た
。

展
示
室
の
見
学
の
際
は
、
十
～
十
五
名
程
度
の
班
に
分
け
、
学
芸
員
が
解
説
し

た
。刈
谷
城
の
大
き
さ
や
自
動
織
機
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
成
功
し
、

教
員
か
ら
の
評
価
も
高
か
っ
た
。
こ
れ
を
足
掛
か
り
に
、
今
後
と
も
学
校
と
の

連
携
を
深
め
て
い
き
た
い
。

④
常
設
展
示

　
常
設
展
示
は
テ
ー
マ
展
示
と
し
て
い
る
が
、
実
物
資
料
を
多
く
展
示
し
て
お

り
、
資
料
保
存
の
観
点
か
ら
展
示
替
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
展
示
替
は
三
か
月

に
一
回
程
度
実
施
し
、
展
示
ケ
ー
ス
一
本
を
学
芸
員
一
名
が
担
当
す
る
。
当
初

か
ら
計
画
に
入
っ
て
い
た
代
替
資
料
を
展
示
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
新
収
蔵
資

料
な
ど
の
初
公
開
の
場
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
テ
ー
マ
と
し

て
い
る
時
代
か
ら
外
れ
る
資
料
に
関
し
て
は
展
示
す
る
場
が
な
い
と
い
う
課
題

を
抱
え
て
い
る
。

　
第
二
節　
将
来
の
展
望

　
こ
こ
ま
で
歴
史
博
物
館
開
館
の
経
緯
及
び
現
状
に
つ
い
て
記
し
て
き
た
が
、

将
来
像
に
つ
い
て
若
干
で
は
あ
る
が
触
れ
て
お
き
た
い
。
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は
じ
め
に

　
近
年
、
史
料
環
境
の
整
備
に
よ
り
、
尾
張
・
三
河
地
域
史
の
研
究
は
飛
躍
的

に
進
展
し
て
い
る
。
特
に
今
川
氏
に
関
す
る
諸
研
究
の
成
果
は
目
を
見
張
る
も

の
が
あ
る（

１
）。

一
方
で
、
織
田
氏
や
松
平
氏
に
関
し
て
も
、
勃
興
期
、
具
体
的
に

は
十
六
世
紀
初
頭
か
ら
中
葉
に
か
け
て
の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る（

２
）。

　
そ
の
中
で
、
織
田
氏
と
松
平
氏
の
中
間
に
位
置
す
る
水
野
氏
に
関
す
る
研
究

も
進
展
し
て
い
る
。
代
表
的
な
研
究
は
新
行
紀
一
氏
の
も
の
で
あ
る
。
新
行
氏

は
、
従
来
の
系
図
類
や
徳
川
史
観
に
基
づ
い
た
水
野
氏
の
歴
史
叙
述
に
警
鐘
を

な
ら
し
、
再
考
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た（

３
）。

具
体
的
に
は
、
忠
政
︱
信

元
の
二
代
が
一
貫
し
て
緒
川
と
刈
谷
を
一
円
的
に
統
治
し
て
き
た
と
い
う
通
説

を
批
判
し
、
緒
川
を
中
心
に
知
多
半
島
に
勢
力
を
拡
大
し
た
緒
川
水
野
氏
（
忠

政
︱
信
元
）
と
刈
谷
を
中
心
に
西
三
河
西
部
に
勢
力
を
も
っ
た
刈
谷
水
野
氏

（
近
守
︱
守
忠
︱
信
近
）
の
二
系
統
が
あ
り
、
当
初
は
両
氏
の
勢
力
が
拮
抗
し

て
お
り
、
桶
狭
間
の
戦
い
の
後
に
緒
川
水
野
氏
が
刈
谷
水
野
氏
を
統
合
し
た
と

論
じ
た
。
新
行
氏
の
研
究
は
他
の
研
究
者
に
も
お
お
む
ね
受
け
入
れ
ら
れ
て
お

り
、
そ
も
そ
も
信
元
は
存
在
せ
ず
刈
谷
水
野
氏
の
信
近
が
緒
川
水
野
氏
を
併
合

し
た
と
す
る
説（

４
）や

信
元
で
は
な
く
信
近
こ
そ
が
緒
川
水
野
氏
当
主
で
あ
る
と
い

う
説（

５
）、

当
初
信
近
が
緒
川
水
野
氏
の
当
主
で
あ
り
、
刈
谷
水
野
氏
を
信
近
が
継

い
だ
た
め
に
信
元
が
緒
川
水
野
氏
の
当
主
と
な
っ
た
説（

６
）な

ど
が
提
唱
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
緒
川
水
野
氏
と
刈
谷
水
野
氏
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
検
討
し

　
ま
た
、
市
内
に
は
刈
谷
高
校
を
は
じ
め
と
す
る
五
つ
の
高
校
が
あ
り
、
大
学

も
愛
知
教
育
大
学
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
機
関
と
の
連
携
事
業
も
検
討
し

て
い
き
た
い
。

お
わ
り
に

　　
刈
谷
市
歴
史
博
物
館
は
既
存
の
郷
土
資
料
館
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
と
い
う
形
で

は
な
く
新
規
施
設
と
し
て
建
設
さ
れ
、
そ
の
運
営
形
態
も
市
の
直
営
で
行
っ
て

い
る
。
そ
の
中
で
従
来
の
展
示
・
保
管
に
加
え
、
資
料
の
活
用
を
通
じ
て
文
化

振
興
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
も
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
実
際
、
博
物
館
が
開
館
し
て
か
ら
資
料
の
寄
贈
や
調
査
の
依
頼
は
格
段
に
増

加
し
て
い
る
。
個
人
だ
け
で
な
く
、
神
社
や
地
域
の
集
会
所
な
ど
か
ら
も
倉
庫

の
建
て
替
え
な
ど
に
伴
う
調
査
依
頼
が
あ
り
、
地
域
の
歴
史
文
化
継
承
に
貢
献

し
て
い
る
。
一
般
的
に
博
物
館
は
、
企
画
展
や
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
に
よ
る
来
館

者
数
や
事
業
収
支
で
評
価
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
学
芸
員
に
よ
る
地
道
な
調
査

研
究
も
重
要
で
あ
り
、
評
価
指
標
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
そ

の
た
め
に
は
、
調
査
研
究
成
果
を
紀
要
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
発
信
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
地
域
の
歴
史
資
料
や
祭
礼
文
化
を
保
存
継
承
す
る
施
設
と
し
て

新
た
に
建
設
さ
れ
た
刈
谷
市
歴
史
博
物
館
の
開
館
ま
で
の
動
向
、
及
び
建
設
後

に
発
生
し
た
課
題
や
対
応
策
を
ま
と
め
た
。
課
題
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、

原
因
の
究
明
に
あ
た
っ
て
は
、
文
化
庁
・
国
立
文
化
財
機
構
文
化
財
活
用
セ
ン

タ
ー
を
は
じ
め
、
近
隣
館
の
学
芸
員
に
多
大
な
る
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
特

に
愛
知
県
陶
磁
美
術
館
（
当
時
）
の
田
村
哲
氏
に
は
度
々
ご
来
館
い
た
だ
き
、

現
場
の
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
対
応
策
の
検
討
に
も
ご
尽
力
を
い
た
だ
い
た
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
物
が
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
で
あ
る（

７
）。

こ
の
水
野
十
郎
左

衛
門
尉
は
従
来
水
野
信
元
に
比
定
さ
れ
て
き
た（

８
）。

し
か
し
、
新
行
氏
は
水
野
十

郎
左
衛
門
尉
宛
今
川
義
元
書
状
写（
後
掲【
史
料
13
】）を
永
禄
三
年（
一
五
六
〇
）

に
比
定
し
、
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
＝
信
元
説
を
強
く
否
定
し
つ
つ
も
、
諸
説
あ

り
と
し
て
具
体
的
な
人
物
比
定
を
行
わ
な
か
っ
た（

９
）。

　
そ
の
後
の
諸
研
究
で
は
、
信
元
説
と
信
近
説
で
分
か
れ
て
い
る
が
、
お
お
む

ね
信
近
説
を
採
る
研
究
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
史
料
が
後
世
の
編
纂
物

で
あ
る
な
ど
史
料
的
に
疑
問
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
な
お
検
討
の
余
地

が
あ
る
。

　
こ
の
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
は
天
文
期
に
お
い
て
、
今
川
氏
や
織
田
氏
、
美
濃

斎
藤
氏
の
当
主
か
ら
直
接
書
状
が
送
ら
れ
る
な
ど
、
政
治
的
地
位
の
高
い
人
物

で
あ
る
。
こ
の
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
が
何
者
な
の
か
を
検
討
し
確
定
さ
せ
る
こ

と
は
、
当
該
期
の
緒
川
水
野
氏
や
刈
谷
水
野
氏
の
政
治
的
地
位
を
確
定
さ
せ
る

こ
と
に
つ
な
が
り
、ひ
い
て
は
、両
氏
に
密
接
に
か
か
わ
る
織
田
氏
や
松
平
氏
、

今
川
氏
を
含
ん
だ
尾
張
・
三
河
地
域
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
大
き
く
資
す

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
が
果
た
し
て
誰
な
の
か
を
ま
ず
検
討

す
る
。
そ
の
上
で
、
天
文
期
に
お
け
る
緒
川
水
野
氏
、
刈
谷
水
野
氏
の
動
向
を

具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
な
お
、
緒
川
は
小
川
・
小
河
・
緒
河
、
刈
谷
は
苅
屋
・
刈
屋
な
ど
と
史
料
上

表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
で
は
そ
れ
ぞ
れ

　
な
お
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
刈
谷
市
歴
史
博
物
館
の
場
合
で
あ
り
、
博
物
館
一

般
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
面
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
他
館
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

や
新
規
開
館
に
お
け
る
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

※�

本
稿
は
、
名
古
屋
歴
史
科
学
研
究
会
『
歴
史
の
理
論
と
教
育
』
第
一
五
四
号
（
二
〇
二
〇

年
）
に
掲
載
し
た
論
文
を
転
載
（
一
部
、
館
の
判
断
に
よ
り
、
開
館
後
の
状
況
を
踏
ま
え

て
加
筆
・
訂
正
し
た
）
し
た
も
の
で
あ
る
。
転
載
に
あ
た
り
、
名
古
屋
歴
史
科
学
研
究
会

に
特
別
な
御
配
慮
を
い
た
だ
い
た
。

水
野
十
郎
左
衛
門
尉
に
つ
い
て

�

五　
十　
嵐　
正　
也
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【
史
料
１
】『
尾
陽
雑
記
』
所
載
「
入
海
神
社
棟
札）

（1
（

」

入
梅
神
社
。
神
明
帳
ニ
入
梅
従
二
位
大
明
神
。
或
時
予
社
の
棟
札
を
お
ろ
し
て

拝
見
つ
か
ふ
ま
つ
り
け
る
に
、
文
字
き
へ
て
さ
た
か
な
ら
す
、
そ
の
あ
ら
ハ
に

の
こ
れ
る
は
か
り
書
畢
。

奉
造
立
御
神
殿
壱
宇
檀
那
衆　
伍
貫
文
水
野
十
郎
左
衛
門
信
近

　
天
文
十
三
年
甲
辰
十
二
月　
私
曰
右
門
大
夫
忠
政
死
去
之
翌
年
也

・
・
・
・
・
・
・
・
・
キ
エ
テ
不
レ
見

弐
貫
文
︱
仙
・
・
仙
千
代
か
、
し
か
れ
ハ
広
忠
公
御
幼
名
也
、
年
月
相
違
可
尋
。

五
十
疋
・
・
・
・
・　
　
　
　
　
・
・
・
・
・

五
十
疋　
源
次
郎

壹
貫
文　
御
亀
様
・
・
・
・

同　
水
野
甚
十
郎
妙
家　
コ
レ
ハ
慥
ニ
不
レ
見
、
私
曰
齊
藤
助
十
郎
信
家
か 

百
文　
・
・
・

三
十
疋　
水
野
甚
十
郎　
　
　
　
　
　
　
　
　

� 

百
文　
・
・
・
大
工
・
・
・

二
十
疋　
同
母
儀　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

� 

百
疋　
石
濱
宗
右
衛
門

三
貫
七
百
文　
水
・
・
・
長
次　
　
　
　
　
　
　

� � 

百
疋　
久
粂　
小
工
・
・

　
　
貫
文

五
十
疋　
上
様
・
御
局
女　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

祢
宜
彦
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

願
人
重
野
源
十
郎

　
　
　
大
む
ね
か
く
の
こ
と
し

緒
川
、
刈
谷
で
統
一
す
る
。

第
一
章　
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
＝
信
近
説
の
検
討

　
第
一
節　
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
＝
信
近
説
の
根
拠
史
料
に
つ
い
て

　
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
を
信
元
と
す
る
説
を
は
じ
め
に
否
定
し
た
の
は
新
行
氏

で
あ
る
が
、
こ
の
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
を
信
近
に
最
初
に
比
定
し
た
の
は
、
横

山
住
雄
氏
で
あ
っ
た
。
横
山
氏
は
、
戸
田
純
蔵
氏
の
著
書
『
東
浦
雑
記
』
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
史
料
（
後
掲
【
史
料
２
】）
を
引
用
し
、
水
野
十
郎
左
衛
門
尉

を
信
近
と
し
た
。
た
だ
し
、
横
山
氏
は
、「
史
料
に
見
え
て
存
在
が
確
実
な
十

郎
左
衛
門
信
近
と
い
う
人
物
は
、
信
元
と
ほ
と
ん
ど
重
複
し
、
信
近
・
信
元
は

同
一
人
物
で
な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」、「
史
料
か
ら
見
る

限
り
で
は
信
近
＝
信
元
と
見
て
よ
い
」
と
も
述
べ
て
い
る）

（1
（

。
信
元
の
前
名
が
信

近
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

　
井
口
友
治
氏
は
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』（
以
下
、『
寛
永
伝
』
と
す
る
。）
の

水
野
信
元
の
項
で
「
苅
屋
城
主
」
と
し
て
い
る
が
、「
小
川
城
主
」
と
は
し
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
子
孫
は
信
元
を
刈
谷
城
主
と
し
て
認
識
し
て
い
る
と
述
べ

て
い
る）

（（
（

。
ま
た
、
同
氏
は
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
以
下
、『
寛
政
譜
』
と
す

る
。）
の
信
元
の
項
に
十
郎
左
衛
門
尉
の
名
乗
り
が
な
い
こ
と
、
天
文
二
十
一

年
（
一
五
五
二
）
ま
で
信
元
の
発
給
文
書
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、信
元
の
仮
名・

官
途
名
が
古
文
書
で
永
禄
七
年
ま
で
確
認
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
十
郎
左
衛

門
尉
を
信
元
に
比
定
す
る
の
は
強
引
過
ぎ
る
と
し
、
十
郎
左
衛
門
尉
と
信
元
を

別
人
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
。
そ
の
う
え
で
、『
尾
陽
雑
記
』
巻
之
七
に
記
載

さ
れ
て
い
る
入
海
神
社
の
棟
札
（
後
掲
【
史
料
１
】）
を
挙
げ
、
そ
こ
に
「
水

　
【
史
料
２
】『
東
浦
雑
記
』
所
載
「
入
海
神
社
奉
造
立
御
神
殿
壹
宇）

（1
（

」

入
海
神
社
奉
造
立
御
神
殿
壹
宇　
壇
那
衆
伍
貫
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
野
十
郎
左
エ
門
信
近

　
　
天
文
十
三
年
甲
辰
（
右
衛
門
太
夫
忠
政
卆
後
翌
年
也
）

　
二
貫
文
仙
千
代　
広
忠
初
名
也

　
五
十
疋
□
□
□
□

　
伍
十
疋
源
次
郎

　
壹
貫
文
御
亀
様

　
同　
　
水
野
甚
十
郎
妙
家

　
三
十
疋
水
野
甚
十
郎

　
二
十
疋
同
母
儀

　
三
貫
七
百
文
水
野
長
次

　
五
十
疋
上
様
御
附
女
房

　
百
文　
不
明

　
百
文　
不
明

　
百
文　
石
浜
宗
右
エ
門

　
百
文　
久
米
彦
八

　
　
　
　
弥
宣
久
米
彦
八

　
　
　
　
願
人
重
野
源
十
郎

　
一
見
し
て
両
史
料
の
記
載
内
容
が
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
戸
田
氏
は
『
東
浦
雑
記
』
の
「
は
じ
め
に
」
で
、
同
書
を
「
永
年
の
間
に

備
忘
の
為
書
留
め
蒐
集
し
て
お
い
た
も
の
」
の
う
ち
重
要
な
も
の
を
ま
と
め
た

と
述
べ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、【
史
料
２
】
は
【
史
料
１
】
を
書
き
留
め
た
も

野
十
郎
左
衛
門
信
近
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
水
野
十
郎
左
衛
門
尉

＝
信
近
と
し
た
。
ま
た
、
入
海
神
社
が
尾
張
・
三
河
国
境
を
流
れ
る
境
川
の
西

側
の
尾
張
側
に
あ
る
神
社
で
五
貫
文
と
い
う
大
金
を
寄
進
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
信
近
は
緒
川
水
野
氏
の
当
主
で
あ
り
、
忠
政
の
後
嗣

で
あ
る
と
し
た
。
一
方
の
信
元
は
緒
川
城
主
に
は
な
れ
ず
に
緒
川
水
野
氏
の
後

見
者
・
実
力
者
と
し
て
実
権
を
握
り
、
桶
狭
間
の
戦
い
後
に
刈
谷
水
野
氏
の
後

釜
に
座
っ
て
、
初
め
て
「
城
主
信
元
」
が
誕
生
し
た
と
い
う
。

　
水
野
智
之
氏
は
井
口
友
治
氏
の
見
解
を
お
お
む
ね
引
き
継
ぎ
、
水
野
十
郎
左

衛
門
尉
を
信
近
に
比
定
し
、
緒
川
水
野
氏
の
当
主
を
信
近
と
し
て
い
る
。
同
時

期
の
信
元
は
緒
川
城
主
で
も
刈
谷
城
主
で
も
な
か
っ
た
が
、
織
田
方
の
立
場
を

明
確
に
す
る
信
元
が
次
第
に
頭
角
を
現
し
て
き
た
と
い
う）

（1
（

。

　
松
島
周
一
氏
も
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
を
信
近
と
し
、
緒
川
水
野
氏
は
忠
政
︱

信
近
︱
信
元
、
刈
谷
水
野
氏
は
守
忠
︱
信
近
︱
信
元
と
継
承
さ
れ
た
と
し
、
忠

政
死
去
後
に
信
近
が
緒
川
水
野
氏
の
当
主
と
な
り
、
天
文
二
十
年
に
信
近
が
刈

谷
城
主
と
な
り
刈
谷
水
野
氏
を
継
ぎ
、
緒
川
水
野
氏
は
信
元
が
継
い
だ
と
す

る）
（1
（

。
　
四
氏
と
も
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
を
信
近
と
す
る
。そ
の
根
拠
は
、『
尾
陽
雑
記
』

所
載
の
「
入
海
神
社
棟
札
」
や
戸
田
純
蔵
氏
著
『
東
浦
雑
記
』
の
「
入
海
神
社

奉
造
立
御
神
殿
壹
宇
」
で
あ
る
。

　
次
に
同
史
料
を
掲
げ
、
具
体
的
に
内
容
を
検
討
す
る
。
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る
。
そ
の
信
近
の
横
に
注
と
し
て
「
天
文
四
年
比
小
川
水
野
松
平
内
膳
の
聟
に

契
約
あ
り
と
云
々
」
と
あ
る
。
こ
の
松
平
内
膳
と
は
、
松
平
清
康
の
叔
父
で
桜

井
松
平
氏
の
初
代
で
あ
る
松
平
信
定
で
あ
る
。『
三
河
物
語
』
に
も
確
か
に
緒

川
水
野
氏
が
松
平
信
定
の
婿
で
あ
る
旨
記
さ
れ
て
お
り
、『
寛
政
譜
』
の
桜
井

松
平
氏
の
項
で
は
、
松
平
信
定
の
娘
の
一
人
が
水
野
信
元
に
嫁
い
で
い
る
と
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
天
文
四
年
頃
に
松
平
信
定
の
婿
と
な
る
契
約
を
し
た
の
は

水
野
信
近
で
は
な
く
、
水
野
信
元
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
同
書
巻
之
七
や
巻
之
八
で
信
元
の
法
名
を
「
長
江
院
」
と
し
て
い
る

が
、「
長
江
院
」
は
父
妙
茂
（
忠
政
）
の
法
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
巻
之
六
の

白
林
寺
の
項
で
、
創
建
を
「
寛
正
二
年
乙
丑
」
と
し
て
い
る
が
、
寛
永
二
年
の

誤
り
で
あ
る
。

　
『
尾
陽
雑
記
』
そ
の
も
の
の
性
格
に
つ
い
て
も
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
雑
記
と
い
う
性
質
か
ら
か
同
様
の
事
項
が
複
数
箇
所
に
記
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
あ
る）

11
（

。
巻
ご
と
に
は
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
が
あ
っ
て
も
、
全
体
と
し

て
体
裁
が
整
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
高
木
傭
太
郎
氏
は
、
水
野
守
俊

の
歴
史
調
査
の
立
場
は
水
野
氏
の
起
源
を
源
氏
で
あ
る
と
い
う
説
を
積
極
的
に

補
強
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
り
、『
尾
陽
雑
記
』
の
無
批
判
の
引
用
に
警
鐘

を
鳴
ら
し
て
い
る）

11
（

。

　
同
書
に
は
史
料
選
択
の
問
題
も
あ
る
。『
尾
陽
雑
記
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る

棟
札
は
わ
ず
か
三
例
の
み
で
あ
り
、そ
の
う
ち
、戦
国
期
の
棟
札
は
【
史
料
１
】

の
み
で
あ
る
。
入
海
神
社
に
は
他
に
永
禄
元
年
の
水
野
信
元
の
棟
札
が
あ
っ
た

と
『
張
州
府
志
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
昭
和
四
十
五
年
に
入
海
神

社
に
合
祀
さ
れ
た
水
野
氏
の
氏
神
と
し
て
創
建
さ
れ
た
由
緒
を
持
つ
八
幡
社
の

棟
札
の
中
に
は
、
永
禄
十
一
年
の
水
野
信
元
嫡
男
元
茂
の
も
の
と
伝
わ
る
も
の

が
あ
る）

11
（

。
さ
ら
に
、
同
じ
緒
川
領
内
の
村
木
神
社
境
内
の
八
幡
社
に
は
、
永
禄

の
で
あ
ろ
う
。
以
後
は
、【
史
料
２
】
を
【
史
料
１
】
を
写
し
た
も
の
と
し
て

論
を
進
め
る
。

　
村
岡
幹
生
氏
は
、【
史
料
２
】
の
形
態
や
文
言
に
つ
い
て
、
疑
義
を
呈
し
て

い
る）

（1
（

。
村
岡
氏
の
指
摘
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
（
一
）�「
入
海
神
社
奉
造
立
御
神
殿
壱
宇
」
と
い
う
の
が
原
態
な
ら
ば
不
自
然

で
あ
り
、「
奉
造
立
入
海
神
社
御
神
殿
壱
宇
」
と
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
（
二
）�

全
体
の
体
裁
が
棟
札
と
見
て
も
奉
加
帳
と
見
て
も
中
途
半
端
で
あ
る
。

　
（
三
）�「
石
浜
宗
右
エ
門
」
と
あ
る
が
、
当
時
の
も
の
な
ら
一
般
に
は
尉
な
ど

四
等
官
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
一
文
字
が
つ
く
は
ず
で
あ
る
。

　
（
四
）�「
広
忠
初
名
也
」「
上
様
御
附
女
房
」「
不
明
」
な
ど
の
文
言
は
収
録
者

の
解
釈
を
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
う
ち
、（
一
）
に
つ
い
て
は
、【
史
料
１
】
で
は
「
奉
造
立
御
神
殿
壱
宇
」

と
あ
る
の
で
、
問
題
は
な
い
。（
二
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
に
お
い
て
、
棟

札
に
奉
加
帳
の
よ
う
な
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
事
例
は
少
数
で
は
あ
る
が
確
認

で
き
る）

（1
（

。（
三
）
に
つ
い
て
は
、
村
岡
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
り
、【
史
料

１
】
で
は
「
水
野
十
郎
左
衛
門
」
と
し
て
い
る
が
、
一
次
史
料
で
は
い
ず
れ
も

「
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
」
と
「
尉
」
が
つ
い
て
い
る
。（
四
）
に
つ
い
て
も
、
ま

さ
に
村
岡
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
、『
尾
陽
雑
記
』
の
編
者
の
解
釈
を
示
し

て
お
り
、
棟
札
本
文
で
は
な
い
。

　
【
史
料
１
】に
は
他
に
も
文
言
に
不
自
然
な
点
が
あ
る
。「
水
野
甚
十
郎
妙
家
」

と
は
別
に
「
水
野
甚
十
郎
」
が
出
て
き
た
り
、
ま
た
「
上
様
」
が
出
て
き
た
り

す
る
点
で
あ
る
。「
上
様
」
は
「
水
野
十
郎
左
衛
門
」
を
指
し
て
い
る
か
、
そ

う
で
な
け
れ
ば
さ
ら
に
そ
の
上
位
権
力
の
存
在
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
当
該
期
の
三
河
や
尾
張
地
域
の
棟
札
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
「
領
主
」

や
「
御
屋
形
」
と
い
う
文
言
が
使
用
さ
れ
て
お
り）

（1
（

、「
上
様
」
を
使
用
し
て
い

四
年
の
水
野
信
元
代
清
水
家
重
の
も
の
と
永
禄
十
三
年
水
野
元
茂
代
清
水
八
右

衛
門
の
棟
札
が
あ
る）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
緒
川
領
内
に
は
水
野
氏
に
関
連
す
る
棟
札

が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
か
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。『
尾
陽
雑
記
』

が
【
史
料
１
】
の
み
を
収
録
し
た
の
は
、
水
野
守
俊
の
な
ん
ら
か
の
意
図
が
働

い
た
の
で
は
な
い
か
。
ど
の
よ
う
な
意
図
が
働
い
た
か
は
明
ら
か
に
し
え
な
い

が
、【
史
料
１
】
の
「
仙
」
を
松
平
広
忠
に
比
定
し
て
い
る
あ
た
り
、松
平
氏
（
徳

川
氏
）
と
水
野
氏
と
を
関
連
付
け
る
意
図
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、『
尾
陽
雑
記
』
に
は
二
次
史
料
と
し
て
の
性
質
ゆ

え
の
人
名
の
記
載
間
違
い
等
が
あ
り
、
ま
た
、
編
者
の
意
図
に
よ
る
史
料
の
取

捨
選
択
も
認
め
ら
れ
る
た
め
、
記
載
内
容
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
し
て
し
ま
う

こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。【
史
料
１
】（
な
い
し【
史
料
２
】）

の
み
で
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
＝
信
近
と
し
て
し
ま
う
の
は
、早
計
に
過
ぎ
よ
う
。

今
一
度
残
さ
れ
た
一
次
史
料
に
も
と
づ
い
て
、
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
が
誰
か
を

考
え
直
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
三
節　
水
野
信
近
関
連
の
史
料
に
つ
い
て

　
水
野
信
近
は
『
寛
政
譜
』
な
ど
の
諸
系
図
に
よ
る
と
、
水
野
妙
茂
（
忠
政
）

の
子
で
あ
り
、
信
元
の
弟
、
忠
重
の
兄
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。
永
禄
三
年
五

月
の
桶
狭
間
の
戦
い
に
際
し
て
、
今
川
方
の
武
将
で
あ
る
岡
部
元
信
に
よ
り
討

ち
取
ら
れ
た
。

　
水
野
信
近
が
一
次
史
料
に
現
れ
る
の
は
、
わ
ず
か
数
例
で
あ
る
。
以
下
、
水

野
信
近
が
登
場
す
る
一
次
史
料
を
全
て
掲
げ
る
。

る
も
の
は
管
見
の
限
り
見
つ
か
ら
な
い
。

　
そ
も
そ
も
【
史
料
１
】
に
あ
る
と
お
り
、
こ
の
棟
札
は
「
す
で
に
文
字
き
へ

て
さ
た
か
な
ら
す
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。【
史
料
１
】
よ
り
も
成
立
が
一

世
紀
ほ
ど
早
い
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
成
立
の
「
知
多
郡
緒
川
村
諸
社
の

覚）
（1
（

」
に
は
「
天
文
拾
三
年
甲
辰
造
立
有
之
、
棟
札
有
、
委
細
の
分
ケ
見
へ
不
申

候
」
と
あ
り
、
少
な
く
と
も
近
世
中
期
に
は
す
で
に
判
読
不
明
な
状
況
で
あ
っ

た
。【
史
料
１
】
に
は
「
そ
の
あ
ら
は
に
の
こ
れ
る
は
か
り
書
畢
」
と
あ
る
が
、

先
述
し
た
よ
う
に
文
言
に
不
審
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
果
た
し
て
正
確
に
読
み
取

れ
た
の
か
疑
問
で
あ
る
。
判
読
が
難
し
い
と
こ
ろ
を
無
理
に
読
ん
だ
可
能
性
は

否
定
で
き
な
い
。

　
以
上
よ
り
、【
史
料
１
】
に
あ
る
よ
う
に
「
水
野
十
郎
左
衛
門
信
近
」
と
本

当
に
記
し
て
あ
っ
た
の
か
、
は
な
は
だ
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、

す
で
に
こ
の
棟
札
は
現
存
し
て
い
な
い
た
め
、
残
念
な
が
ら
確
か
る
す
べ
が
な

い）
11
（

。
　
第
二
節　
『
尾
陽
雑
記
』
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て

　
【
史
料
１
】
が
収
録
さ
れ
て
い
る
『
尾
陽
雑
記
』
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
尾

張
の
歴
史
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
雑
記
帳
の
ご
と
く
記
載
さ
れ
て
い

る
。
著
者
は
確
定
で
き
て
い
な
い
が
、
寛
政
期
の
尾
張
藩
士
水
野
守
俊
が
加
筆

し
、
流
布
さ
せ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る）

1（
（

。
同
書
は
原
本
が
見
つ
か
っ
て
お
ら

ず
、
原
本
の
誤
り
か
写
本
作
成
段
階
で
の
誤
植
か
判
断
で
き
な
い
が
、
記
載
内

容
に
明
確
な
誤
り
が
見
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
以
下
、
具
体
例
を
挙
げ
る
。

　
『
尾
陽
雑
記
』
巻
之
十
に
は
、
水
野
氏
や
そ
の
家
臣
の
名
前
が
列
記
さ
れ
て

い
る
部
分
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
水
野
十
郎
左
衛
門
信
近
」
も
記
載
さ
れ
て
い
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【
史
料
６
】）

11
（

嶋
田
か
た
へ
御
状
令
拝
閲
候
、仍
網
懸
之
鶻
被
懸
御
意
候
、寔
以
畏
悦
之
至
候
、

殊
先
日
も
兄
弟
鶻
贈
給
候
、
難
申
尽
候
、
尚
以
当
年
自
何
方
無
到
来
候
之
処
、

及
度
々
如
此
之
儀
奇
特
存
候
、旁
従
是
可
令
申
候
条
、不
能
巨
細
候
、恐
々
謹
言
、

　
　
　
九
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
信
長
（
花
押
影
）

　
　
　
水
野
藤
九
郎
殿
御
宿
所

【
史
料
７
】）

1（
（

知
行
方
之
事

一
五
拾
三
貫
七
百
四
拾
文　
智
鯉
鮒
郷

一
弐
拾
貫
四
百
八
十
文　
　
一
ツ
木
郷
豊
後
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
方
年
貢
八
貫
四
百
文
ハ
、
先
給
人
へ
此
方
よ
り
替
知
可
遣
也
、

一
弐
拾
貫
八
百
六
拾
文　
　
是
ハ
水
野
藤
九
郎
分
、
岡
之
内
ニ
而
、
丹
羽
平
兵
衛
ハ
加
地
子
也
、

　
已
上
、

右
分
可
有
領
知
、
猶
追
而
可
致
沙
汰
者
也
、

　
永
禄
十
一

　
　
六
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
家
康
（
花
押
影
）

　
　
　
永
見
淡
路
守
殿

　
個
々
の
史
料
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、後
述
す
る
。【
史
料
３
】か
ら【
史
料
７
】

ま
で
を
一
瞥
し
て
わ
か
る
と
お
り
、
水
野
信
近
は
こ
れ
ら
の
史
料
で
は
「
水
野

藤
九
郎
」
と
し
か
現
れ
ず
、
そ
の
名
乗
り
も
「
信
近
」
で
は
な
く
て
「
清
近
」

で
あ
る）

11
（

。

　
刈
谷
水
野
氏
は
代
々
「
藤
九
郎
」
を
名
乗
っ
て
い
る
。
刈
谷
水
野
氏
で
史
料

上
に
最
初
に
現
れ
る
近
守
は
「
水
野
藤
九
郎
近
守
」
と
し
て
登
場
し
、
の
ち
に

「
和
泉
守
」
と
な
っ
た）

11
（

。「
藤
九
郎
」
か
ら
「
和
泉
守
」
へ
は
大
永
元
年
か
ら
二

【
史
料
３
】）

11
（

奉
寄
進
大
渓
堅
雄
禅
定
門
日
霊
供
田
事

元
青
山
土
佐
給
田
、
市
升
ニ
四
俵
成
、

一
壱
石
目　
坪
池
田　
　
　
　
　
　
　
小
作
職
共
ニ

畑
是
も
土
佐
給
の
畑
、
庚
戌
年
ハ
小
作
こ
う
や
源
次
郎
ニ
三
百
文
ニ
申

一
四
百
文
目　
坪
本
苅
屋
南
　
付
候
間
、
三
百
文
可
有
御
納
所
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
文
ハ
此
方
よ
り
可
参
候
、

　
　
　
前
ハ
五
百
文
目
に
て
当
年
始
而

　
　
　
世
上
売
買
下
直
ニ
付
而
如
此
候
、

　
　
　
以
後
ハ
畑
を
御
見
セ
候
て
、
い
か
程
ニ
も

　
　
　
可
被
仰
付
候
、

畑
是
も
土
佐
引
跡
新
畑
ニ
而
候
、

一
四
百
文
目　
坪
せ
き
　
是
も
五
百
文
め
に
て
候
を
、
四
百
文
ニ
付
進
入
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

以
後
ハ
其
方
よ
り
い
か
程
ニ
も
可
被
仰
付
候
、

畑
是
ハ
丹
羽
弥
六
郎
給
の
内
に
て

一
弐
百
文
目　
坪
六
枚
畑
の
内　
　
小
作
小
嶋
三
郎
右
衛
門
入
道

　
　
　
田
合
壱
石
目

　
　
　
畑
合
壱
貫
文
目

右
此
年
貢
米
を
五
俵
宛
納
所
申
候
、
当
年
よ
り
此
分

小
作
職
共
ニ
渡
申
所
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
野
藤
九
郎
代
牛
田
源
五

　
　
天
文
十
九
年
庚
戌
三
月
六
日　
　
　
　
守
次
（
花
押
影
）

陵
厳
寺
御
長
老
忍
甫
様
参

年
の
間
に
改
称
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
近
守
の
後
は
守
忠
が
跡
を
継
い
だ）

11
（

。
こ
の
守
忠

も
「
藤
九
郎
」
を
称
し
た）

11
（

。
そ
し
て
、
守
忠
に
代
わ
る
よ
う
に
し
て
活
動
を
開

始
す
る
の
が
信
近
で
あ
る
。

　
【
史
料
３
】
は
信
近
の
初
見
史
料
で
あ
る
。
新
行
氏
は
こ
の
「
藤
九
郎
」
を

守
忠
に
比
定
し
、
守
忠
が
重
病
な
ど
で
署
判
不
可
能
な
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、

家
臣
の
牛
田
守
次
が
代
理
で
寄
進
状
を
発
し
た
と
す
る）

11
（

。
し
か
し
、
大
渓
堅
雄

の
毎
日
の
霊
供
用
と
し
て
田
畑
を
寄
進
し
た
と
あ
り
、
こ
の
大
渓
堅
雄
は
信
近

の
父
で
あ
る
妙
茂
（
忠
政
）
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
小
川
雄
氏
が
比
定
し
た
通

り
、
こ
の
「
藤
九
郎
」
は
信
近
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　
翌
年
の
五
月
に
は
、【
史
料
４
】
に
あ
る
と
お
り
、
信
近
は
祐
福
寺
に
禁
制

を
発
す
る
。
こ
の
【
史
料
４
】
が
現
在
確
認
で
き
る
限
り
の
信
近
の
唯
一
の
発

給
文
書
で
あ
る
。

　
【
史
料
５
】
は
桶
狭
間
の
戦
い
に
際
し
て
の
岡
部
元
信
の
戦
功
を
賞
し
た
今

川
氏
真
の
判
物
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
元
信
は
「
水
野
藤
九
郎
」
す
な
わ
ち
信

近
を
討
ち
取
り
、
刈
谷
城
を
放
火
す
る
と
い
う
戦
功
を
挙
げ
た
。
信
近
死
後
に

お
い
て
も
「
水
野
藤
九
郎
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
【
史
料
６
】
は
永
禄
元
年
～
二
年
頃
に
織
田
信
長
か
ら
信
近
に
送
ら
れ
た
鶻

（
は
や
ぶ
さ
）
の
礼
状
で
あ
り
、【
史
料
７
】
は
徳
川
家
康
か
ら
知
立
神
社
の
神

主
で
あ
る
永
見
淡
路
守
に
出
さ
れ
た
領
知
宛
行
状
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
史
料
も

信
近
を
「
水
野
藤
九
郎
」
と
し
て
い
る
。

　
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
＝
信
元
説
を
否
定
す
る
際
に
、
信
元
を
十
郎
左
衛
門
尉

と
し
て
い
る
史
料
が
な
い
こ
と
を
根
拠
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
信
近

も【
史
料
１
】（【
史
料
２
】）を
除
い
て
、系
図
類
等
二
次
史
料
を
含
め
て
も「
十

郎
左
衛
門
尉
」
と
す
る
史
料
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
信
近
以
前
の
刈
谷
水
野
氏
は
代
々
「
藤
九
郎
」
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
、
信

【
史
料
４
】）

11
（

　
　
　
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
祐
福
寺
并
寮
舎

一
濫
妨
狼
籍
并
伐
竹
木
、
不
可
陳
取
之
事

一
兵
糧
米
・
鋒
銭
并
諸
課
役
、
不
可
申
懸
之
事

一
不
謂
敵
味
方
、
越
物
已
下
不
可
改
之
事

一
俵
物
等
出
入
、
不
可
相
留
之
事

一
寺
中
引
得
之
田
地
等
、
不
可
有
違
乱
之
事

右
条
々
、
於
末
代
不
可
有
相
違
、
若
当
手
面
々
於
令
違
犯
者
、
可
処
厳
科
者
也
、

仍
而
如
件
、

　
　
天
文
廿
辛

亥
五
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
野
藤
九
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
近
（
花
押
影
）

【
史
料
５
】）

11
（

駿
・
遠
両
国
内
知
行
勝
間
田
并
桐
山
・
内
田
・
北
矢
部
内
被
官
給
恩
分
等
事

右
、
今
度
於
尾
州
一
戦
之
砌
、
大
高
・
沓
掛
両
城
雖
相
捨
、
鳴
海
城
堅
固
尓
持

詰
段
、
甚
以
粉
骨
至
也
、
雖
然
依
無
通
用
、
得
下
知
城
中
人
数
無
相
違
引
取
之

条
、
忠
功
無
比
類
、
剰
苅
屋
城
以
籌
策
城
主
水
野
藤
九
郎
其
外
随
分
者
数
多
討

捕
、
城
内
悉
放
火
、
粉
骨
所
不
準
于
他
也
、
彼
本
知
行
有
子
細
数
年
雖
令
没
収
、

為
褒
美
所
令
還
附
永
不
可
相
違
、
然
者
如
前
々
可
令
所
務
、
守
此
旨
弥
可
抽
奉

公
状
如
件
、

　
永
禄
三�

庚申�
年

　
　
　
六
月
八
日　
　
　
　
　
氏
真
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
岡
部
五
郎
兵
衛
尉
殿
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お
い
て
も
、
信
元
・
信
近
の
弟
で
あ
る
忠
重
は
、
藤
十
郎
（
輩
行
名
）
→
惣
兵

衛
尉
（
百
官
名
）
→
和
泉
守
（
官
途
名
）、
そ
の
子
勝
成
は
藤
十
郎
（
輩
行
名
）

→
六
左
衛
門
（
百
官
名
）
→
日
向
守
（
官
途
名
）
と
名
乗
り
が
変
わ
っ
て
い
る
。

両
者
と
も
輩
行
名
か
ら
百
官
名
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
章
第
三

節
で
み
た
よ
う
に
、
信
近
は
終
生
藤
九
郎
（
輩
行
名
）
を
名
乗
っ
て
お
り
、
百

官
名
で
あ
る
十
郎
左
衛
門
尉
を
名
乗
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
輩
行
名
を
名

乗
る
前
と
い
う
こ
と
に
な
り
、他
の
水
野
氏
の
例
か
ら
し
て
も
不
自
然
で
あ
る
。

　
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
＝
信
元
と
す
る
場
合
、
十
郎
左
衛
門
尉
（
百
官
名
）
か

ら
下
野
守
（
官
途
名
）
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
特
に
不
自
然
な
点
は

見
つ
か
ら
な
い
。

　
以
上
よ
り
、水
野
信
元
の
嫡
子
で
あ
る
元
茂
が「
十
郎
左
衛
門
尉
」を
名
乗
っ

て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
そ
の
養
父
で
あ
る
信
元
も
「
十
郎
左
衛
門
尉
」

を
名
乗
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　
第
二
節　
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
に
関
す
る
史
料
に
つ
い
て

　
第
一
節
で
は
、
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
信
正
（
元
茂
）
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

本
節
で
は
、
そ
の
前
代
の
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
に
関
す
る
検
討
を
行
う
。
以
下

に
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
に
関
す
る
史
料
を
掲
げ
る
。

【
史
料
９
】）

11
（

厥
以
後
無
音
、
非
本
意
存
候
、
仍
一
昨
日
及
合
戦
切
崩
討
取
候
、
頸
注
文
水

（
水
野
十
郎
左
衛
門
）

十

へ
進
之
候
、
可
有
御
伝
語
候
、
其
方
御
様
躰
、
雖
無
案
内
候
、
愚
意
令
申
候
、

此
砌
松（

松
平
広
忠
）

次
三
被
仰
談
、
御
家
中
被
固
尤
候
、
是
非
共
貴
所
御
馳
走
簡
要
候
、
然

者
申
談
、
近
年
織

（
織
田
信
秀
）

弾
任
存
分
候
遺
趣
自
他
可
申
顕
候
、
岡
崎
之
義
、
御
不
和
不

近
の
先
々
代
に
あ
た
る
近
守
は
名
乗
り
を
「
藤
九
郎
」
か
ら
「
和
泉
守
」
と
変

え
て
い
る
こ
と
、
一
次
史
料
で
は
信
近
が
「
十
郎
左
衛
門
尉
」
と
称
し
て
い
る

も
の
は
な
く
、
終
始
一
貫
し
て
「
藤
九
郎
」
と
し
か
見
え
な
い
こ
と
を
こ
こ
で

は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

第
二
章　
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
の
人
物
比
定

　
本
章
で
は
、
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
が
出
て
く
る
一
次
史
料
を
全
て
挙
げ
、
水

野
十
郎
左
衛
門
尉
が
誰
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
検
討
に
入
る）

11
（

。

　
第
一
節　
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
信
正
に
つ
い
て

　
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
に
関
す
る
史
料
の
う
ち
、
一
つ
だ
け
名
乗
り
が
記
さ
れ

て
い
る
史
料
が
存
在
す
る
。

【
史
料
８
】）

11
（

野
間
大
御
堂
寺
、
従
前
代
雖
為
守
護
不
入
、
猶
以
御
理
之
義
候
之
条
、
一
円
令

免
許
上
者
、
諸
役
等
寺
中
之
竹
木
・
夫
丸
以
下
、
此
外
於
向
後
も
申
事
有
間
敷

者
也
、
仍
状
如
件
、

　
　
元
亀
三
年
壬

申
十
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
野
十
郎
左
衛
門
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
正
（
花
押
）

　
柿
並

　
　
寺
中
参

可
然
候
、
尚
期
来
信
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
九
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　
利
政
（
花
押
影
）

　
　
　
安
心
軒

　
　
　
瓦
礫
軒
玉
床
下

【
史
料
10
】）

11
（

先
度
以
後
可
申
通
覚
悟
候
処
、
尾
州
当（

美
濃
国
）国執

相
ニ
付
而
、
通
路
依
不
合
期
、
無

其
義
候
、
其
御
理
瓦
礫
軒
・
安
心
迄
申
入
候
、
参
着
候
哉
、
仍
一
昨
日
辰
刻
、

次（
土
岐
）郎・

朝
倉
太（

宗

滴

）

郎
左
衛
門
・
尾
州
織
田
衆
上
下
具
足
数
二
万
五
六
千
、
惣
手
一

同
至
城
下
手
遣
仕
候
、此
方
雖
無
人
候
、罷
出
及
一
戦
、織
田
弾（

信
秀
）

正
忠
手
へ
切
懸
、

数
刻
相
戦
、
数
百
人
討
捕
候
、
頸
注
文
進
之
候
、
此
外
敗
北
之
軍
兵
、
木
曾
川

へ
二
三
千
溺
候
、
織

（
織
田
信
秀
）

弾
六
七
人
召
具
罷
退
候
、
近
年
之
躰
、
御
国
ニ
又
人
も
な

き
様
ニ
相
働
候
条
、
決
勝
負
候
、
年
来
之
本
懐
此
節
候
、
随
而
此
砌
、
松

（
松
平
広
忠
）

三 

へ

被
仰
談
、
御
国
被
相
固
尤
存
候
、
尚
瓦
礫
軒
可
有
御
演
説
候
、
可
得
御
意
候
、

恐
惶
謹
言
、

　
　
　
九
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
秀
元
（
花
押
影
）

　
　
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
殿
人
々
御
中

【
史
料
11
】）

11
（

此
方
就
在
陣
之
儀
、
早
々
預
御
折
紙
、
畏
存
候
、
爰
許
之
儀
差
儀
無
之
候
、
可

被
御
心
安
候
、
先
以
其
表
無
異
儀
候
由
、
尤
存
候
、
弥
無
御
油
断
、
可
被
仰
付

儀
肝
要
候
、
尚
林
新（

通
勝
）

五
郎
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
織
田
弾
正
忠

　
　
　
閏
十
一
月
十
一
日　
　
　
　
　
信
秀

　
　
　
　
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
殿
御
返
報

　
当
該
史
料
は
、
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
信
正
な
る
人
物
が
、
柿
並
寺
中
す
な
わ

ち
尾
張
国
知
多
郡
に
あ
る
野
間
大
御
堂
寺
に
「
前
代
」
よ
り
の
特
権
で
あ
る
守

護
不
入
を
改
め
て
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
水
野
信
正
が
い
か
な
る
人
物
か
。『
寛
政
譜
』
に
よ
る
と
、「
初
忠
高　

元
茂　

藤
四
郎　

実
は
藤
九
郎
信
近
が
男
、
母
は
佐
治
氏
。
信
元
の
養
子
。」

と
あ
る
。
つ
ま
り
、『
寛
政
譜
』
は
水
野
信
元
の
養
子
で
あ
る
元
茂
と
信
正
を

同
一
人
物
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
元
茂
、
信
正
に
加
え
、
信
元
と
連
署
し
て
い
る
人
物
に
家
元
な
る
人
物
も
登

場
す
る）

1（
（

。
三
者
の
花
押
を
比
較
す
る
と
酷
似
し
て
お
り
、
信
元
と
連
署
し
て
い

る
こ
と
や
彼
ら
に
関
連
す
る
史
料
が
い
ず
れ
も
緒
川
領
に
関
す
る
内
容
で
あ
る

こ
と
か
ら
元
茂
、
信
正
、
家
元
は
同
一
人
物
で
あ
る
と
み
な
せ
る
。
元
茂
の
発

給
文
書
や
棟
札
が
緒
川
領
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
水
野
信
元
の
嫡
子
と
い

う
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
信
元
は
桶
狭
間
の
戦
い
の
後
、
刈
谷
に
移
る
が
、
元

茂
は
信
元
の
跡
を
継
ぎ
緒
川
城
主
と
な
り
、
緒
川
領
を
支
配
し
て
い
た
も
の
と

み
ら
れ
る）

11
（

。

　
水
野
元
茂
が
藤
四
郎
か
ら
十
郎
左
衛
門
尉
に
名
乗
り
を
変
え
た
こ
と
は
大
変

重
要
な
意
味
を
持
つ
。
ま
ず
、元
茂
が
信
元
の
嫡
男
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

養
子
は
実
父
で
は
な
く
養
父
の
名
乗
り
を
継
ぐ
の
が
通
例
で
あ
る）

11
（

。
た
と
え
元

茂
が
信
近
の
実
子
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、信
元
の
養
嗣
子
と
な
っ
て
い
る
以
上
、

十
郎
左
衛
門
尉
は
実
父
の
信
近
で
は
な
く
、
養
父
で
あ
る
信
元
が
名
乗
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
、
藤
四
郎
（
輩
行
名
）
か
ら
十
郎
左
衛
門
尉
（
百
官
名
）
に
な
っ
た
と

い
う
点
で
あ
る
。
も
し
【
史
料
１
】
が
正
し
い
と
す
る
と
、
信
近
は
十
郎
左
衛

門
尉
（
百
官
名
）
か
ら
藤
九
郎
（
輩
行
名
）
に
名
乗
り
が
変
わ
っ
て
て
い
る
こ

と
に
な
る）

11
（

。
こ
れ
は
当
該
期
で
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
水
野
氏
に
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第
三
章　
天
文
期
の
緒
川
・
刈
谷
水
野
氏
の
動
向
に
つ
い
て

　
本
章
で
は
、
前
章
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
事
実
に
基
づ
い
て
、
天
文
期
の
緒

川
・
刈
谷
両
水
野
氏
の
動
向
や
政
治
的
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
い）

11
（

。

　
第
一
節　

�

信
元
の
家
督
継
承
か
ら
刈
谷
水
野
氏
の
家
督
交
代
ま
で�

�

（
天
文
十
二
年
～
同
十
九
年
）

　
水
野
信
元
は
天
文
十
二
年
、
父
妙
茂
（
忠
政
）
の
没
後
緒
川
水
野
氏
の
家
督

を
継
い
だ
。
そ
の
後
、
妹
於
大
が
松
平
広
忠
と
離
縁
す
る
に
及
び
、
岡
崎
松
平

氏
と
敵
対
関
係
に
入
っ
た
。
そ
の
頃
に
出
さ
れ
た
の
が
【
史
料
９
】【
史
料
10
】

【
史
料
11
】
で
あ
る
。

　
【
史
料
９
】
は
斎
藤
利
政
よ
り
緒
川
水
野
氏
の
使
僧
と
み
ら
れ
る
安
心
軒
・

瓦
礫
軒
に
出
さ
れ
た
も
の
で
、
織
田
信
秀
と
の
戦
い
に
勝
利
し
た
こ
と
を
報
告

し
、
松
平
広
忠
と
連
携
し
て
信
秀
と
対
抗
す
る
こ
と
を
勧
め
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
10
】
は
斎
藤
氏
家
臣
と
み
ら
れ
る
長
井
秀
元
か
ら
水
野
十
郎
左
衛
門
尉

信
元
に
出
さ
れ
た
も
の
で
、【
史
料
９
】
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、【
史

料
９
】
に
関
連
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
章
で
み
た
よ
う
に
、
美
濃
斎
藤
氏
か
ら
信
元
は
松
平
広
忠
と
相
談
し
て

岡
崎
松
平
氏
家
中
を
固
め
る
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る

の
は
、
永
禄
年
間
半
ば
以
降
の
信
元
と
松
平
元
康
（
徳
川
家
康
）
の
関
係
で
あ

る
。
永
禄
四
年
の
織
田
・
松
平
同
盟
以
後
、
信
元
は
甥
の
松
平
元
康
の
三
河
統

一
に
力
を
貸
し
た
。
具
体
的
に
は
、
松
平
家
の
家
臣
団
の
統
率
や
各
方
面
と
の

交
渉
な
ど
、
松
平
氏
の
「
宿
老
衆
」
以
上
に
家
康
を
補
佐
す
る
役
割
を
果
た
し

て
い
た）

1（
（

。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
松
平
氏
に
対
す
る
信
元
の
後
見
的
・
補
佐
的
な
役

【
史
料
12
】）

11
（

今
度
酒（

酒
井
忠
尚
）

将
監
水（

水
野
十
郎
左
衛
門
）

十
郎
左
ニ
一
味
相
叛
籠
城
候
所
、
当
五
月

（
日
カ
）貴

寺
御
憑
、
為
本
陣

出
勢
候
哉
、
勝
敗
互
角
ニ
付
相
引
候
間
、
又
々
明
六
日
出
勢
候
間
本
陣
ニ
御
憑

申
入
候
、
御
組
下
出
勢
可
給
候
、
早
々
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡（

松
平
）三

　
　
天
文
十
五
年
九
月
四（

マ
マ
）日　

　
　
広
忠　
御
花
押

　
　
　
　
隣
松
寺
様

【
史
料
13
】）

11
（

夏
中
可
令
進
発
候
条
、
其
以
前
尾
州
境
取
出
之
儀
申
付
、
人
数
差
遣
候
、
然
者

其
表
之
事
、
弥
馳
走
可
為
祝
着
候
、
尚
朝
比
奈
備
中
守
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
四
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
義（

今
川
）元

　
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
殿

　
【
史
料
９
】【
史
料
10
】【
史
料
11
】【
史
料
13
】
に
あ
る
と
お
り
、
美
濃
斎
藤

氏
の
重
臣
が
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
に
対
し
て
厚
礼
で
あ
る
こ
と
や
、
織
田
信
秀

や
今
川
義
元
か
ら
対
等
の
立
場
で
書
状
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、

水
野
十
郎
左
衛
門
尉
は
相
当
な
立
場
の
人
物
、
す
な
わ
ち
水
野
氏
の
当
主
ク
ラ

ス
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
ま
た
、【
史
料
９
】【
史
料
10
】【
史
料
11
】
は
、
内
容
か
ら
一
連
の
も
の
で

あ
り
、
い
ず
れ
も
天
文
十
三
年
の
美
濃
斎
藤
氏
と
織
田
氏
と
の
対
陣
関
連
の
も

の
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、【
史
料
９
】
で
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
が
松
平

広
忠
と
相
談
し
て
、「
御
家
中
」
を
固
め
る
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
「
御
家
中
」
は
【
史
料
10
】
で
は
「
御
国
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
「
御
国
」
は
三
河
国
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
御
家
中
」
は
松

割
は
、
実
は
元
康
の
父
広
忠
の
時
に
も
周
囲
か
ら
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
役

割
を
担
え
る
と
判
断
さ
れ
る
ほ
ど
、
西
三
河
に
お
い
て
緒
川
水
野
氏
の
勢
力
が

強
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
実
際
は
こ
の
頃
に
は
す
で
に
信
元
と
松
平
広
忠
は
敵
対
関
係
に

入
っ
て
お
り
、【
史
料
11
】
の
よ
う
に
、信
元
は
織
田
信
秀
と
連
携
関
係
に
入
っ

て
い
た
。
ま
た
、【
史
料
12
】
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
文
十
五
年
秋
頃
に
は

松
平
広
忠
配
下
の
上
野
城
主
酒
井
忠
尚
を
離
反
さ
せ
る
な
ど
、
積
極
的
に
反
広

忠
の
行
動
を
起
こ
し
て
い
た
。

　
通
説
で
は
、
織
田
氏
と
今
川
氏
の
対
立
が
根
底
に
あ
り
、
信
元
が
妹
於
大
を

松
平
広
忠
か
ら
離
縁
さ
せ
た
後
、
織
田
氏
︱
緒
川
水
野
氏
対
今
川
氏
︱
岡
崎
松

平
氏
と
い
う
構
造
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
織
田
氏

と
今
川
氏
が
敵
対
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
確
認
で
き
ず
、
近
年
で
は
こ
の
通

説
に
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
柴
氏
は
「
天
文
十
五
年
に
は
、
駿
河
今
川
氏
・

尾
張
織
田
氏
・
牛
久
保
牧
野
氏
・
信
孝
（
松
平　
引
用
者
註
）・
酒
井
忠
尚
ら

広
忠
反
勢
力
と
松
平
広
忠
・
田
原
戸
田
氏
と
が
対
立
す
る
構
図
に
至
る
」
と
述

べ
て
い
る
が）

11
（

、【
史
料
12
】
や
同
時
期
に
信
元
の
使
僧
安
心
軒
が
駿
府
の
今
川

氏
の
も
と
に
赴
い
て
い
る
事
実
に
鑑
み
る
と）

11
（

、
こ
の
反
広
忠
勢
力
に
信
元
も
加

わ
っ
て
い
た
と
み
な
せ
る
。
さ
ら
に
【
史
料
12
】
に
よ
れ
ば
、
酒
井
忠
尚
を
反

広
忠
勢
力
に
誘
引
し
た
の
は
信
元
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
信
元
は
反
広
忠
勢
力
の
結
集
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
た
。
し

か
し
、
そ
の
後
、
織
田
氏
と
今
川
氏
が
対
立
す
る
に
至
っ
た
時
、
信
元
が
ど
ち

ら
の
側
に
つ
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
刈
谷
水
野
氏
は
、
織
田
氏
に
与
同
し

て
今
川
氏
に
対
立
し
た
よ
う
で
あ
り
、
天
文
十
九
年
秋
ご
ろ
に
は
そ
の
本
拠
で

あ
る
刈
谷
城
を
一
時
的
に
今
川
氏
に
占
領
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
同
年
十
二
月
に
今
川

氏
は
帰
陣
し
た
が
、
こ
の
頃
ま
で
に
刈
谷
水
野
氏
は
織
田
信
秀
の
「
懇
望
」
に

平
家
中
の
こ
と
を
指
し
て
い
よ
う
。
当
時
、
松
平
家
中
で
は
、
広
忠
と
広
忠
の

後
見
を
し
て
い
た
叔
父
の
信
孝
が
対
立
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
水
野
十
郎

左
衛
門
尉
は
美
濃
斎
藤
氏
か
ら
松
平
家
中
の
対
立
を
調
停
で
き
る
ほ
ど
相
当
の

影
響
力
を
及
ぼ
せ
る
人
物
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
さ
ら
に
、【
史
料
13
】
で
あ
る
が
、年
次
比
定
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、

内
容
を
先
に
み
る
と
、
今
川
義
元
が
夏
中
に
進
発
す
る
に
あ
た
り
、
尾
州
境
す

な
わ
ち
尾
張
と
三
河
の
境
に
取
出
を
こ
し
ら
え
る
た
め
に
軍
勢
を
遣
わ
し
た
の

で
、「
其
表
」に
つ
い
て
の「
馳
走
」を
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
に
求
め
て
い
る
。「
其

表
」
は
尾
三
国
境
に
近
い
と
こ
ろ
と
な
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
水
野
十
郎
左
衛
門

尉
は
尾
州
境
に
近
い
緒
川
水
野
氏
か
刈
谷
水
野
氏
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
上
記
の
諸
点
よ
り
、
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
は
当
該
期
の
緒
川
水
野
氏
当
主
で

あ
る
信
元
か
刈
谷
水
野
氏
当
主
で
あ
る
守
忠
も
し
く
は
信
近
に
絞
り
込
め
る

が
、第
一
章
で
検
討
し
た
通
り
、水
野
守
忠
や
信
近
が
十
郎
左
衛
門
尉
を
名
乗
っ

て
い
る
可
能
性
は
低
い
。
ま
た
本
章
第
一
節
で
述
べ
た
通
り
、
信
元
養
嗣
子
信

正
（
元
茂
）
が
十
郎
左
衛
門
尉
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
養
父
信
元
が
十

郎
左
衛
門
尉
を
名
乗
っ
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

ら
一
連
の
史
料
に
登
場
す
る
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
は
信
元
と
み
て
間
違
い
な
か

ろ
う
。
水
野
信
元
の
室
と
織
田
信
秀
弟
信
光
の
室
は
と
も
に
松
平
信
定
の
女
で

あ
り
、
織
田
信
秀
と
水
野
信
元
は
松
平
信
定
を
介
し
て
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
こ

と
も
【
史
料
11
】
の
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
を
水
野
信
元
に
比
定
す
る
傍
証
と
な

り
得
よ
う
。
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福
寺
か
ら
禁
制
を
申
請
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
確
か
に
、
こ
の
頃
、
祐
福
寺
の
あ
る
部
田
村
や
沓
掛
は
今
川
方
の
丹
羽
隼
人

佑
が
治
め
て
い
た）

11
（

。
し
か
し
、
天
文
二
十
年
頃
に
は
、
織
田
方
に
与
同
す
る
丹

羽
氏
秀
が
今
川
方
の
同
族
丹
羽
氏
識
に
敗
れ
て
三
河
国
加
茂
郡
広
見
城
主
中
条

将
監
の
元
に
逃
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
丹
羽
氏
と
同
族
と
み
ら
れ
る
丹

羽
隼
人
佑
に
も
一
族
内
の
抗
争
が
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
実
情

は
、
今
川
方
で
あ
る
丹
羽
隼
人
佑
の
一
族
内
で
対
立
が
あ
り
、
そ
の
対
立
が
激

化
し
た
た
め
に
刈
谷
水
野
氏
が
祐
福
寺
近
辺
ま
で
兵
を
出
し
た
の
で
は
な
い

か
。【
史
料
４
】
の
み
で
は
、
刈
谷
水
野
氏
が
今
川
方
で
あ
っ
た
の
か
、
織
田

方
で
あ
っ
た
の
か
は
判
断
で
き
な
い
。

　
そ
の
後
、先
述
し
た
と
お
り
、天
文
二
十
三
年
に
は
村
木
砦
の
戦
い
が
あ
り
、

こ
の
頃
ま
で
に
緒
川
水
野
氏
は
今
川
氏
と
敵
対
関
係
に
入
っ
た
。
そ
し
て
、
翌

弘
治
元
年
十
月
に
は
、
緒
川
水
野
氏
は
刈
谷
水
野
氏
と
連
携
し
て
今
川
氏
に
反

旗
を
翻
し
た
西
尾
の
吉
良
氏
に
援
軍
を
送
っ
た）

11
（

。

　
永
禄
三
年
五
月
の
桶
狭
間
の
戦
い
の
際
の
緒
川
水
野
氏
・
刈
谷
水
野
氏
の
動

き
は
一
次
史
料
か
ら
は
見
て
取
れ
な
い
。
し
か
し
、「
信
長
記
」
天
理
本
で
は
、

大
高
城
の
南
に
「
小
河
衆
」
が
置
か
れ
て
お
り
、
ま
た
、
信
元
家
臣
で
あ
る
梶

川
高
秀
・
一
秀
兄
弟
が
中
島
城
に
籠
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
織
田
方
で
あ
っ

た
可
能
性
は
高
い）

1（
（

。
加
え
て
今
川
軍
は
鎌
倉
往
還
を
通
っ
て
進
軍
し
て
お
り
、

緒
川
水
野
氏
と
刈
谷
水
野
氏
の
勢
力
圏
を
外
し
て
行
軍
し
て
い
る
。
刈
谷
水
野

氏
も
緒
川
水
野
氏
と
同
様
織
田
方
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
刈
谷
水
野
氏
が

桶
狭
間
の
戦
い
の
際
に
主
だ
っ
た
行
動
を
し
て
い
な
い
の
は
、
刈
谷
城
近
く
の

重
原
城
が
今
川
方
で
あ
っ
た
た
め
、
刈
谷
城
か
ら
動
け
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な

か
ろ
う
か）

11
（

。

　
桶
狭
間
の
戦
い
の
際
に
、
水
野
信
近
は
今
川
氏
の
武
将
岡
部
元
信
に
よ
っ
て

よ
っ
て
「
赦
免
」
さ
れ
た）

11
（

。

　
と
こ
ろ
で
小
川
雄
氏
は
こ
の
時
の
緒
川
水
野
氏
は
今
川
方
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
の
は
、【
史
料
13
】
で
あ
る
。【
史
料
13
】
は
こ
れ

ま
で
永
禄
三
年
に
比
定
さ
れ
て
き
た）

11
（

。
こ
れ
を
根
拠
に
、
永
禄
三
年
段
階
で
は

信
元
は
織
田
方
で
あ
る
か
ら
、
今
川
義
元
と
通
交
し
て
い
る
水
野
十
郎
左
衛
門

尉
は
信
元
で
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
、
こ
れ
を
天
文
十
九
年

に
比
定
す
る
説
が
提
唱
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
以
下
、【
史
料
13
】
の
年
次
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

　
ま
ず
、
文
中
に
出
て
く
る
「
朝
比
奈
備
中
守
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
今
川

義
元
当
主
期
の
朝
比
奈
氏
は
泰
能
と
そ
の
子
泰
朝
が
該
当
す
る
。
泰
能
、
泰
朝

と
も
に
左
京
亮
を
経
て
備
中
守
を
名
乗
る
が
、
泰
朝
は
義
元
死
去
後
の
永
禄
三

年
八
月
三
日
時
点
で
も
左
京
亮
を
名
乗
っ
て
い
る）

11
（

。
よ
っ
て
、
義
元
当
主
期
で

備
中
守
を
名
乗
る
朝
比
奈
氏
は
泰
能
の
み
と
な
る
。

　
そ
の
泰
能
は
天
文
十
九
年
九
月
十
六
日
ま
で
左
京
亮
を
名
乗
っ
て
お
り）

11
（

、
備

中
守
の
初
見
は
同
年
十
一
月
二
十
九
日）

1（
（

で
あ
る
。
ま
た
、
泰
能
は
弘
治
三
年

（
一
五
五
七
）
八
月
に
死
去
し
て
い
る）

11
（

。

　
よ
っ
て
、【
史
料
13
】
は
天
文
二
十
年
か
ら
弘
治
三
年
ま
で
の
間
に
発
給
さ

れ
た
も
の
と
言
え
る
。

　
こ
の
間
、
天
文
二
十
三
年
正
月
に
は
村
木
砦
の
戦
い
が
あ
り
、
信
元
は
今
川

氏
と
敵
対
す
る
に
い
た
る）

11
（

。【
史
料
13
】
の
文
面
か
ら
は
今
川
義
元
と
水
野
信

元
は
敵
対
関
係
に
あ
る
と
は
思
え
な
い
た
め
、【
史
料
13
】
の
発
給
年
代
の
下

限
は
天
文
二
十
二
年
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、【
史
料
13
】
は
天
文
二
十
年
、

二
十
一
、二
十
二
年
の
い
ず
れ
か
の
も
の
と
な
る
。

　
現
状
、天
文
二
十
年
か
ら
二
十
二
年
ま
で
の
も
の
と
し
か
比
定
で
き
な
い
が
、

【
史
料
13
】
が
天
文
十
九
年
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
た
め
、【
史

討
ち
取
ら
れ
た）

11
（

。
ま
も
な
く
、
信
元
が
緒
川
か
ら
刈
谷
に
移
り
、
刈
谷
水
野
氏

を
「
吸
収
」
し
た
。
信
元
は
信
近
の
遺
児
元
茂
（
信
正
）
を
養
子
と
し
て
自
身

の
嗣
子
と
し
、
緒
川
に
置
い
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
元
茂
の
緒
川
水
野
氏
と
、

そ
の
上
位
者
と
し
て
緒
川
・
刈
谷
両
水
野
氏
を
統
べ
る
信
元
と
い
う
体
制
が
作

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　　
最
後
に
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

　
第
一
章
で
は
、
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
を
水
野
信
近
と
す
る
説
の
根
拠
と
な
っ

て
い
る
史
料
が
『
尾
陽
雑
記
』
所
収
の
入
海
神
社
棟
札
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
、
同
史
料
の
文
言
に
不
審
な
点
が
多
い
こ
と
や
『
尾
陽
雑
記
』
の
史
料
的

価
値
に
疑
義
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
同
史
料
の
み
を
も
っ
て
水
野
十
郎
左
衛

門
尉
を
信
近
と
比
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
信
近
関
連
の
一

次
史
料
を
列
挙
し
、
信
近
は
藤
九
郎
と
し
か
名
乗
っ
て
お
ら
ず
十
郎
左
衛
門
尉

を
名
乗
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
第
二
章
で
は
、
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
関
連
の
一
次
史
料
を
全
て
挙
げ
、
水
野

十
郎
左
衛
門
尉
信
正
が
水
野
元
茂
や
家
元
と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
、
藤
四
郎

（
輩
行
名
）
か
ら
十
郎
左
衛
門
尉
（
百
官
名
）
に
名
乗
り
を
変
え
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
、
信
正
（
元
茂
）
は
水
野
信
近
の
実
子
で
あ
る
が
水
野
信
元
の
養
嗣

子
と
な
っ
た
た
め
、
信
正
の
名
乗
り
は
養
父
信
元
の
名
乗
り
を
継
い
だ
も
の
で

は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
一
次
史
料
か
ら
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
は
水
野

信
元
か
刈
谷
水
野
氏
の
守
忠
も
し
く
は
信
近
で
あ
る
と
導
き
出
し
、
第
一
章
の

検
討
結
果
や
信
正
の
名
乗
り
よ
り
、
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
は
信
元
で
あ
る
と
結

論
付
け
た
。

料
13
】
を
も
っ
て
天
文
十
九
年
段
階
で
緒
川
水
野
氏
が
今
川
氏
方
で
あ
っ
た
と

い
う
根
拠
に
は
な
ら
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る）

11
（

。

　
天
文
十
九
年
の
一
連
の
今
川
氏
に
よ
る
軍
事
行
動
に
お
い
て
、
信
元
が
ど
う

行
動
し
た
か
は
判
然
と
し
な
い
。【
史
料
４
】
の
よ
う
に
、
翌
二
十
年
五
月
に

信
近
（
清
近
）
が
祐
福
寺
に
禁
制
を
出
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
今
川
氏

が
刈
谷
水
野
氏
を
赦
免
し
た
こ
と
に
よ
り
刈
谷
水
野
氏
の
家
督
が
信
元
弟
の
信

近
に
交
代
し
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
天
文
十
九
年
段
階
で
は
、
少
な
く
と
も

信
元
は
今
川
氏
と
正
面
切
っ
て
敵
対
す
る
関
係
に
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

今
川
氏
の
刈
谷
水
野
氏
赦
免
の
条
件
に
、
緒
川
水
野
氏
当
主
信
元
の
弟
で
あ
る

信
近
を
刈
谷
水
野
氏
の
当
主
と
す
る
と
い
う
事
項
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
条
件
が
出
さ
れ
た
前
提
に
は
、
緒
川
水
野
氏
と
今
川
氏
の
友

好
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
刈
谷
水
野
氏
の
当
主
が
緒
川
水
野
氏
当
主
信
元
の
弟
信
近
と
な
る
こ
と
に
よ

り
、緒
川
水
野
氏
の
傘
下
に
刈
谷
水
野
氏
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

11
（

。
実
際
、

弘
治
元
年
に
吉
良
氏
が
今
川
氏
に
反
抗
し
た
際
、
援
軍
を
求
め
る
た
め
に
吉
良

氏
は
人
質
を
緒
川
水
野
氏
に
提
出
し
た
が
、
緒
川
水
野
氏
の
み
な
ら
ず
刈
谷
水

野
氏
も
援
軍
を
派
遣
し
て
い
る）

11
（

。

　
第
二
節　

�

水
野
信
近
の
刈
谷
水
野
氏
家
督
相
続
か
ら
桶
狭
間
の
合
戦
ま

で
（
天
文
二
十
年
～
永
禄
三
年
）

　
刈
谷
水
野
氏
は
今
川
氏
に
よ
り
「
赦
免
」
さ
れ
て
半
年
も
経
た
な
い
う
ち
に

軍
事
行
動
を
起
こ
し
た
と
い
う
。
小
川
雄
氏
は
【
史
料
４
】
よ
り
、「
東
郷
が

鳴
海
山
口
氏
が
今
川
方
転
向
に
際
し
て
確
保
し
た
沓
掛
城
の
近
辺
で
あ
り
、
刈

谷
水
野
氏
は
沓
掛
城
の
今
川
方
勢
力
を
対
象
と
す
る
軍
事
行
動
を
展
開
し
、
祐
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注（
１
）�

日
本
史
史
料
研
究
会
監
修
・
大
石
泰
史
編
『
今
川
氏
研
究
の
最
前
線　
こ
こ
ま
で
わ

か
っ
た
「
東
海
の
大
大
名
」
の
実
像
』（
洋
泉
社
、
二
〇
一
七
年
）、
大
石
泰
史
編
『
今

川
氏
年
表
︱
氏
親
・
氏
輝
・
義
元
・
氏
真
︱
』（
高
志
書
院
、
二
〇
一
七
年
）、
黒
田

基
樹
編
『
今
川
義
元
と
そ
の
時
代
』（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
九
年
）、
戦
国
史
研
究

会
編
『
論
集　
戦
国
大
名
と
今
川
氏
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
。

（
２
）�

織
田
氏
に
関
し
て
は
、
横
山
住
雄
『
織
田
信
長
の
系
譜
︱
信
秀
の
生
涯
を
追
っ
て
︱
』

（
教
育
出
版
文
化
協
会
、
一
九
九
三
年
）、
鳥
居
和
之「
織
田
信
秀
の
尾
張
支
配
」（『
名

古
屋
市
博
物
館
研
究
紀
要
』
19
、
一
九
九
六
年
）、
村
岡
幹
生
「
今
川
氏
の
尾
張
進
出

と
弘
治
年
間
前
後
の
織
田
信
長
・
織
田
信
勝
」（『
愛
知
県
史
研
究
』15
、
二
〇
一
一
年
）

な
ど
。
松
平
氏
に
関
し
て
は
、
平
野
明
夫
『
三
河
松
平
一
族　
徳
川
将
軍
家
の
ル
ー

ツ
』（
洋
泉
社
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
二
〇
〇
二
年
）、
同『
徳
川
権
力
の
形
成
と
発
展
』

（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）、
村
岡
幹
生
「
織
田
信
秀
岡
崎
攻
落
考
証
」（『
中
京
大

学
文
学
会
論
叢
』
１
、 

二
〇
一
五
年
）
な
ど
。

（
３
）�『
刈
谷
市
史
』
第
二
巻　

近
世　

第
一
章
、
第
二
章　

新
行
紀
一
氏
執
筆
分
。
以

下
、 『
刈
谷
市
史
』
第
二
巻　
近
世
は
、『
刈
谷
』
と
略
す
。

（
４
）�

井
口
友
治
「
小
川
水
野
と
刈
谷
水
野
の
歴
代
の
検
討
」（
名
古
屋
歴
史
文
化
研
究
会
編

『
郷
土
文
化
』
第
55
巻
第
2
号
、
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
）。

（
５
）�

水
野
智
之
「
戦
国
・
織
豊
期
の
西
三
河
と
水
野
氏
」（
刈
谷
市
郷
土
文
化
研
究
会
『
か

り
や
』
第
39
号
、
二
〇
一
八
年
）。

（
６
）�

松
島
周
一
「
小
川
・
刈
谷
城
主
と
し
て
の
水
野
信
近
」（
愛
知
教
育
大
学
歴
史
学
会
編

『
歴
史
研
究
』
第
66
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）。

（
７
）�

先
行
研
究
で
は
、「
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
」
と
「
水
野
十
郎
左
衛
門
」
の
両
方
が
使
用

さ
れ
て
お
り
、
厳
密
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
次
史
料
に
お
い
て

は
全
て
「
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、「
水
野
十
郎
左
衛
門
」
と
記

　
第
三
章
で
は
、
第
一
章
・
第
二
章
の
検
討
結
果
に
よ
り
水
野
十
郎
左
衛
門
尉

を
信
元
で
あ
る
と
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
信
元
の
家
督
相
続
か
ら
桶
狭
間
の
戦

い
ま
で
の
緒
川
水
野
氏
、
刈
谷
水
野
氏
の
動
向
を
明
ら
か
に
し
た
。
天
文
十
二

年
に
家
督
を
継
い
だ
信
元
は
、
天
文
十
三
年
頃
ま
で
に
松
平
広
忠
と
敵
対
関
係

に
入
っ
た
。
美
濃
斎
藤
氏
は
織
田
信
秀
と
の
対
抗
上
、
信
元
と
松
平
広
忠
の
連

携
を
画
策
す
る
が
、
そ
の
中
で
信
元
は
美
濃
斎
藤
氏
よ
り
松
平
広
忠
と
相
談
し

て
岡
崎
松
平
氏
家
中
を
固
め
る
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
お
り
、
永
禄
期
の
信
元
と

松
平
元
康
（
徳
川
家
康
）
の
関
係
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
岡
崎
松
平
氏
に
対
す
る

信
元
の
後
見
的
・
補
佐
的
な
役
割
が
す
で
に
こ
の
頃
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
天
文
十
五
年
に
は
信
元
に
味
方
し
て
上
野
城
主
の
酒
井
忠
尚
が
広
忠
に
反
旗

を
翻
し
た
。
反
広
忠
勢
力
に
は
松
平
信
孝
や
織
田
信
秀
、
今
川
義
元
が
名
を
連

ね
る
が
、
そ
の
一
員
に
信
元
も
加
わ
っ
て
お
り
、
と
り
わ
け
西
三
河
の
国
衆
に

対
す
る
信
元
の
影
響
力
は
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
。

　
織
田
信
秀
と
今
川
義
元
が
対
立
す
る
と
、
刈
谷
水
野
氏
は
織
田
方
に
つ
い
て

今
川
氏
に
対
抗
し
た
。
こ
の
時
信
元
が
ど
ち
ら
側
に
つ
い
た
か
は
定
か
で
は
な

い
。
天
文
十
九
年
に
刈
谷
城
が
今
川
氏
に
よ
っ
て
占
拠
さ
れ
、
刈
谷
水
野
氏
が

織
田
信
秀
の
懇
望
に
よ
り
今
川
義
元
に
よ
り
赦
免
さ
れ
る
と
、
刈
谷
水
野
氏
の

当
主
に
は
信
元
弟
の
信
近
が
就
い
た
。
こ
れ
以
後
、
刈
谷
水
野
氏
は
緒
川
水
野

氏
と
歩
調
を
合
わ
せ
た
行
動
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
刈
谷
水
野
氏
に
対
す
る
緒

川
水
野
氏
の
影
響
力
は
増
大
し
た
。

　
そ
の
後
、
天
文
二
十
三
年
頃
ま
で
に
緒
川
・
刈
谷
両
水
野
氏
は
今
川
氏
と
敵

対
関
係
に
入
っ
た
。
弘
治
元
年
に
は
今
川
氏
に
反
抗
し
た
吉
良
氏
か
ら
人
質
が

緒
川
に
送
ら
れ
、そ
れ
を
受
け
て
緒
川・
刈
谷
両
水
野
氏
の
援
軍
が
送
ら
れ
た
。

吉
良
氏
は
緒
川
水
野
氏
に
比
べ
て
格
段
に
家
格
が
高
く
、
そ
の
吉
良
氏
か
ら
人

載
し
て
い
る
史
料
は
二
次
史
料
で
し
か
確
認
で
き
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
「
水
野
十

郎
左
衛
門
尉
」
が
正
式
名
称
で
あ
る
と
み
な
し
、
以
下
論
を
進
め
る
。

（
８
）�『
岡
崎
市
史
別
館　
徳
川
家
康
と
そ
の
周
囲
』
上　
一
九
三
四
年　
一
四
四
～
一
四
五

頁
。
た
だ
し
、
同
書
で
は
「
今
此
人
（
水
野
十
郎
左
衛
門
尉　
引
用
者
註
）
を
詳
に

し
が
た
い
」
と
し
て
お
り
、
断
定
を
避
け
て
い
る
。

（
９
）�『
刈
谷
』
第
一
章
第
二
節　
七
三
・
七
四
頁　
「
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
の
謎
」。

（
10
）�

横
山
前
掲
書　
一
三
二
～
一
三
三
頁
。

（
11
）�

井
口
前
掲
論
文
。

（
12
）�

水
野
前
掲
論
文
。

（
13
）�

松
島
前
掲
論
文
。

（
14
）�

本
稿
で
は
、
愛
知
県
教
育
会
編
『
尾
陽
雑
記
』（
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
、

一
九
七
七
年
）
を
使
用
し
た
。
な
お
、
蓬
左
文
庫
所
蔵
「
尾
陽
雑
記
」（
十
冊
）（
請

求
記
号
31
︱
67
）、「
尾
陽
雑
記
」（
四
冊
）（
請
求
記
号
146
︱
73
）
に
よ
り
、
翻
刻
を

改
め
た
部
分
が
あ
る
。

（
15
）�

戸
田
純
蔵
『
東
浦
雑
記
』（
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）。

（
16
）�

村
岡
幹
生「
今
川
氏
の
尾
張
進
出
と
弘
治
年
間
前
後
の
織
田
信
長
・
織
田
信
勝
」（『
愛

知
県
史
研
究
』
15
巻
、
二
〇
一
一
年
）
注
（
11
）。

（
17
）�

東
栄
町
西
薗
目
八
幡
神
社　

棟
札
銘
（『
愛
知
県
史
』
資
料
編
10　

中
世
３　
　

二
二
四
八
号
）、
岡
崎
市
法
蔵
寺
棟
札
銘（
同
書　
二
二
九
二
号
）な
ど
。
以
下
、 『
愛

知
県
史
』資
料
編
10　
中
世
３
、
資
料
編
資
料
編
11　
織
豊
１
、
資
料
編
14　
中
世
・

織
豊
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
愛
』
10
、『
愛
』
11
、『
愛
』
14
と
略
す
。

（
18
）�

菟
足
神
社
棟
札
（『
愛
』
10　
二
二
六
六
号
）、
安
久
美
神
戸
神
明
社
棟
札
（『
愛
』
10　

二
二
八
〇
号
）
な
ど
。

（
19
）�『
新
編　
東
浦
町
誌
』資
料
編
４　
近
世　
入
海
神
社
文
書　
3
︱
74
号
。
以
下
、 『
新

編　
東
浦
町
誌
』資
料
編
４
は『
新
東
』４
、
資
料
編
６
は『
新
東
』６
、
本
文
編
は『
新

質
が
送
ら
れ
て
援
軍
を
乞
わ
れ
る
ほ
ど
西
三
河
に
お
け
る
緒
川
水
野
氏
の
勢
力

は
大
き
か
っ
た
。
ま
た
、
人
質
は
緒
川
に
送
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

緒
川
と
刈
谷
双
方
か
ら
軍
勢
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
緒
川
水
野
氏
が
刈

谷
水
野
氏
に
対
し
て
優
位
的
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
桶
狭
間
の
戦
い
の
際
に
水
野
信
近
は
今
川
方
の
武
将
岡
部
元
信
に
よ
っ
て
討

ち
取
ら
れ
、刈
谷
城
は
落
城
し
、ほ
ど
な
く
水
野
信
元
が
刈
谷
城
を
奪
取
し
た
。

信
元
は
信
近
遺
児
元
茂
を
自
身
の
養
嗣
子
と
し
て
緒
川
に
置
き
、
自
身
は
刈
谷

城
を
居
城
と
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
刈
谷
水
野
氏
と
緒
川
水
野
氏
は
一
体
化

し
た
。

　
以
上
、
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
の
人
物
比
定
を
行
い
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
天
文

中
期
か
ら
永
禄
初
期
ま
で
の
緒
川
水
野
氏
と
刈
谷
水
野
氏
の
動
向
を
追
い
な
が

ら
、
織
田
氏
や
今
川
氏
、
松
平
氏
と
い
っ
た
周
辺
の
大
名
や
国
衆
と
の
関
係
に

つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
最
後
に
桶
狭
間
の
戦
い
の
後
の
緒
川
水
野
氏
に
つ
い
て

概
述
す
る
。

　
桶
狭
間
の
戦
い
の
後
、
刈
谷
水
野
氏
を
吸
収
し
た
信
元
は
、
さ
ら
に
勢
力
を

拡
大
し
、
西
三
河
西
部
か
ら
知
多
半
島
の
東
部
に
ま
た
が
る
尾
三
境
目
地
域
を

支
配
し
た
。
そ
の
拡
大
し
た
勢
力
と
前
代
か
ら
の
関
係
に
よ
り
、松
平
元
康（
徳

川
家
康
）の
補
佐
的
立
場
と
し
て
元
康
の
三
河
征
服
に
力
を
貸
し
た
。
一
方
で
、

織
田
信
長
と
の
関
係
は
当
初
同
盟
関
係
で
あ
っ
た
が
、
信
長
の
上
洛
を
契
機
に

次
第
に
上
下
関
係
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
信
元
は
依
然
と
し
て
将
軍

足
利
義
昭
と
直
接
関
係
を
持
つ
な
ど
隠
然
た
る
勢
力
を
保
持
し
て
お
り
、
信
長

に
と
っ
て
潜
在
的
脅
威
で
あ
っ
た
。
こ
の
矛
盾
が
天
正
三
年
十
二
月
の
信
元
・

元
茂
父
子
殺
害
事
件
と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
至
る
政
治
過
程

等
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。
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（
39
）�

水
野
勝
成
の
三
男
成
貞
の
嫡
男
成
之
は
水
野
十
郎
左
衛
門
を
名
乗
っ
て
い
た
が
、
主

に
慶
安
期
以
降
に
活
動
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
の
対
象
外
と
す
る
。

（
40
）�

元
亀
三
年
十
月
八
日
付
柿
並
寺
中
宛
水
野
信
正
判
物
（
大
御
堂
寺
文
書　
『
愛
』
11　

八
一
五
号
）。

（
41
）�

永
禄
十
年
六
月
吉
辰
付
乾
坤
院
三
派
評
定
書
（
西
明
寺
文
書　
『
愛
』
14　
補
三
一
六

号
）。

（
42
）�

連
歌
師
里
村
紹
巴
の
旅
行
記『
紹
巴
富
士
見
道
記
』永
禄
十
年
七
月
十
日
条
に
は
、「
苅

屋
野
州
御
嫡
子
緒
川
の
御
城
」
と
あ
り
、
野
州
＝
水
野
下
野
守
信
元
が
刈
谷
城
主
、

嫡
子
＝
水
野
元
茂
が
緒
川
城
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。
な
お
、『
紹
巴
富
士
見

道
記
』
に
つ
い
て
は
、
内
藤
佐
登
子
『
紹
巴
富
士
見
道
記
の
世
界
』（
続
群
書
類
従
完

成
会
、
二
〇
〇
二
年
）
が
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

（
43
）�

実
父
で
は
な
く
養
父
の
名
乗
り
を
引
き
継
ぐ
例
と
し
て
、
上
杉
景
勝
の
例
が
あ
る
。

景
勝
は
上
田
長
尾
氏
の
長
尾
政
景
の
子
で
あ
る
が
、
政
景
の
没
後
に
長
尾
景
虎
（
上

杉
謙
信
）
の
養
子
と
な
り
、
謙
信
死
後
に
後
継
者
争
い
に
勝
利
し
て
家
督
を
継
い
だ
。

景
勝
は
当
初
喜
平
次
を
名
乗
り
、
天
正
三
年
以
後
弾
正
少
弼
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ

た
（
上
杉
氏
文
書　
『
上
越
市
史
』
別
編
１　
上
杉
氏
文
書
集
一　
一
二
四
一
号
、
以

下
『
上
越
市
史
』
別
編
１
は
『
上
越
』
と
略
す
）。
養
父
謙
信
は
天
文
二
十
一
年
よ
り

弾
正
少
弼
を
名
乗
っ
て
い
る
（
上
杉
家
文
書　
『
上
越
』
六
三
号
な
ど
）。
一
方
、
実

父
政
景
は
越
前
守
を
名
乗
っ
て
い
た
が
（
伊
佐
早
文
書　
『
上
越
』
六
二
号
な
ど
）、

景
勝
は
越
前
守
を
名
乗
り
と
し
て
い
る
形
跡
は
な
い
。

（
44
）�『
尾
陽
雑
記
』
は
、
信
近
の
名
乗
り
を
十
郎
左
衛
門
か
ら
藤
九
郎
に
変
え
た
と
し
て
い

る
（
同
書　
巻
之
七
四
○
二
頁
、
巻
之
九　
五
一
七
頁
）。

（
45
）�（
天
文
十
三
年
）
九
月
二
十
三
日
付
安
心
軒
・
瓦
礫
軒
宛
斎
藤
利
政
書
状
写
（
徳
川
美

術
館
所
蔵
文
書
、『
愛
』
10　
一
五
二
四
号
）。

（
46
）�（
天
文
十
三
年
）
九
月
二
十
五
日
付
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
宛
長
井
秀
元
書
状
写
（
徳
川

東
』
本
文
と
略
す
。

（
20
）�『
新
東
』
６　
五
四
三
頁
。

（
21
）�『
新
東
』
本
文　
第
四
編
第
四
章
第
二
節　
一
七
九
頁　
高
木
傭
太
郎
氏
執
筆
分
。

（
22
）�

例
え
ば
、
後
掲
の
【
史
料
４
】
は
、『
尾
陽
雑
記
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
巻
七

と
巻
十
に
二
度
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
巻
七
と
巻
十
で
文
言
に
若
干
の
差
異

が
み
ら
れ
る
。

（
23
）�『
新
東
』
本
文　
第
四
編
第
四
章
第
二
節　
一
七
九
頁　
高
木
傭
太
郎
氏
執
筆
分
。

（
24
）�『
新
東
』
６　
五
四
三
頁
に
よ
る
と
、
こ
の
永
禄
元
年
の
棟
札
も
残
念
な
が
ら
現
存
し

て
い
な
い
と
い
う
。

（
25
）�『
新
東
』
６　
五
四
六
頁
。

（
26
）�『
新
東
』
６　
五
三
六
～
五
三
七
頁
。

（
27
）�

天
文
十
九
年
三
月
六
日
付
楞
厳
寺
忍
甫
長
老
宛
牛
田
守
次
寄
進
状
写
（
楞
厳
寺
文
書
、

『
愛
』
10　
一
七
二
九
号
）。

（
28
）�

天
文
二
十
年
五
月
付
水
野
清
近
禁
制
写
（
祐
福
寺
文
書　
『
愛
』
10　
一
七
八
五
号
）。

な
お
、
当
該
文
書
を
写
真
で
確
認
し
、
一
部
翻
刻
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
29
）�

永
禄
三
年
六
月
八
日
付
岡
部
元
信
宛
今
川
氏
真
判
物
（
藤
枝
市
教
育
委
員
会
所
蔵
文

書　
刈
谷
市
教
育
委
員
会
編
『
刈
谷
城
築
城
４
８
０
年
記
念
展
』
二
〇
一
三
年　
13

号
）。

（
30
）�（
永
禄
元
年
～
二
年
）
九
月
十
五
日
付
水
野
藤
九
郎
宛
織
田
信
長
書
状
写
（「
古
今
消

息
集
」
五　
『
愛
』
10　
二
一
三
一
号
）。
な
お
、
年
次
比
定
は
織
田
信
長
の
花
押
型

に
よ
る
。
信
長
の
花
押
型
に
つ
い
て
は
、
土
山
公
仁
「
信
長
の
花
押
デ
ザ
イ
ン
に
つ

い
て
︱
岐
阜
在
城
時
代
ま
で
を
中
心
に
し
て
︱
」（
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
編
『
岐
阜
市

歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
20
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
31
）�

永
禄
十
一
年
六
月
八
日
付
永
見
淡
路
守
宛
徳
川
家
康
判
物
写（
知
立
神
社
文
書
、 『
愛
』

11　
六
〇
七
号
）。
な
お
、『
愛
知
県
史
』
も
『
新
編　
知
立
市
史
』
資
料
編
も
同
文

美
術
館
所
蔵
文
書
、『
愛
』
10　
一
五
二
五
号
）。
な
お
、『
刈
谷
市
史
』
や
『
愛
知
県

史
』
は
同
書
状
の
宛
所
を
「
水
野
十
郎
左
衛
門
」
と
し
て
い
る
が
、
原
本
を
確
認
し

た
と
こ
ろ
、
宛
所
は
「
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
」
で
あ
る
。

（
47
）�（
天
文
十
三
年
）
閏
十
一
月
十
一
日
付
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
宛
織
田
信
秀
書
状
写
（
士

林
証
文
、『
愛
』
10　
一
五
三
七
号
）。

（
48
）�

天
文
十
五
年
九
月
四
日
付
隣
松
寺
宛
松
平
広
忠
書
状
写
（
刈
谷
市
歴
史
博
物
館
蔵　

濱
田
篤
二
家
文
書
「
御
当
家
御
由
緒
記
」）。

（
49
）�（
天
文
二
十
年
～
天
文
二
十
二
年
）
四
月
十
二
日
付
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
宛
今
川
義
元

書
状
写
（
別
本
士
林
証
文　
『
愛
』
11　
七
号
）。

（
50
）�

天
文
期
の
緒
川
・
刈
谷
水
野
氏
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
小
川
雄
氏
の
詳
細
な
研
究
が

あ
る
。
小
川
前
掲
論
文
を
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
51
）�『
刈
谷
』
第
一
章
第
二
節　
八
九
頁
。

（
52
）�

平
野
明
夫
「
家
康
は
、
い
つ
今
川
氏
か
ら
完
全
に
自
立
し
た
の
か
」（
同�

編
『
家

康
研
究
の
最
前
線
︱
こ
こ
ま
で
わ
か
っ
た
「
東
照
神
君
」
の
実
像
』
洋
泉
社
、

二
〇
一
七
年
）、
大
石
前
掲
編
著
天
文
十
五
年
条
（
糟
谷
氏
執
筆
分
）、
柴
裕
之
「
松

平
元
康
と
の
関
係
」（
黒
田
前
掲
編
著
所
収
）
な
ど
。

（
53
）�

柴
前
掲
論
文
二
七
七
頁
。

（
54
）�

天
文
十
五
年
九
月
二
十
八
日
付
牧
野
田
三
郎
保
成
条
目
写
（
松
平
奥
平
家
古
文
書
写　

『
愛
』
10　
一
五
七
八
号
）。

（
55
）�

永
禄
三
年
十
二
月
二
日
付
松
井
宗
恒
宛
今
川
氏
真
判
物
写
（
土
佐
国
蠧
簡
集
残
篇
三　

『
愛
』
11　
三
〇
号
）。

（
56
）�（
天
文
十
九
年
）
十
二
月
五
日
付
明
眼
寺
・
阿
部
与
五
左
衛
門
宛
今
川
義
元
書
状
（
妙

源
寺
文
書
『
愛
』
10　
一
八
〇
九
号
）。
な
お
、
同
文
書
は
『
愛
知
県
史
』
な
ど
で
は

天
文
二
十
年
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
糟
谷
幸
裕
氏
（
大
石
前
掲
編
著　
天
文
十
九

年　
糟
谷
氏
執
筆
分
）
や
柴
裕
之
氏
（
黒
田
前
掲
編
著
所
収　
柴
裕
之
「
桶
狭
間
合

書
の
家
康
の
花
押
型
が
当
該
期
の
家
康
の
花
押
と
異
な
る
と
し
て
、
研
究
の
余
地
あ

り
と
し
て
い
る
。
同
文
書
で
永
見
氏
に
宛
が
わ
れ
た
智
鯉
鮒
（
池
鯉
鮒
）
郷
や
一
ツ

木
郷
は
後
に
刈
谷
城
主
と
な
っ
た
水
野
忠
重
が
治
め
て
い
る
土
地
で
あ
り
、
ま
た
、

近
世
の
刈
谷
藩
領
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
【
史
料
７
】
に
出
て
く
る
「
水
野
藤

九
郎
」
も
刈
谷
水
野
氏
の
水
野
藤
九
郎
で
あ
り
、
年
代
的
に
こ
の
水
野
藤
九
郎
は
信

近
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
永
禄
十
一
年
段
階
で
は
、
刈
谷
城
主
は
水
野
信
元
で
あ
り
、

刈
谷
水
野
氏
領
は
信
元
に
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
果
た
し

て
こ
の
時
期
に
徳
川
家
康
が
刈
谷
水
野
氏
領
を
宛
が
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
疑
問
で

あ
る
。

（
32
）�

松
島
氏
は
、【
史
料
４
】が
写
し
で
あ
る
こ
と
、 「
清
」と「
信
」の
く
ず
し
字
が
似
通
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
信
近
の
誤
写
で
あ
る
と
す
る（
松
島
前
掲
論
文　
二
五
頁
参
照
）。

（
33
）�

八
幡
八
幡
宮
奉
加
帳
写
（
古
案　
六
所
并
八
幡
書
簡
・
奉
加
帳　
『
愛
』
10　
九
一
六

号
）、「
老
葉
集
」
巻
首
（『
愛
』
10　
九
二
八
号
）、「
宗
長
手
記
」
大
永
二
年
五
月
条

ほ
か
、
大
永
五
年
二
月
付
楞
厳
寺
宛
水
野
和
泉
守
近
守
寄
進
状
（
楞
厳
寺
文
書
、『
愛
』

10　
九
九
八
号
）。

（
34
）�『
愛
知
県
史　
通
史
編
３　
中
世
２
・
織
豊
』
第
一
章
第
二
節　
五
七
頁
。

（
35
）�『
刈
谷
』で
は
、
守
忠
を
近
守
の
子
と
し
て
い
る（
同
書　
第
一
章
第
二
節　
四
一
頁
）。

小
川
雄
氏
は
近
守
と
守
忠
の
関
係
性
を
不
詳
と
し
つ
つ
も
、
守
忠
を
「
近
守
」
か
ら

「
守
」字
を
拝
領
し
た
世
代
の
庶
流
で
あ
る
と
し
て
い
る（
小
川
雄「
今
川
氏
の
三
河
・

尾
張
計
略
と
水
野
一
族
」（
戦
国
史
研
究
会
編
『
論
集　
戦
国
大
名
今
川
氏
』
岩
田
書

院
、
二
〇
二
〇
年
）
一
六
九
頁
）。

（
36
）�

天
文
十
四
年
三
月
十
五
日
付
明
眼
寺
宛
水
野
藤
九
郎
守
忠
寄
進
状（
妙
源
寺
文
書
、『
愛
』

10　
一
五
五
〇
号
）。

（
37
）�『
刈
谷
』
第
一
章
第
二
節　
四
三
頁
。

（
38
）�

小
川
前
掲
論
文　
一
七
〇
頁
。
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戦
の
性
格
」
二
九
九
頁
）
が
比
定
し
た
よ
う
に
天
文
十
九
年
の
も
の
で
あ
る
。

（
57
）�『
刈
谷
』
第
一
章
第
二
節　
七
四
頁
、『
愛
』
11　
七
号
な
ど
。

（
58
）�

横
山
前
掲
書　
一
八
八
頁
、
水
野
前
掲
論
文　
十
二
頁
、
小
川
前
掲
論
文
注
38
。
た

だ
し
、
小
川
氏
は
【
史
料
13
】
に
つ
い
て
、「
年
次
比
定
に
は
諸
説
が
あ
る
」
と
し
て

い
る
。

（
59
）�

永
禄
三
年
八
月
三
日
付
本
間
長
季
宛
今
川
氏
真
判
物
（『
静
岡
県
史
』
資
料
編　
中
世

三　
二
八
〇
九
号
）。

（
60
）�（
天
文
十
九
年
）
九
月
十
六
日
付
牧
野
保
成
宛
朝
比
奈
泰
能
書
状
写
（『
愛
』
10　

一
七
四
三
号　
「
松
平
奥
平
家
古
文
書
写
」）。
な
お
、
同
文
書
は
三
河
国
宝
飯
郡
に
あ

る
長
沢
城
を
牧
野
保
成
が
今
川
方
に
渡
す
と
い
う
内
容
だ
が
、
天
文
二
十
年
七
月
に

今
川
義
元
が
匂
坂
長
能
に
長
沢
城
在
番
を
命
じ
て
い
る
た
め
（『
愛
』
10　
一
七
九
一

号　
「
今
川
一
族
向
坂
家
譜
」）、
前
年
の
天
文
十
九
年
に
比
定
で
き
る
。
な
お
、
当
該

期
の
牧
野
氏
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
山
田
邦
明
『
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
ブ
ッ

ク
レ
ッ
ト
23　
戦
国
時
代
の
東
三
河
︱
牧
野
氏
と
戸
田
氏
︱
』（
あ
る
む
、
二
〇
一
四

年
）
三
九
～
五
七
頁
参
照
。

（
61
）�（
天
文
十
九
年
）
十
一
月
廿
九
日
付
魯
耕
鎮
誉
上
人
宛
太
原
崇
孚
・
朝
比
奈
泰
能
連
署

書
状
（『
岡
崎
市
資
料
叢
書　
大
樹
寺
文
書　
上
』　
一
二
七
号
）。
な
お
、「
高
白
斎

記
」
天
文
十
九
年
六
月
二
日
条
で
は
、「
二
日
甲
子
、
午
刻
御
前
様
御
死
去
、
申
ノ
刻

朝
奈（

マ
マ
）名

備
中
守
・
一
ノ
宮
出
羽
守
・
高
井
兵
庫
助
方
ヨ
リ
甲
府
高
白
宿
へ
申
遣
ス
」

と
あ
り
、
朝
比
奈
泰
能
が
備
中
守
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
高
白
斎
記
」

は
原
本
の
み
な
ら
ず
良
質
な
写
本
も
現
存
し
て
お
ら
ず
、
作
者
も
確
定
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
後
筆
な
ど
も
加
え
ら
れ
て
お
り
、
記
述
を
鵜
呑
み
に
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。

な
お
、「
高
白
斎
記
」
に
つ
い
て
は
、
柴
辻
俊
六
「『
高
白
斎
記
』
の
諸
問
題
」（
同
『
戦

国
期
武
田
氏
領
の
展
開
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年　
初
出
二
〇
二
〇
年
）、『
山
梨

県
史
』
史
料
編
６　
中
世
３
上
県
内
記
録　
解
説
「
甲
陽
日
記
（
高
白
斎
記
）」
三
～

六
頁　
参
照
。

（
62
）�

駒
澤
大
学
図
書
館
蔵
「
乗
安
寺
殿
法
語
」（『
戦
国
遺
文　

今
川
氏
編
』
第
五
巻　

二
七
五
二
号
）。

（
63
）�「
信
長
公
記
」
首
巻
。

（
64
）�

横
山
前
掲
書
で
は
、
同
文
書
の
下
限
を
天
文
二
十
一
年
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠

と
し
て
、
天
文
二
十
一
年
の
「
水
野
下
野
守
」
の
寺
領
寄
進
状
を
善
導
寺
に
与
え
て

お
り
、
水
野
十
郎
左
衛
門
が
天
文
二
十
一
年
に
は
下
野
守
に
任
官
し
て
い
る
こ
と
を

挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
横
山
氏
が
根
拠
と
し
た
善
導
寺
文
書
の
天
文
二
十
一
年
善

導
寺
宛
水
野
信
元
朱
印
状
写
は
、
本
文
に
は
「
信
元
」
と
の
み
あ
り
、「
下
野
守
」
と

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
前
書
部
分
に
は
「
水
野
下
野
守
殿
御
朱
印
之
写
」
と

あ
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
天
文
二
十
一
年
段
階
で
信
元
が
下
野
守
を
名
乗
っ
た
根

拠
に
は
な
り
え
な
い
。
よ
っ
て
横
山
氏
の
言
う
よ
う
に
、
同
文
書
の
下
限
を
天
文

二
十
一
年
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
65
）�

た
だ
し
、【
史
料
６
】
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
織
田
信
長
と
直
接
通
交
す
る
な
ど
刈
谷

水
野
氏
が
い
ま
だ
一
定
の
独
立
し
た
勢
力
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

（
66
）�（
弘
治
元
年
）
十
月
二
十
三
日
付
某
宛
今
川
義
元
書
状
（
江
川
文
庫
所
蔵
文
書　
『
愛
』

14　
補
一
九
八
号
）。

（
67
）�

天
文
十
九
年
十
二
月
朔
日
付
丹
羽
隼
人
佑
宛
今
川
義
元
判
物
（
里
見
忠
三
郎
氏
所
蔵

手
鑑
、『
愛
』
14　
補
一
七
九
号
）。

（
68
）�
村
岡
幹
生
「
新
出
の
今
川
氏
真
判
物
と
桶
狭
間
合
戦
前
後
の
高
橋
郡
」（『
豊
田
市
史

研
究
』
第
二
号
、
二
〇
一
一
年
）
七
頁
。

（
69
）�『
新
編　
三
好
町
誌　
本
文
編
』
第
二
章
第
一
節　
九
四
頁
。

（
70
）�

注
66
今
川
義
元
書
状
。

（
71
）�「
信
長
記
」
首
巻
、『
寛
永
伝
』
梶
川
一
秀
の
項
。

（
72
）�

天
文
十
九
年
九
月
二
十
七
日
付
亀
田
大
夫
宛
今
川
義
元
判
物
写（
勢
州
御
師
亀
田
文
書
、

『
愛
』
10　
一
七
四
六
号
）、「
信
長
記
」
首
巻
。

（
73
）�

注
29
今
川
氏
真
判
物
。
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臣
政
権
の
使
命
を
先
取
り
し
た
先
駆
的
な
法
令
と
評
価
し
た
。
そ
の
上
で
職
制

度
と
し
て
は
大
工
職
を
「
不
相
定
之
可
召
仕
」
と
し
、「
縁
次
第
」
に
職
人
を

雇
用
す
る
自
由
雇
用
制
度
を
寺
家
が
幕
府（
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
公
権
力
）

に
要
請
し
た
結
果
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
裁
許
の
例
を
三
例
掲
げ
る
。
京
都
北

野
社
、
尾
張
国
大
御
堂
寺
、
駿
河
国
広
厳
院
に
対
す
る
幕
府
、
水
野
氏
、
武
田

氏
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
定
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
〔
史
料
一
〕
が
含
ま
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

事
情
は
京
都
の
場
合
と
何
ら
異
な
ら
な
い
。
室
町
幕
府
と
京
都
の
寺
社
と

の
関
係
が
、
地
方
に
あ
っ
て
は
そ
の
ま
ま
戦
国
大
名
・
国
人
領
主
と
分

国
・
領
内
の
寺
社
と
の
関
係
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
大
工
職
に

基
づ
く
職
人
の
独
占
と
そ
れ
に
よ
る
職
人
︱
使
用
者
間
の
対
立
が
、
京
都

だ
け
で
な
く
、
ほ
ぼ
全
国
に
蔓
延
し
て
い
た
こ
と
も
こ
こ
に
明
ら
か
と
な

ろ
う（

５
）。

　
京
都
と
地
方
が
同
様
の
構
造
に
あ
る
こ
と
を
示
し
、「
召
仕
う
」か
ら「
雇
う
」

へ
、「
職
」
か
ら
「
縁
次
第
」
と
い
う
職
人
経
営
の
変
革
を
読
み
解
い
た
こ
と

は
重
要
で
、
戦
国
期
社
会
に
お
け
る
大
工
職
の
問
題
が
各
地
で
同
じ
レ
ベ
ル
で

展
開
さ
れ
、
解
決
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
た
だ
し
戦
国
大
名
は
、
皆
が
永
正
七
年
の
幕
府
法
に
照
ら
し
て
解
決
し
た
わ

け
で
は
な
く
、
地
域
の
領
主
と
し
て
独
自
に
裁
定
を
行
っ
て
い
る
。
問
題
の
起

点
や
解
決
に
至
る
契
機
は
、
大
工
の
独
立
に
伴
う
相
論
の
み
に
よ
っ
て
起
こ
っ

た
も
の
と
は
限
ら
ず
、
地
域
や
事
例
ご
と
に
異
な
る
背
景
が
あ
る
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。
特
に
〔
史
料
一
〕
の
大
御
堂
寺
の
場
合
、
永
禄
三
年
と
い
う
発

給
年
次
か
ら
思
い
浮
か
ぶ
の
は
桶
狭
間
の
戦
い
で
、
そ
の
影
響
を
想
定
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
文
書
発
給
の
前
後
お
よ
び
周

辺
の
政
治
動
向
と
照
ら
し
て
、
地
域
性
も
加
味
し
た
考
察
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
桜
井
氏
は
甲
斐
国
武
田
氏
領
の
広
厳
院
の
例
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
三
河
・

遠
江
・
駿
河
な
ど
の
今
川
・
武
田
氏
・
徳
川
氏
領
国
に
お
い
て
も
大
工
職
を
定

め
な
い
文
言
を
含
む
安
堵
状
の
発
給
事
例
が
あ
り（

６
）、『

静
岡
県
史　
通
史
編
』

に
も
指
摘
が
あ
る
。
当
該
の
笹
本
正
治
氏
担
当
箇
所
を
以
下
に
引
用
す
る
。

　
　

�

大
工
職
は
特
定
の
職
人
の
仕
事
独
占
権
で
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
定
め
る

と
職
人
側
の
権
利
が
強
く
な
り
、
仕
事
を
な
お
ざ
り
に
し
て
も
職
人
を
替

え
る
の
が
難
し
く
な
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
命
令
が
な
さ
れ
た
の
で
あ

る（
７
）。

　
笹
本
氏
は
、
大
工
職
を
定
め
る
こ
と
に
よ
る
職
人
の
仕
事
の
独
占
権
を
な
く

し
、
大
工
に
問
題
が
あ
っ
た
場
合
の
職
人
の
変
更
を
想
定
し
て
命
じ
た
も
の
と

し
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
次
第
に
職
人
が
自
立
し
て
主
張
を
強
め
、
戦
国
大

名
が
介
入
す
る
と
い
う
構
図
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
大
工
職
を
認
め
ら
れ
た
者

の
権
利
の
拡
大
や
職
人
の
自
立
は
、
寺
社
の
克
服
す
べ
き
課
題
で
あ
っ
た
と
す

る
。
こ
れ
は
自
治
体
史
の
通
史
編
で
、
紙
幅
の
関
係
な
ど
か
ら
要
点
の
み
の
指

摘
だ
と
思
わ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
三
河
︱
駿
河
に
か
け
て
改
め
て
検
討
し

て
い
き
た
い
。

　
そ
こ
で
以
下
の
各
章
で
は
、
次
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
こ
と
と
す
る
。
第
一

章
で
寺
社
付
き
大
工
な
ど
の
職
人
の
存
在
形
態
や
地
方
で
の
大
工
職
の
在
り
方

を
確
認
し
、第
二
章
で
は
大
工
職
を
定
め
な
い
と
す
る
文
言
に
つ
い
て
水
野
氏・

今
川
氏
・
武
田
氏
・
徳
川
氏
の
事
例
を
挙
げ
て
大
工
と
寺
社
の
間
に
実
際
に
起

こ
っ
て
い
た
諸
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
第
三
章
で
は
棟
札
を
素
材
と

し
て
職
人
が
大
工
職
を
求
め
る
意
義
を
考
察
す
る
。最
後
に
そ
れ
ら
を
総
合
し
、

寺
社
付
き
大
工
を
定
め
な
い
と
す
る
条
項
が
登
場
し
た
背
景
に
あ
る
寺
社
／
領

主
の
意
向
と
、
そ
れ
に
対
す
る
職
人
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

は
じ
め
に

　
戦
国
大
名
や
国
衆
な
ど
地
域
の
領
主
は
、
寺
社
の
求
め
に
応
じ
、
あ
る
い
は

寺
社
の
動
き
を
統
制
す
る
た
め
に
文
書
を
発
給
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
希
に
含

ま
れ
て
い
る
の
が
大
工
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
寺
社
付
き
の
大
工

ら
職
人
の
扱
い
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、大
ま
か
に
三
つ
の
内
容
に
分
類
さ
れ
る
。

　
①　
寺
社
付
き
職
人
に
対
す
る
役
の
免
除
。　
　
【
諸
役
免
除
】

　
②　
職
人
の
大
工
へ
の
登
用
。　
　
　
　
　
　
　
【
大
工
職
の
補
任
】

　
③　
対
象
の
寺
社
に
特
定
の
大
工
を
定
め
な
い
。【
大
工
職
の
撤
廃
】

　
右
の
う
ち
、
①
の
諸
役
免
除
や
②
の
〝
職
〟
の
補
任
は
、
職
人
に
限
ら
ず
寺

社
領
に
関
係
す
る
商
人
な
ど
に
対
し
て
も
認
め
ら
れ（

１
）、一

般
的
な
内
容
で
あ
る
。

一
方
③
は
、
②
と
は
真
逆
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
次
の
史
料
を
み
て

み
よ
う
。

〔
史
料
一
〕
水
野
信
元
黒
印
状（

２
）

　
　

�

大
御
堂
寺
大
工
之
儀
、
向
後
不
相
定
候
、
何
時
茂
御
造
作
之
時
者
、
何
之

番
匠
候
共
可
被
仰
遣
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
　
　
永
禄
参

　
　
　
　
　
　
九
月　
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
元
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
大
御
堂
寺

　
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
九
月
、
緒
川
水
野
家
の
当
主
で
、
こ
の
後
刈
谷
城

主
と
も
な
る
水
野
信
元
は
、
③
に
該
当
す
る
右
の
黒
印
状
を
知
多
郡
野
間
の
大

御
堂
寺
に
与
え
た
。
信
元
が
認
め
た
内
容
は
、
大
御
堂
寺
の
大
工
に
つ
い
て
今

後
は
定
め
な
い
こ
と
。
い
つ
で
も
造
作
の
時
は
、
ど
こ
の
（
ど
の
よ
う
な
）
番

匠
で
あ
っ
て
も
（
造
作
を
）
命
じ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
寺
社
領
へ
の
安
堵
状
の
多
く
は
寺
社
側
に
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
事
項
が
盛
り
込

ま
れ
、
代
わ
り
に
年
貢
や
必
要
な
役
の
負
担
・
納
入
さ
せ
、
勤
行
・
祈
祷
に
励

む
よ
う
に
命
じ
る
こ
と
が
多
い
。
寺
社
側
に
と
っ
て
は
、
関
係
の
あ
る
職
人
に

大
工
職
を
認
め
特
定
の
大
工
を
置
い
た
と
し
て
も
問
題
無
い
よ
う
に
思
う
。
し

か
し
、
あ
え
て
こ
の
内
容
・
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
背

景
と
し
て
大
工
を
定
め
な
い
こ
と
に
メ
リ
ッ
ト
や
何
ら
か
の
意
味
、
効
果
が
あ

る
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
大
工
職
に
関
す
る
研
究
史
を
み
る
と
、
大

工
職
の
安
堵
を
職
人
の
統
治
的
支
配
に
基
づ
く
職
人
支
配
で
は
な
く
職
人
雇
用

の
問
題
と
説
い
た
桜
井
英
治
氏（

３
）は

、
職
人
の
経
営
に
つ
い
て
探
る
論
考
の
中
で

〔
史
料
一
〕
を
扱
っ
て
い
る
。
以
下
に
論
旨
を
整
理
し
て
お
く
。

　
桜
井
氏
は
、
豊
臣
政
権
の
楽
座
令
と
並
行
し
て
施
行
さ
れ
た
寺
家
を
職
人
の

雇
主
へ
と
昇
華
し
て
い
く
政
策
の
施
行
過
程
に
お
い
て
、
大
工
職
の
成
立
と
座

の
関
係
を
考
証
さ
れ
た
脇
田
晴
子
氏
の
論（

４
）に

検
討
を
加
え
、
中
世
の
大
工
職
補

任
の
起
源
と
在
り
方
に
つ
い
て
そ
の
変
遷
を
示
し
た
。
そ
の
中
で
、
明
応
八
年

（
一
四
九
九
）
以
来
続
い
た
大
徳
寺
大
工
職
相
論
へ
の
決
着
と
し
て
幕
府
が
永

正
七
年
（
一
五
一
〇
）
に
施
行
し
た
大
工
職
補
任
に
関
す
る
法
令
は
、
幕
府
と

し
て
寺
家
の
「
縁
次
第
」
に
自
由
雇
用
体
制
の
創
出
を
目
指
し
た
も
の
で
、
豊

戦
国
期
の
大
工
と
地
域
社
会�

―�

水
野
信
元
黒
印
状
を
起
点
と
し
て�

―

�

山　
下　
智　
也
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今
川
氏
の
下
で
駿
東
郡
支
配
を
担
っ
た
葛
山
氏
元
の
朱
印
状
か
ら
、
今
川
氏

領
国
で
は
、
轆
轤
師
で
大
工
を
称
す
る
者
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）

（1
（

。
葛
山
氏

元
は
、
堀
内
轆
轤
師
が
材
料
と
な
る
木
を
取
る
際
、
ど
こ
の
給
人
の
と
こ
ろ
か

ら
で
も
木
を
取
る
こ
と
を
認
め
、
棟
別
・
点
役
・
臨
時
の
課
役
を
免
除
し
た
。

氏
元
は
さ
ら
に
「
并
号
大
工
上
者
、
於
有
急
用
者
、
脇
々
轆
轤
師
ニ
手
伝
之
儀

可
申
付
」
と
し
、
こ
れ
に
違
犯
す
る
者
が
あ
れ
ば
交
名
を
注
進
す
る
よ
う
命
じ

て
い
る
。
堀
内
轆
轤
師
の
某
四
郎
は
、
先
の
印
判
を
も
と
に
改
め
て
大
工
職
を

認
め
ら
れ
た
が
、
大
工
職
と
い
う
代
表
的
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
急
な
公
用

の
仕
事
が
舞
い
込
ん
で
き
た
際
に
は
、
周
辺
の
轆
轤
師
を
統
率
し
て
迅
速
な
対

応
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
臨
時
之
役
」
も
免
除
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
生
業
と
し
て
奉
公
す
る
轆
轤
仕
事
以
外
の
も
の
で
、
大
工

職
を
得
る
こ
と
は
則
ち
生
業
に
よ
り
公
に
従
事
し
、
そ
の
他
の
職
人
（
某
四
郎

の
場
合
、同
業
の
轆
轤
師
）
を
統
括
す
る
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
第
二
節　
大
工
職
の
特
権
と
収
入

　
職
人
は
、
領
主
や
寺
社
か
ら
大
工
職
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
特
権
を
得

る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
は
仕
事
の
独
占
権
で
、
領
主

や
寺
社
か
ら
請
け
負
う
仕
事
を
自
身
や
身
内
の
み
で
行
う
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
ま
た
、
職
に
伴
う
特
権
は
こ
の
他
に
も
存
在
す
る
。

　
研
究
史
で
は
、
中
河
大
工
の
五
郎
座
衛
門
尉
が
今
川
氏
真
か
ら
（
細
工
職
人

と
し
て
の
）
大
工
と
し
て
中
河
大
工
一
類
に
特
権
を
認
め
た
朱
印
状）

（1
（

を
例
に
、

駿
遠
両
国
諸
役
・
関
銭
等
の
免
除
を
受
け
る
代
わ
り
に
今
川
氏
へ
の
一
定
の
日

数
「
無
足
」
の
「
細
工
奉
公
」
を
義
務
付
け
て
い
た
こ
と
、
そ
の
日
数
以
上
に

は
作
料
が
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る）

（1
（

。
諸
役
免
除
は
主
に
領
主
か

ら
有
力
商
人
に
与
え
ら
れ
る
特
権
の
代
表
的
な
も
の
で
、
職
人
に
も
同
様
に
認

め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
こ
で
は
関
銭
免
除
に
よ
る
自
由
通
行
権
に
注

目
し
た
い
。遊
行
商
人
が
自
由
通
行
権
を
得
る
こ
と
は
大
変
重
要
で
あ
っ
た
が
、

細
工
職
人
に
は
な
ぜ
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
出
先
や
現
地
で
行
う

仕
事
の
内
容
を
考
え
て
み
る
と
、
細
工
品
の
納
入
や
最
後
の
仕
上
げ
、
建
具
へ

の
組
み
込
み
、
あ
る
い
は
修
繕
な
ど
の
ほ
か
、
細
工
職
人
が
商
人
的
性
格
を
兼

ね
て
制
作
し
た
細
工
品
を
売
り
歩
く
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
彼
ら
は
領

主
か
ら
細
工
奉
公
の
義
務
を
負
っ
た
が
、
指
示
さ
れ
た
現
場
ま
で
の
移
動
は
必

要
以
上
の
負
担
に
な
り
得
る
こ
と
か
ら
、
領
主
に
よ
る
配
慮
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る）

（1
（

。
こ
こ
で
の
自
由
通
行
権
は
、
出
先
で
の
作
業
や
販
売
に
伴
う
移
動
・

輸
送
に
起
因
す
る
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
大
工
は
特
権
を
与
え
ら
れ
る
代
わ
り
に
、
そ
の
職
能
に
従
っ
て
領
主
や
寺
社

に
奉
仕
す
る
義
務
を
帯
び
て
い
た
。
領
主
に
よ
っ
て
は
奉
仕
で
あ
っ
て
も
日
当

が
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）

11
（

が
、
あ
く
ま
で
日
雇
い
や
一
般
職
人
レ

ベ
ル
の
話
で
、
職
人
を
統
括
す
る
大
工
の
収
入
は
明
確
で
な
い
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
棟
札
や
造
営
の
記
録
な
ど
に
記
さ
れ
て
お
り
、
大
工
と
し
て
請
け
負
っ
た

仕
事
に
は
特
別
報
酬
が
存
在
す
る）

1（
（

。
例
え
ば
寺
社
の
造
営
で
は
、
一
つ
の
造
営

ご
と
に
祝
料
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
大
工
の
収
入
と
な
っ
て
い
た
。

　
そ
の
事
例
と
し
て
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
に
尾
張
国
津
島
神
社
が
正
遷
宮

を
行
っ
た
際
の
式
次
第
を
み
て
み
た
い
。
こ
こ
に
は
、
遷
宮
に
必
要
な
も
の
や

経
費
な
ど
が
書
き
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
大
工
の
報
酬
も
載
せ
ら
れ
て

い
る
。

〔
史
料
三
〕
津
島
牛
頭
天
王
遷
宮
次
第
写）

11
（

　
　
（
前
略
）

　
　
一
大
工
両
人
し
て
五
十
貫
取
候

第
一
章　
寺
社
の
造
営
・
修
造
と
大
工
職

　
第
一
節　
大
工
・
番
匠
の
編
成

　
寺
社
付
き
の
大
工
や
領
主
御
抱
え
の
御
用
職
人
に
は
大
工
職
が
与
え
ら
れ（

８
）、

そ
れ
が
特
権
を
示
す
徴
証
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
大
工
・
番
匠
の
存
在
形

態
は
様
々
で
あ
る
。ま
ず
は
大
寺
社
に
所
属
す
る
職
人
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　
相
模
国
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
は
、
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
の
戦
火
に
よ
り
焼

失（
９
）し

た
た
め
に
再
建
を
行
っ
た
際
、
北
条
氏
が
番
匠
衆
を
編
成
し
、
修
造
に
当

た
ら
せ
た
。
鶴
岡
八
幡
宮
の
供
僧
で
あ
っ
た
快
元
は
再
建
事
業
に
従
事
し
た
人

物
で
、再
建
の
記
録
を
「
快
元
僧
都
記
」
に
記
録
し
て
お
り）

（1
（

、内
容
か
ら
玉
縄
、

伊
豆
、
鎌
倉
、
奈
良
の
大
工
・
番
匠
計
四
十
人
が
番
編
成
さ
れ
、
各
々
に
割
り

当
て
ら
れ
た
箇
所
の
作
業
を
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

（（
（

。

　
こ
の
地
方
の
例
を
挙
げ
る
と
、
三
河
国
瀧
山
寺
（
現
岡
崎
市
）
が
特
定
の
大

工
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の
う
ち
藤
原
清
友
は
大
工
と
し
て
猿
投
社
の
造
営
に
も

携
わ
っ
て
い
た）

（1
（

。
本
稿
の
課
題
で
あ
る
寺
社
付
き
大
工
を
定
め
な
い
と
す
る
条

項
の
発
現
は
、
こ
の
よ
う
な
寺
社
付
き
大
工
の
存
在
が
前
提
と
な
る
。

　
そ
こ
で
、
戦
国
期
の
こ
の
地
域
で
の
寺
社
︱
大
工
の
所
属
関
係
に
つ
い
て
確

認
が
必
要
と
な
る
が
、
今
川
氏
領
に
つ
い
て
は
先
行
研
究）

（1
（

に
従
い
、
そ
れ
以
外

の
地
域
と
し
て
尾
張
・
三
河
に
つ
い
て
を
確
認
し
た
い
。
ま
ず
尾
張
国
曼
陀
羅

寺
（
現
江
南
市
）
に
関
す
る
次
の
史
料
を
み
て
み
よ
う
。

〔
史
料
二
〕
惣
衛
門
借
銭
状
写）

（1
（

　
　
　
借
用
申
祠
堂
銭
之
事

　
　
　
　
合
伍
貫
五
百
文
者

　
　

�

右
依
有
要
用
出
銭
伍
貫
五
百
文
借
用
申
処
実
正
也
、
但
此
御
料
足
者
、
利

分
祠
堂
之
御
法
之
こ
と
く
毎
年
十
月
廿
八
日
ニ
進
上
可
申
候
、
但
何
時
之

御
用
之
時
者
、
本
利
共
返
弁
可
申
候
、
若
無
沙
汰
候
ハ
ヽ
、
当
寺
之
大
工

処
を
質
物
ニ
入
申
候
、
即
祠
堂
可
有
御
取
候
、
仍
為
後
日
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
借
主
大
工

　
　
　
　
天
文
十
五
年
丙午
十
月
廿
八
日　
　
　
　

�

惣
衛
門
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
人
子
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
四
郎
（
花
押
影
）

　
　
　
曼
陀
羅
寺
祠
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
ま
い
る

　
こ
れ
は
天
文
十
五
年
（
一
五
四
六
）
十
月
二
十
八
日
、
大
工
の
惣
衛
門
が
曼

陀
羅
寺
に
祠
堂
銭
五
貫
五
百
文
を
借
用
し
た
証
文
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
質

入
れ
さ
れ
た
「
当
寺
大
工
処
」
で
、
曼
陀
羅
寺
領
内
に
は
借
主
で
あ
る
大
工
惣

衛
門
が
管
理
す
る
大
工
処
が
あ
り
、
造
営
・
修
造
の
際
に
は
、
惣
衛
門
以
下
の

職
人
が
こ
の
大
工
処
に
詰
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
惣
衛
門
は
何
ら
か
の
事

情
に
よ
り
金
銭
が
必
要
と
な
り
、
所
属
す
る
曼
陀
羅
寺
祠
堂
方
に
依
頼
し
て
大

工
所
を
質
に
入
れ
て
祠
堂
銭
を
借
用
し
た）

（1
（

。
寺
社
に
は
大
工
処
が
設
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
、
所
属
の
職
人
は
工
期
の
間
は
そ
こ
を
拠
点
と
し
て
造
営
・
修
造

を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
工
処
の
存
在
は
職
人
の
寺
社
へ
の
所
属
を
示
す

も
の
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
右
で
は
寺
社
へ
の
大
工
の
所
属
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
た
が
、
次
は
職
人
と

「
大
工
」・「
大
工
職
」
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

　
建
物
を
建
て
る
際
に
活
躍
す
る
職
人
・
工
人
と
し
て
は
、「
大
工
」・「
番
匠
」

の
ほ
か
、
大
工
を
補
佐
す
る
「
小
工
」・「
脇
大
工
」
な
ど
を
置
く
場
合
が
あ
る
。

他
に
は
「
鍛
冶
」・「
番
匠
」・「
細
工
」
ら
が
登
場
し
、
総
じ
て
「
諸
職
人
」
と

呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
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「
信
長
記
首
巻
」）

11
（

に
は
、山
口
父
子
の
離
反
に
よ
り
今
川
勢
が
鳴
海
城
に
入
っ

た
こ
と
で
「
智
多
郡
属
御
手
」
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
著
者
・
太
田
牛
一
の

認
識
と
し
て
鳴
海
城
は
知
多
郡
支
配
の
重
要
拠
点
と
捉
え
、
そ
こ
が
今
川
方
と

な
っ
た
こ
と
で
知
多
郡
の
支
配
権
を
失
っ
た
と
し
て
い
る）

11
（

。
鳴
海
城
は
知
多
半

島
の
付
け
根
に
当
た
り
、
周
辺
に
は
重
原
・
大
高
な
ど
水
野
氏
の
入
る
諸
城
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
知
多
郡
緒
川
を
中
心
と
す
る
水
野
氏
と
の
関
係
を
考
え
る

上
で
重
要
な
拠
点
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
、知
多
半
島
は
、元
々

佐
治
氏
と
渥
美
半
島
に
も
所
領
を
持
つ
戸
田
氏
で
勢
力
を
争
っ
て
い
た
地
域

で
、
そ
の
間
に
水
野
一
族
が
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た）

11
（

。
知
多
半
島
に
は
水
野

氏
や
そ
の
一
族
を
は
じ
め
と
し
た
在
地
領
主
が
お
り）

11
（

、
鳴
海
城
の
去
就
の
み
で

知
多
郡
全
体
の
趨
勢
は
判
断
で
き
な
い
。
鳴
海
を
含
め
た
こ
の
地
域
は
国
郡
、

そ
し
て
領
国
の
境
目
と
し
て
戦
乱
の
起
こ
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
寺
社

や
領
民
は
領
主
の
動
向
を
注
視
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
大
御
堂
寺
は
、
水
野
氏

の
惣
領
で
あ
る
信
元
を
頼
ん
で
大
工
職
の
件
を
願
い
出
た
の
で
あ
ろ
う）

1（
（

。

　
こ
の
後
、
松
平
元
康
は
織
田
信
長
と
同
盟
を
組
む
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ま

で
は
桶
狭
間
の
戦
い
以
前
か
ら
織
田
・
今
川
両
氏
の
領
国
の
境
目
と
し
て
石
瀬

川
の
戦
い
な
ど
で
対
陣
し
て
い
た
織
田
方
の
水
野
信
元
と
は
緊
張
関
係
が
続
い

て
い
た
。
永
禄
三
年
八
月
一
日
付
で
元
康
か
ら
石
瀬
で
の
戦
い
に
参
陣
し
た
人

物
へ
感
状）

11
（

が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
七
月
頃
ま
で
松
平
︱
水
野
氏
間
で
戦
闘
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
そ
の
た
め
大
御
堂
寺
の
あ
る
野
間
と
緒
川
は
距
離
が

離
れ
て
い
る
も
の
の
、
黒
印
状
の
発
給
は
、
時
期
か
ら
し
て
桶
狭
間
の
戦
い
や

松
平
氏
と
の
戦
い
の
後
、地
域
の
領
主
と
し
て
存
立
を
保
っ
た
水
野
氏
の
惣
領・

信
元
へ
の
依
頼
に
よ
る
認
可
と
考
え
ら
れ
、
戦
乱
後
の
対
応
の
中
に
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
う
し
た
戦
乱
後
の
対
応
に
伴
う
大
工
職
の
安
堵
に
つ
い
て
は
、
や
や
下
っ

て
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）、
尾
張
国
津
島
神
社
に
関
す
る
次
の
史
料
を
確
認

し
た
い
。

〔
史
料
五
〕
織
田
信
忠
判
物）

11
（

�

　
　

�

津
島
天
王
葺
師
大
工
之
事
、
香
取
一
揆
雖
為
持
分
、
今
度
退
散
之
上
、
熱

田
葺
師
与
三
左
衛
門
尉
相
続
之
旨
、
不
可
有
相
違
者
也
、
仍
状
如
件
、

　
　
　
　
天
正
三

　
　
　
　
　
　
四
月　
日　
　
　
　
　
　
　
　
信
忠
（
花
押
型
印
）

　
　
　
　
　
　
　
埴
原
加（

常
安
）賀守

殿

　
こ
れ
は
、
織
田
信
忠
が
、
家
臣
の
埴
原
常
安
に
津
島
の
葺
師
大
工
の
跡
職
に

つ
い
て
伝
え
た
判
物
で
あ
る
。
前
年
の
七
～
九
月
は
、
織
田
氏
が
長
島
一
向
一

揆
の
鎮
圧
を
行
っ
た
時
期
に
あ
た
り
、
津
島
神
社
の
葺
師
大
工
職
は
元
々
伊
勢

の
香
取
一
揆
の
持
分
で
あ
っ
た
が
、
長
島
一
向
一
揆
の
解
体
に
伴
い
退
散
し

た
。
そ
の
た
め
信
忠
は
、
戦
後
の
対
応
と
し
て
、
空
席
と
な
っ
た
津
島
神
社
の

葺
師
大
工
職
を
熱
田
の
葺
師
与
三
左
衛
門
尉
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
を
、
埴
原
常

安
に
伝
え
て
い
る
。
こ
の
内
容
が
、
信
長
で
は
な
く
嫡
男
・
信
忠
か
ら
発
給
さ

れ
て
い
る
が
、
信
忠
は
天
正
三
年
十
一
月
に
織
田
家
の
家
督
を
継
ぐ
ほ
か
、
長

島
一
向
一
揆
攻
め
に
お
い
て
は
市
江
口
の
大
将
と
な
り
、
長
篠
の
戦
い
後
の
岩

村
城
攻
め
で
は
総
大
将
を
務
め
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
信
忠

は
、
元
亀
四
年
に
元
服
し
て
以
降
、
織
田
家
の
次
期
当
主
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
主
に
本
国
尾
張
に
関
す
る
裁
定
や
軍
事
面
で
の
統
制
を
徐
々
に
任
せ
ら
れ

て
い
た）
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こ
と
か
ら
、
信
忠
が
命
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
花
押
型
印
が
使
用
さ
れ

て
い
る
の
は
、
長
篠
の
戦
い
な
ど
に
向
け
て
時
間
や
居
所
な
ど
行
動
上
の
制
約

が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ひ
と
た
び
戦
乱
が
起
こ
れ
ば
戦
火
に
よ
る
被
害
や
領
主
交
代
の
可
能
性
が
あ

り
、
戦
後
に
改
め
て
権
利
関
係
を
確
認
し
安
堵
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ

　
　
一
ふ（

葺
師
）

き
し
卅
貫
取
候

　
　
一
久
六
大
夫
・
藤
三
郎
大
夫
、
是
も
五
貫
ツ
ヽ
取
候

　
　
（
中
略
）

　
　
一�

か
り
殿
之
事
、
大
工
取
候
を
神
主
か
た
へ
こ
い
候
て
、
弐
貫
文
之
礼
出

し
候
、
前
々
よ
り
此
分
候

　
　
（
後
略
）

　
大
工
両
人
に
五
十
貫
文
が
支
払
わ
れ
、
葺
師
に
も
三
十
貫
文
の
報
酬
が
与
え

ら
れ
た
。
久
六
大
夫
と
藤
三
郎
大
夫
に
つ
い
て
は
、「
是
も
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
前
の
箇
条
に
連
な
る
条
文
と
し
て
職
人
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
大
工
・
葺
師
よ

り
取
分
は
減
じ
て
五
貫
文
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
大
工
も
し
く
は
番
匠

ク
ラ
ス
で
あ
ろ
う
。
後
北
条
氏
領
国
に
お
け
る
職
人
の
日
当
は
五
〇
文
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る）
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が
、
五
貫
は
五
〇
〇
〇
文
な
の
で
、
五
〇
文
で
除
す
る
と
、

大
工
に
は
一
度
の
遷
宮
で
日
雇
い
職
人
給
の
一
〇
〇
日
分
が
与
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
仮
殿
の
大
工
の
取
分
に
つ
い
て
も
神
主
に
請
わ
れ
て
お

り
、
以
前
の
通
り
で
二
十
貫
文
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
職
人
が
大
工
に
な
る
こ
と
は
、
則
ち
特
権
に
加
え
特
別
報
酬
を

得
ら
れ
る
立
場
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
職
人
が
領
主

か
ら
新
規
に
大
工
職
に
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
領
主
の
求
め
る
課
題
・
要
望

に
応
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。

〔
史
料
四
〕
徳
川
家
康
判
物）
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（（

徳
川
家
康
）

花
押
）�

　
　

�

菅
沼
常（

定
仙
）

陸
介
・
同
半
五
郎
知
行
之
境
目
ニ
鉛
有
之
云
々
、
然
者
諸
役
一
切

為
不
入
令
免
許
畢
、
若
亦
於
分
国
中
銀
鉛
出
来
者
、
大
工
職
両
人
ニ
申
付

所
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
元
亀
弐
未辛
年

　
　
　
　
　
　
九
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
野
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
昌
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
三
郎
左
衛
門
尉
殿

　
こ
れ
は
、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
九
月
三
日
、
徳
川
家
康
が
鉛
が
検
出
さ

れ
た
と
い
う
地
を
不
入
と
し
、
高
野
山
仙
昌
院
と
小
林
三
郎
左
衛
門
尉
に
対
し

て
条
件
付
き
で
大
工
職
安
堵
を
約
束
し
た
判
物
で
あ
る
。
田
峰
菅
沼
氏
は
元
々

今
川
氏
の
被
官
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
定
仙
は
徳
川
氏
に
仕
え
て
い
た
。
家
康

は
、
定
仙
と
半
五
郎
の
知
行
の
境
目
で
鉛
が
採
れ
る
と
聞
き
、
こ
こ
を
不
入
と

し
て
諸
役
を
免
除
し
た）
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。
さ
ら
に
分
国
中
で
銀
や
鉛
採
取
の
成
果
が
得
ら
れ
れ

ば
、
仙
昌
院
と
小
林
三
郎
左
衛
門
尉
に
大
工
職
に
申
付
け
る
と
し
て
い
る
。
小

林
三
郎
左
衛
門
尉
の
素
性
は
わ
か
ら
な
い
が
、
金
工
職
人
か
も
し
く
は
そ
の
雇

い
主
で
あ
る
在
地
領
主
で
あ
ろ
う
。
ま
た
仙
昌
院
は
、
鋳
物
師
や
採
掘
技
術
者

な
ど
の
銀
・
鉛
調
達
・
加
工
に
携
わ
る
職
人
を
抱
え
て
い
た
寺
家
と
考
え
ら
れ

る
。
彼
ら
が
新
規
に
大
工
職
を
認
め
ら
れ
徳
川
氏
の
御
用
職
人
と
な
る
た
め
に

は
、
銀
・
鉛
の
採
取
・
献
納
と
い
っ
た
成
果
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

第
二
章　
安
堵
状
と
大
工
職
固
定
化
に
よ
る
諸
問
題

　
第
一
節　
水
野
信
元
黒
印
状
発
給
の
背
景
と
戦
後
対
応

　
改
め
て
〔
史
料
一
〕
は
永
禄
三
年
九
月
付
け
で
、
桶
狭
間
の
戦
い
の
後
に
発

給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
桶
狭
間
の
戦
い
の
頃
の
水
野
氏
領
は
、
岡
部
元
信
に

よ
り
刈
谷
城
の
水
野
藤
九
郎
が
討
ち
捕
ら
れ
、
城
内
は
悉
く
放
火
さ
れ
た）

11
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。
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一�

衆
徒
中
同
寺
□
□
坊
領
名
田
之
内
、
借
状
尓
書
入
、
或
離
山
、
或
死
去
、

無
弟
子
無
子
退
転
之
已
後
、
無
由
緒
坊
跡
百
姓
之
名
田
等
相
拘
事
、
一

切
可
停
止
之
事

　
　
一
雲
谷
岩
崎
百
姓
退
転
之
時
者
、
名
田
跡
職
従
寺
可
被
相
計
事

　
　
一
番
匠
大
工
如
前
々
不
可
相
定
之
事

　
　
右
条
々
、
領
掌
畢
、
永
不
可
有
相
違
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
永
禄
四
辛酉
年

　
　
　
　
　
　
三
月
晦
日

　
　
　
　
　
　
　
日
蔵
院

　
三
河
・
遠
江
の
国
境
に
位
置
す
る
梧
桐
岡
院
（
現
豊
橋
市
普
門
寺
）
の
日
蔵

院）
11
（

に
宛
て
た
も
の
で
、
署
名
部
分
に
記
載
は
な
い
が
、
上
書
に
「
御
朱
印
う
つ

し
氏
真
」
と
あ
っ
て
、
今
川
氏
真
に
よ
る
も
の
と
が
わ
か
る
。
内
容
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。〈
第
一
条
〉
雲
谷
堤
下
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
三
河
の
奉
行
人
に

尋
ね
た
が
、未
だ
に
決
着
し
て
い
な
い
の
で
、再
度
取
り
調
べ
て
命
じ
る
。〈
第

二
条
〉
天
沢
寺
殿
（
今
川
義
元
）
の
下
知
に
よ
り
、西
谷
本
堂
を
「
梧
岡
院
」（
東

谷）
11
（

）
へ
引
越
す
よ
う
命
じ
た
が
、
現
在
ま
で
先
延
ば
し
に
な
っ
て
い
る
の
は
身

勝
手
な
行
い
で
あ
る
。
す
ぐ
に
引
っ
越
す
よ
う
に
。〈
第
三
条
〉
衆
徒
中
で
宿

坊
領
の
名
田
を
借
状
に
書
き
入
れ
た
り
、
離
山
や
死
去
、
弟
子
や
子
も
お
ら
ず

退
転
し
た
後
は
、
日
蔵
院
に
は
由
緒
の
無
い
坊
跡
や
百
姓
の
名
田
を
日
蔵
院
領

と
し
て
抱
え
込
む
こ
と
は
禁
止
す
る
。〈
第
四
条
〉
雲
谷
や
岩
崎
の
百
姓
が
退

転
し
て
し
ま
っ
た
と
き
は
、
名
田
跡
職
は
寺
（
本
寺
で
あ
る
「
梧
岡
院
」）
が

取
り
決
め
る
こ
と
。〈
第
五
条
〉
番
匠
大
工
は
以
前
の
通
り
、
定
め
な
い
こ
と
。

以
上
の
五
箇
条
で
あ
る
。「
如
前
々
」
と
あ
っ
て
、
寺
付
き
の
大
工
を
定
め
な

い
こ
と
は
、
永
禄
四
年
以
前
か
ら
の
取
り
決
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
、〔
史
料
六
〕
に
は
関
連
史
料
が
あ
り
、
普
門
寺
文
書
に
は
次
の
同
日

付
け
日
蔵
院
宛
て
の
今
川
氏
真
朱
印
状
が
残
存
し
て
い
る
。

〔
史
料
七
〕
今
川
氏
真
判
物）

1（
（

�

　
　
　
　
参
河
国
渥
美
郡
船（

普
門
寺
）形山

寺
領
等
之
事

　
　
一�

寺
領
内
棟
別
・
毎
年
両
度
之
用
脚
・
門
前
諸
役
等
、
如
前
々
為
不
入
令

免
許
之
事

　
　
一�

四
至
境
山
林
等
、
従
往
古
被
成
敗
仕
来
云
々
、
向
後
共
可
任
其
儀
事

　
　
一�

寺
領
雲
谷
之
内
、
前
々
境
被
相
定
寺
領
尓
落
着
之
内
、
於
向
後
若
新
田

雖
令
出
来
、
如
先
判
本
増
共
可
令
寄
附
事

　
　
右
条
々
、
任
天（

今
川
義
元
）

沢
寺
殿
判
形
之
旨
、
永
不
可
有
相
違
之
状
如
件
、

　
　
　
永
禄
四
辛酉
年

　
　
　
　
　
　
　
三
月
晦
日　
　
　
　
　
　
　
氏
真
（
花
押
）

　
　
　
　
　
日
蔵
院

　
同
日
付
な
が
ら
一
方
が
写
で
、
こ
ち
ら
は
正
本
で
あ
る
。
訴
訟
に
関
す
る
記

載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、〔
史
料
六
〕
の
正
本
は
証
拠
証
文
な
ど
と
し
て
提
出
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ〔
史
料
六
〕は
写
の
み
伝
来
し
た
の
か
は
不
明
だ
が
、

こ
れ
ら
が
二
通
に
書
き
分
け
ら
れ
た
理
由
は
〔
史
料
七
〕
の
み
に
「
任
天
沢
寺

殿
判
形
之
旨
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
白
で
、〔
史
料
七
〕
は
過
去
に
今
川
義
元

か
ら
判
物
が
発
給
さ
れ
た
内
容）
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を
追
認
す
る
か
た
ち
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。〔
史
料
六
〕
は
、
以
前
か
ら
の
内
容
は
含
ま
れ
て
い
て
も
、
未
決
・
慣
習

と
な
っ
て
い
た
も
の
や
新
規
の
取
り
決
め
の
た
め
、
別
の
文
書
に
し
て
発
給
し

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
大
工
を
定
め
置
か
な
い
こ
と
は
先
述
の
通

り
以
前
か
ら
決
め
ら
れ
て
い
た
事
柄
だ
が
、
今
川
氏
か
ら
判
物
・
朱
印
状
な
ど

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
事
項
で
は
な
く
、口
頭
で
の
指
示
な
ど
に
留
ま
る
も
の
、

あ
る
い
は
慣
習
的
に
認
知
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
は
第
二
条
に
関

係
す
る
も
の
で
、
氏
真
は
、
義
元
の
頃
か
ら
話
の
あ
っ
た
本
堂
の
移
転
の
話
が

の
た
め
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
地
域
や
周
辺
の
寺
社
は
、
新
領
主
、
も
し
く
は

そ
の
ま
ま
存
立
す
る
こ
と
の
で
き
た
領
主
に
安
堵
を
願
い
出
る
た
め
情
報
収
集

に
努
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
桶
狭
間
の
戦
い
で
当
主
義
元
を
失
っ
た
今
川

氏
が
、東
三
河・
遠
江
の
寺
社
に
行
っ
た
安
堵
も
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　
第
二
節　
桶
狭
間
の
戦
い
後
の
今
川
氏
と
寺
社
付
き
職
人

　
桶
狭
間
の
戦
い
で
の
敗
戦
と
松
平
氏
の
離
反
に
よ
り
、
今
川
氏
領
国
は
東
に

後
退
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
に
領
国
の
境
目
地
域
と
な
っ
た
東
三
河
の
寺

社
は
不
安
を
抱
き
、
こ
れ
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
た
所
領
や
権
利
を
改
め
て
安
堵

し
て
も
ら
う
べ
く
、
今
川
氏
に
願
い
出
て
い
る
。
氏
真
も
そ
う
し
た
状
況
を
ふ

ま
え
て
、
今
川
氏
か
ら
の
離
反
を
防
ぐ
べ
く
継
目
の
安
堵
を
行
っ
た
。
そ
の
結

果
、
三
河
・
遠
江
に
は
多
く
の
安
堵
状
が
発
給
さ
れ
、
伝
存
し
て
い
る
。
そ
の

安
堵
状
に
は
、「
任
天
沢
寺
殿
御
判
形
」「
任
先
判
」
な
ど
の
文
言
を
含
ん
で
い

る
こ
と
が
多
く
、
氏
真
は
、
義
元
や
そ
れ
以
前
か
ら
安
堵
し
て
い
た
内
容
を
追

認
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
頃
今
川
氏
が
発
給
し
た
安
堵

状
の
中
で
、寺
付
き
大
工
職
に
関
す
る
規
定
を
含
む
史
料
の
検
討
を
行
い
た
い
。

　
ま
ず
、〔
史
料
一
〕
に
年
代
の
近
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
約
二
か
月
後
の
永

禄
三
年
十
一
月
十
三
日
、
財
賀
寺
（
現
豊
川
市
）
に
寺
領
等
を
安
堵
し
た
今
川

氏
真
の
判
物）
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が
あ
る
。
内
容
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
こ
こ
で
は
十
箇
条
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、氏
真
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
「
領
掌
」

し
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
川
義
元
死
後
の
寺
領
の
再
安
堵
に
あ
た
っ

て
財
賀
寺
が
今
川
氏
に
要
求
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
結
果
と
し
て
発
給
さ
れ

た
も
の
と
わ
か
る）

11
（

。
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。〈
第
一
条
〉
財
賀
寺
と
そ

れ
に
連
な
る
七
社
に
各
地
か
ら
寄
進
さ
れ
る
諸
供
僧
田
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
段

銭
・
諸
役
を
賦
課
し
な
い
。〈
第
二
条
〉
各
地
か
ら
寄
附
さ
れ
た
油
田
・
仏
供

田
に
問
題
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。〈
第
三
条
〉
祠
堂
物
の
徴
収
や
徳
政
、
銭

の
要
求
な
ど
の
沙
汰
を
し
な
い
。〈
第
四
条
〉
以
前
の
通
り
、
萩
郷
、
千
両
郷
、

大
代
山
へ
人
夫
を
入
れ
て
薪
を
取
る
こ
と
。〈
第
五
条
〉
諸
大
工
を
定
め
な
い

こ
と
。〈
第
六
条
〉
筏
役
に
つ
い
て
、
寺
領
内
の
各
所
を
通
過
す
る
際
、
関
銭・

津
料
は
以
前
の
通
り
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。〈
第
七
条
〉
深
山
・
野
山
の
竹
木

を
む
や
み
に
切
り
取
っ
て
は
い
け
な
い
。〈
第
八
条
〉八
幡
供
僧・
国
分
寺
供
僧・

七
仏
供
僧
・
一
宮
供
僧
・
惣
社
供
僧
・
稲
束
・
平
尾
・
山
王
供
僧
等
に
つ
い
て

は
、
目
録
を
別
紙
で
作
成
し
、
印
判
を
加
え
た
。〈
第
九
条
〉
供
僧
年
貢
は
米

二
十
九
石
八
斗
余
で
、
代
物
は
二
十
貫
九
百
文
余
で
あ
る
。〈
第
十
条
〉
開
発

地
の
棟
別
諸
公
事・
臨
時
の
課
役
等
は
、不
入
と
し
て
先
例
通
り
免
除
と
す
る
。

氏
真
は
こ
れ
ら
を
認
め
る
条
件
と
し
て
、
今
後
の
増
分
に
つ
い
て
披
露
す
る
こ

と
と
、
祈
願
所
と
し
て
勤
行
を
怠
ら
な
い
よ
う
命
じ
て
い
る
。

　
さ
て
、
問
題
と
な
る
寺
付
き
大
工
に
関
す
る
規
定
は
、
第
五
条
に
載
せ
ら
れ

て
い
る
。
諸
大
工
を
定
め
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、「
諸
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、寺
の
造
作・
修
造
に
関
係
す
る
多
業
種
の
職
人
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

第
六
条
の
筏
役
の
関
銭
・
津
料
免
除
も
寺
社
の
修
造
に
必
要
な
材
木
の
輸
送
分

で
、造
営・
修
造
に
係
る
経
費
の
負
担
軽
減
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
次
の
史
料
は
、
翌
年
三
月
晦
日
に
今
川
氏
真
が
発
給
し
た
寺
領
安
堵
状
で
あ

る
。

〔
史
料
六
〕
今
川
氏
真
朱
印
状
写）

11
（

�

　
　
一�
雲
谷
之
内
堤（

渥
美
郡
）下訴

訟
之
事
、
参
州
奉
行
人
尓
雖
相
尋
、
未
落
着
之
間
、

重
而
相
尋
可
申
付
事

　
　
一�

天
沢

（
今
川
義
元
）寺

殿
以
下
知
、
西
谷
本
堂
梧
岡
院
江
可
引
越
之
旨
雖
被
申
付
、
于

今
延
引
之
由
自
由
之
至
也
、
只
今
可
被
引
之
事
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諸
細
工
人
可
為
檀
那
計
」
と
し
て
、
神
主
や
檀
那
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
職
人
に

依
頼
す
る
こ
と
を
認
め
た）

11
（

。今
川
氏
領
国
に
お
け
る
寺
社
の
造
営・
修
造
で
は
、

受
注
者
で
あ
る
職
人
側
の
論
理
で
は
な
く
、
発
注
者
で
あ
る
寺
社
や
出
資
者
の

希
望
に
よ
っ
て
請
負
先
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
節　
徳
川
家
・
武
田
家
と
寺
社
付
き
の
職
人

　
今
川
氏
領
国
は
、
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
の
氏
真
の
掛
川
城
開
城
を

契
機
と
し
て
、
徳
川
氏
や
武
田
氏
が
そ
の
所
領
を
獲
得
し
た
。
元
亀
二
年

（
一
五
七
一
）
頃
ま
で
に
、
駿
河
・
遠
江
両
国
と
東
三
河
を
め
ぐ
る
抗
争
が
お

お
よ
そ
終
り
を
み
て
、所
領
と
統
治
の
関
係
が
確
定
し
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、

大
工
を
は
じ
め
と
し
た
諸
職
人
の
関
係
に
つ
い
て
も
元
亀
・
天
正
年
間
に
新
領

主
と
な
っ
た
徳
川
氏
・
武
田
氏
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
武
田
氏
は
、
永
禄
十
三
年
に
駿
河
国
を
治
め
て
以
降
、
駿
府
の
今
川
氏
館
を

廃
し
、
江
尻
城
を
築
い
て
穴
山
氏
を
入
れ
、
在
地
の
掌
握
に
努
め
た
。
寺
社
領

の
安
堵
や
定
・
掟
書
の
発
給
な
ど
領
主
権
を
伴
う
も
の
に
つ
い
て
は
武
田
家
か

ら
朱
印
状
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、
元
亀
二
年
に
は
静
岡
浅

間
社
の
新
宮
大
夫
に
朱
印
状
で
定
書）

1（
（

が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
次
の
条

文
が
あ
る
。

　
　
一�

為
社
頭
造
営
番
匠
之
細
工
等
、
可
為
如
前
々
、
但
於
作
料
者
半
分
受
用

事

　
武
田
氏
は
こ
の
条
文
で
、
社
頭
の
造
営
で
行
う
番
匠
の
細
工
は
以
前
の
通
り

に
す
る
よ
う
定
め
た
。
以
前
の
状
態
は
不
明
だ
が
、
但
書
に
よ
り
、
細
工
職
人

給
を
半
額
し
て
雇
い
入
れ
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

　
武
田
信
玄
が
元
亀
四
年
四
月
十
二
日
に
病
没
し
、
そ
の
跡
を
継
い
だ
勝
頼
が

当
主
と
な
っ
た
。
表
向
き
は
信
玄
の
死
を
公
表
せ
ず
信
玄
を
当
主
と
す
る
体
制

が
続
い
て
い
た
が
、
天
正
元
年
十
二
月
二
十
六
日
、
駿
河
国
本
門
寺
（
現
富
士

宮
市
）
に
対
し
て
、
既
に
勝
頼
が
直
接
判
物）

11
（

に
て
定
書
を
与
え
て
い
る
。
こ
の

判
物
で
は
、日
代
門
下
の
仏
法
を
疎
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と〈
第
一
条
〉、

門
前
家
屋
十
軒
分
の
諸
役
免
除
〈
第
二
条
〉、
寺
中
殺
生
禁
断
〈
第
三
条
〉、
山

林
の
竹
木
伐
採
の
禁
止〈
第
五
条
〉を
定
め
る
と
と
も
に
、「
一
寺
家
修
造
之
時
、

鍛
冶
・
番
匠
等
之
大
工
職
、
一
切
不
可
被
相
定
之
事
」〈
第
四
条
〉
と
あ
っ
て
、

修
造
の
時
に
鍛
冶
・
番
匠
等
の
大
工
は
一
切
定
め
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
本

門
寺
の
場
合
は
、
こ
れ
が
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
か
は
不
明
だ
が
、

古
刹
で
あ
る
だ
け
に
、
以
前
か
ら
大
工
職
相
論
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い

だ
ろ
う
。

　
天
正
四
年
四
月
十
二
日
に
富
士
郡
の
妙
蓮
寺
宛
て
の
朱
印
状）

11
（

に
は
、
大
工
を

定
め
な
い
と
す
る
理
由
が
わ
ず
か
な
が
ら
文
言
に
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
定
書

の
形
式
で
、
棟
別
銭
や
普
請
役
の
免
許
〈
第
一
条
〉、
山
林
竹
木
の
切
取
や
濫

妨
狼
藉
の
禁
止
〈
第
二
条
〉
が
定
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
次
の
箇
条
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
る
。

　
　
一�

縦
自
旧
規
雖
命
寺
中
之
大
工
職
勤
仕
、
寺
家
造
営
之
細
工
令
疎
略
者
、

以
自
余
之
番
匠
可
被
修
造
之
事

　
こ
の
第
三
条
で
は
、
た
と
え
旧
規
に
則
り
職
人
が
寺
中
で
大
工
職
に
勤
仕
し

て
い
た
と
し
て
も
、
寺
家
の
造
営
細
工
を
疎
略
に
す
る
な
ら
ば
、
他
の
番
匠
を

充
て
て
修
造
す
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
。
本
来
大
工
職
と
し
て
行
う
造
営
事
業

に
疎
略
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
行
い
を
す
る
可
能
性
が
あ
っ

た
た
め
、
寺
家
が
領
主
に
依
頼
し
て
記
載
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
徳
川
氏
は
、
今
川
・
武
田
氏
の
旧
領
で
あ
る
遠
江
・
駿
河
国
で
大
工
職

の
安
堵
を
行
っ
て
い
る
。
天
正
八
年
三
月
三
日
に
は
旧
来
通
り
、
五
郎
太
郎
に

延
引
し
て
進
ん
で
い
な
い
件
を
ふ
ま
え
、
ど
の
よ
う
な
番
匠
大
工
で
も
受
け
入

れ
て
、
移
転
を
急
が
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
義
元
期
に
遡
っ
て
弘
治
三

年
（
一
五
五
七
）
十
二
月
十
四
日
付
の
日
蔵
院
宛
義
元
判
物）

11
（

で
は
、
護
摩
田
・

経
田
の
ほ
か
「
番
匠
免
」
が
安
堵
さ
れ
て
お
り
、
免
田
を
持
つ
所
属
の
番
匠
が

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
に
何
ら
か
の
原
因
・
問
題
が
あ
っ
て
、
代
表
た
る

大
工
を
定
め
な
い
と
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
今
川
氏
領
国
に
お
い
て
、大
工
職
を
定
め
な
い
理
由
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

永
禄
六
年
に
今
川
氏
真
か
ら
遠
江
国
鷲
津
本
興
寺
（
現
湖
西
市
）
に
与
え
ら
れ

た
寺
法
に
は
、「
番
匠
法
橋
雖
為
何
方
大
工
、作
料
次
第
雇
之
可
召
仕）

11
（

」
と
あ
っ

て
、
番
匠
法
橋
な
る
人
物
に
対
し
何
方
の
大
工
で
あ
ろ
う
と
も
作
料
次
第
に
雇

い
、
召
仕
う
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
法
橋
と
は
僧
侶
に
準
じ
て
、
医
師
や
絵

師
、
連
歌
師
な
ど
に
与
え
ら
れ
た
称
号）

11
（

で
、
こ
の
場
合
は
番
匠
に
与
え
ら
れ
た

称
号
と
な
り
、「
番
匠
法
橋
」
と
称
さ
れ
た
特
定
の
人
物
を
指
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る）

11
（

。

　
ど
の
よ
う
な
大
工
・
番
匠
で
も
受
け
入
れ
さ
せ
る
と
い
う
方
針
は
、
他
の
寺

社
に
対
し
て
も
見
ら
れ
る
。

〔
史
料
八
〕
今
川
氏
真
朱
印
状）

11
（

�

　

�　
（
印
「
如
律
令
」）

　
　
就
当
寺
修
造
至
時
被
申
付
番
匠
事

　
　

�

右
、為
檀
那
作
料
合
力
之
輩
於
有
之
者
、雖
為
他
国
之
番
匠
不
可
有
相
違
、

縦
当
国
大
工
、
以
自
余
之
例
雖
及
異
儀
、
不
可
許
容
、
兼
又
当
寺
中
竹
木

見
伐
事
、堅
停
止
之
、於
非
分
之
族
者
注
進
之
上
可
加
下
知
者
也
、仍
如
件
、

　
　
　
　
永
禄
七
年

　
　
　
　
　
　
　
六
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　
妙
覚
寺

　
こ
れ
は
永
禄
七
年
に
妙
覚
寺
（
現
沼
津
市
）
に
宛
て
ら
れ
た
今
川
氏
真
の
朱

印
状
で
あ
る
。本
興
寺
の
場
合
は
、寺
法
の
一
部
に
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
〔
史
料
八
〕
は
妙
覚
寺
修
造
の
際
に
申
付
け
る
番
匠
の
こ
と
と
題

し
て
単
発
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
檀
那
と
し
て
作

料
に
協
力
し
て
く
れ
る
者
が
い
る
な
ら
ば
、
他
国
の
番
匠
で
あ
っ
て
も
相
違
な

く
申
付
け
る
よ
う
に
。
た
と
え
当
国
の
大
工
が
こ
れ
ま
で
の
例
（
実
績
・
縁
故

な
ど
）
を
挙
げ
て
異
儀
に
及
ん
で
も
許
容
し
て
は
な
ら
な
い）

11
（

。
合
わ
せ
て
竹
木

伐
採
も
禁
じ
て
お
り
、
非
分
の
族
を
注
進
す
れ
ば
下
知
を
加
え
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
出
資
額
に
見
合
わ
な
い
修
造
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

氏
真
は
、
相
当
の
出
資
が
得
ら
れ
た
場
合
、
他
国
の
職
人
で
あ
っ
て
も
そ
の
金

額
に
見
合
う
職
人
に
依
頼
す
る
べ
き
と
の
意
向
で
、
も
し
こ
れ
に
対
し
て
駿
河

国
内
の
職
人
が
訴
え
て
修
造
の
請
負
を
願
い
出
て
も
、
許
容
し
な
い
よ
う
命
じ

た
。
本
興
寺
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
今
川
氏
と
し
て
は
、
所
領
内

で
の
修
造
に
は
で
き
る
だ
け
技
量
の
あ
る
職
人
を
充
て
て
良
い
か
た
ち
で
修
造

が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
、
寺
家
の
要
望
と
も
合
致
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
桜
井
・
笹
本
両
氏
は
職
人
の
自
立
に
よ
る
訴
訟
と
そ
れ
へ
の
対
応

を
見
た
が
、
こ
こ
で
は
先
だ
っ
て
訴
訟
・
相
論
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
寺

社
や
領
主
側
に
よ
り
良
い
職
人
を
充
て
た
い
と
い
う
希
望
が
先
ん
じ
て
あ
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
希
望
を
叶
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
縁
故
な
ど
を
理

由
に
請
け
負
っ
て
き
た
既
得
権
益
を
持
つ
職
人
層
に
よ
る
訴
訟
・
相
論
の
発
生

と
い
う
展
開
を
見
込
み
、
領
主
と
し
て
そ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
を
文
面
に
盛
り

込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
事
例
も
積
み
重
な
っ
て
き
た
結
果
で
あ
ろ
う
、
氏
真
は
遠
江
国
高

松
宮
の
修
造
は
、
以
前
の
通
り
、
大
工
・
番
匠
・
鍛
冶
・
大
鋸
引
以
下
に
つ
い

て
は
「
可
為
神
主
計）

11
（

」
と
し
、
久
能
山
観
音
堂
の
再
興
に
関
す
る
掟
で
も
「
一
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〔
史
料
十
一
〕
棟
札
銘）

11
（

�

　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　

 　
大
檀
那
水
野
下
野
守
信
元

　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　

 　
／
代
官
清
水
八
右
衛
門
家
重　
神
主
藤
原
安
高

　
　
（
梵
字
）�

奉
造
立
八
幡
大
菩
薩
社
頭
一
宇�

�

／
御
遷
宮
大
僧
都
阿
闍
梨
法
印
源
叡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
大
工
藤
原
朝
臣
宗
吉
彦
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
／
永
禄
二

�

二
年
辛酉
拾
一
月
日　
諸
旦
那
等
敬
白

　
右
の
二
点
は
、
水
野
氏
所
領
の
村
木
郷
八
幡
宮
（
現
東
浦
町
村
木
神
社
）
造

立
の
棟
札
銘
で
あ
る
。〔
史
料
十
〕
で
は
藤
原
宗
高
と
い
う
人
物
が
、〔
史
料

十
一
〕
で
は
藤
原
朝
臣
宗
吉
彦
左
衛
門
が
大
工
を
勤
め
て
い
る
。
代
官
は
清
水

八
右
衛
門
尉
家
重
で
、〔
史
料
十
一
〕
に
は
大
檀
那
と
し
て
水
野
信
元
の
名
が

み
え
る
こ
と
か
ら
、
清
水
家
重
は
八
幡
宮
周
辺
を
担
当
す
る
水
野
氏
の
代
官
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
同
時
期
に
同
じ
八
幡
社
で
の
造
立
で
あ
り
な
が

ら
、
担
当
し
た
大
工
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
や
や
下
っ
て

永
禄
十
一
年
に
建
立
さ
れ
た
智
多
郡
緒
川
郷
八
幡
社
の
棟
札）

11
（

（
現
入
海
神
社
）

に
も
大
檀
那
と
し
て
水
野
信
元
の
名
が
み
え
る
が
、
こ
の
時
の
大
工
は
弥
三
郎

宗
長
で
あ
る
。「
宗
」
字
が
共
通
し
て
お
り
血
縁
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
こ

で
も
ま
た
別
の
人
物
が
大
工
と
な
っ
て
い
る
。
永
禄
十
三
年
の
水
野
藤
四
郎
元

茂
が
大
檀
那
、
清
水
家
重
が
代
官
と
し
て
行
っ
た
村
木
村
八
幡
社
建
立
で
は
、

再
び
藤
原
宗
高）

1（
（

が
大
工
を
務
め
た
が
、
永
禄
四
年
の
八
幡
社
造
立
か
ら
九
年
の

歳
月
が
経
っ
て
漸
く
巡
っ
て
き
た
大
工
職
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
水
野
氏
が

関
係
す
る
修
造
で
は
特
定
の
大
工
を
置
か
ず
、
そ
の
都
度
大
工
を
定
め
て
造
立

に
当
た
ら
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
研
究
史
で
は
、
大
工
職
を
定
め
な
い
と
す
る
文
言
は
、
す
な
わ
ち
大
工
職
を

撤
廃
し
、「
縁
次
第
」
に
職
人
を
充
て
る
こ
と
意
味
し
て
い
た）

11
（

が
、「
大
工
」
呼

称
自
体
は
継
続
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
特
権
を
伴
う
大
工
〝
職
〟
は

否
定
し
得
た
と
し
て
も
、
監
督
者
・
棟
梁
た
る
〝
大
工
〟
の
存
在
自
体
を
否
定

し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
〝
大
工
〟
が
任
命
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
た
だ
し
、「
縁
次
第
」
の
雇
用
で
あ
る
こ
と
か
ら
、同
じ
寺
社
の
造
営
で
も
、

同
じ
職
人
が
大
工
に
な
る
こ
と
は
、
寺
社
の
意
向
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
職
人

側
の
論
理
や
主
張
は
働
き
づ
ら
い
構
造
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
節　
大
工
に
な
る
と
い
う
こ
と

　
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
①
仕
事
の
独
占
、
②
特
権
の
獲
得
以
外
で
、
職

人
と
し
て
寺
社
付
き
の
大
工
職
を
求
め
る
理
由
と
し
て
想
定
す
べ
き
も
の
を
一

つ
提
示
し
て
お
き
た
い
。

〔
史
料
十
二
〕
棟
札
銘
（
表
））

11
（�

 　
　
　
　
　
　
　
三
州
八
名
之
郡
高
井
之
郷　
　
　
神
主
左
近
衛
門

 　
　
　
　
（
梵
字
）　
御
身
体
本
願
左
近
衛
門
内
方　
同　
次
郎
兵
衛

 　
　
（
梵
字
）
奉
造
立
大
明
神
宮
御
宝
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

身
体
本
願　
　
　
　
鍛
孫
八
郎

 　
　
　
　
（
梵
字
）
御
地
頭
西
郷
左
衛
門
尉
助　
中
山
五
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
天
正
八
年�

辰庚�

十
二
月
廿
九
日　
大
工
信
次　
同
信
久

同　
信
正　
同
信
満

　
こ
れ
は
、
三
河
国
八
名
郡
高
井
郷
（
現
豊
橋
市
）
の
神
明
宮
宝
殿
建
立
の
棟

札
で
あ
る
。
棟
札
に
載
せ
ら
れ
る
職
人
は
、
大
工
は
一
名
の
場
合
が
多
く
、
複

数
の
職
人
が
載
せ
ら
れ
る
場
合
は
、
小
工
や
番
匠
大
工
、
鍛
冶
大
工
な
ど
専
門

ご
と
の
大
工
が
書
き
分
け
て
載
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
棟
札
に
載
せ
ら

れ
て
い
る
職
人
四
人
は
、
一
人
が
「
大
工
」
で
残
り
の
三
人
に
は
「
同
」
と
し

か
さ
れ
て
お
ら
ず
職
種
・
専
門
に
違
い
が
あ
る
の
か
は
不
明
だ
が
、
四
人
と
も

遠
江
国
浜
松
庄
大
工
職
を
認
め）

11
（

、
徳
川
家
臣
の
名
倉
若
狭
ら
も
天
正
十
一
年
十

月
七
日
、
石
切
市
右
衛
門
に
対
し
て
駿
河
国
の
石
切
大
工
と
し
て
の
権
利
を
認

め
た）

11
（

。

　
大
工
職
を
定
め
な
い
と
し
た
の
は
次
の
事
例
で
、
遠
江
庄
の
大
工
を
五
郎
太

郎
と
定
め
た
翌
月
二
十
五
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

〔
史
料
九
〕
徳
川
家
康
判
物
写）

11
（

　
　
　
　

 

参
州
設
楽
郡
鳳
来
寺
之
事

　
　
（
中
略
）

　
　
一�

諸
職
人
・
大
工
従
先
規
不
相
定
之
所
仁
、
名）

11
（

大
工
職
及
問
答
修
理
以
下

相
押
云
々
、
如
往
古
為
衆
徒
中
計
不
定
、
其
主
可
被
申
付
事

　
　
一�

寺
家
并
寺
領
、
従
前
々
為
不
入
之
地
、
亦
棟
別
・
反
銭
地
給
其
外
臨
時

之
課
役
免
許
之
事

　
　
一�

寺
百
姓
四
分
一
・
城
普
請
急
用
之
時
者
、
為
惟

（
マ
マ
）以

印
判
可
申
付
事

　
　
一�

寺
領
門
谷
竹
木
不
可
代

〔
伐
ヵ
〕、

但
城
普
請
急
用
之
時
者
、
以
印
判
可
申
付
之

事

　
　
一�

寺
領
内
仁
お
ゐ
て
関
・
駒
口
令
停
止
之
事

　
　

�

右
条
々
、
如
前
々
無
相
違
領
掌
畢
、
者
修
造
勤
行
無
怠
慢
、
可
抽
国
家
安

全
精
誠
之
状
如
件
、

　
　
　
　
天
正
八
年
四
月
廿
五
日　
　
　
　
家
康
判
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳳
来
寺

　
家
康
は
鳳
来
寺
（
現
新
城
市
）
に
判
物
を
与
え
、
そ
の
中
で
諸
役
免
除
な
ど

の
特
権
を
認
め
た
。
職
人
・
大
工
に
つ
い
て
は
第
七
条
に
記
載
が
あ
る
。
諸
職

人
・
大
工
は
先
規
に
従
っ
て
定
め
置
か
な
い
と
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
職

人
が
大
工
職
に
つ
い
て
問
答
に
及
び
、
修
理
が
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
。
そ
の

た
め
以
前
の
通
り
、
衆
徒
中
と
し
て
こ
れ
を
定
め
ず
、
そ
の
主
が
申
付
け
る
よ

う
に
定
め
た
。
第
八
条
以
下
で
は
、
不
入
権
と
し
て
の
棟
別
等
の
免
除
や
、
急

用
の
際
の
普
請
に
つ
い
て
、
寺
領
の
関
所
の
停
止
な
ど
を
定
め
た
。〔
史
料
九
〕

は
法
令
の
要
素
が
強
く
、
大
工
職
相
論
へ
の
裁
許
が
寺
法
に
組
み
込
ま
れ
て
発

給
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
武
田
氏
や
徳
川
氏
は
、
大
工
職
を
定
め
な
い
と
す
る
場
合
、
作
料
や
争
論
に

よ
る
修
造
の
遅
滞
を
問
題
と
し
て
捉
え
、
疎
略
な
く
造
営
・
修
造
を
進
め
る
こ

と
の
出
来
る
職
人
の
登
用
を
企
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
章　
棟
札
に
み
る
職
人
の
動
向
と
信
仰

　
第
一
節　
棟
札
に
記
さ
れ
る
大
工
―
水
野
氏
領
の
神
社
棟
札
か
ら
―

　
前
節
ま
で
は
、
寺
法
や
安
堵
状
を
中
心
に
大
工
職
を
定
め
な
い
と
す
る
文
言

に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
領
主
の
発
給
す
る
文
書
で
あ
り
、
盛
り

込
ま
れ
る
内
容
は
、
申
請
す
る
寺
社
や
領
主
の
考
え
が
主
で
、
職
人
側
の
論
理

は
み
え
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
領
主
の
発
給
で
な
い
史
料
と
し
て
棟

札
銘
に
み
え
る
大
工
の
記
載
な
ど
か
ら
、
職
人
側
の
論
理
に
つ
い
て
も
考
え
た

い
。

〔
史
料
十
〕
棟
札
銘）

11
（

�
　
　
　
　
　
　

 

于
時
永
禄
二

�

二
年
辛
酉　
　
本
願
藤
原�

�

右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
〔
八
右
衛
門
尉
〕

　
　
（
梵
字
）
奉
造
立
八
幡
宮
之
社
頭
一
宇　
時
之
代
官
清
水�

　
　
　
　
　
　

 
潤
終
春
大
吉
日　
　
大
工
藤
原
朝
臣
宗
高
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仰
・
崇
敬
が
あ
っ
て
、
造
営
へ
奉
仕
す
る
関
係
が
生
ま
れ
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
棟
札
以
外
に
も
大
工
の
師
檀
関
係
を
記
し
た
史
料
が
あ
る
。
水
野
氏
の
菩
提

寺
で
あ
る
緒
川
の
乾
坤
院
（
現
東
浦
町
）
の
法
脈
を
伝
え
る
「
血
脉
衆
」
に
は
、

「
道
法
野
間
大
工
」「
永
金
番
匠
法
多
大
工
左
衛
門
次
郎
」「
永
萬
万
勝
寺
郷
大
工
六
郎
左
衛
門

六
月
廿
日

」
ら

の
名
が
載
せ
ら
れ
て
お
り）

11
（

、
大
工
も
地
域
の
寺
院
で
授
戒
し
、
戒
弟
と
な
っ
て

帰
依
し
て
い
た
こ
と
わ
か
る
。
こ
の
「
血
脉
集
」
に
は
、
多
く
の
職
人
の
名
が

記
さ
れ
、
そ
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い）

11
（

が
、
こ
の
よ
う
に
戦
国
期
の
職
人

の
中
に
は
地
域
の
寺
社
を
信
仰
し
て
き
た
者
も
多
く
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
〔
史
料
十
二
〕
に
お
い
て
四
人
が
大
工
と
し
て
名
を
連
ね
た
の
は
、
裏
面
に

高
井
郷
の
旦
那
や
関
係
者
で
あ
ろ
う
人
た
ち
の
名
前
が
列
記
さ
れ
て
い
る
の
と

同
様
に
、
神
明
社
宝
殿
を
建
立
し
た
と
い
う
功
績
を
遺
し
た
も
の
と
考
え
て
も

良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　
寺
社
は
、
職
人
に
と
っ
て
多
く
の
活
躍
の
場
が
提
供
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
、
寺
院
に
特
定
の
大
工
・
番
匠
を
設
け
な
い
よ
う
に
定
め
る
条
文
・

文
言
は
具
体
的
に
何
を
示
し
て
い
て
い
る
か
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
前
提
と

し
て
職
人
が
「
大
工
」
や
「
番
匠
」
と
い
っ
た
職
を
求
め
た
理
由
を
以
下
に
ま

と
め
る
。

１　

�

寺
社
や
領
主
か
ら
の
お
墨
付
き
を
得
て
当
該
地
域
や
寺
社
に
お
け
る
造
営

を
独
占
し
、
安
定
し
た
仕
事
や
諸
役
免
除
等
の
特
権
を
獲
得
す
る
た
め
。

２　

�

信
仰
・
崇
敬
の
対
象
と
し
て
奉
仕
し
、
造
営
の
職
人
代
表
と
し
て
棟
札
に

名
を
連
ね
、
自
身
の
功
績
を
残
す
た
め
。

　
職
人
は
、「
大
工
職
」と
い
う
お
墨
付
き
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
義
を
得
て
、

認
め
ら
れ
た
地
域
や
対
象
と
な
る
寺
社
に
お
け
る
造
営
を
請
け
負
う
権
利
を
獲

得
し
、
仕
事
を
独
占
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
諸
役
免
除
や
自
由
通
行
権

な
ど
の
特
権
を
得
る
こ
と
で
、
生
活
の
安
定
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
推
論
を
重
ね
た
が
、
造
営
を
行
う
毎
に
棟
札
に
は
そ
の
名
が
残

り
、
功
績
・
実
績
を
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
右
の
よ
う
な
職
人
の
動
向
に
対
し
、
こ
れ
を
停
止
さ
せ
、
大
工
職
を

廃
し
、
或
い
は
そ
の
都
度
必
要
な
人
材
を
充
て
る
こ
と
と
し
た
領
主
・
寺
社
の

考
え
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

ア　

�

主
に
１
の
理
由
か
ら
「
大
工
職
」
を
競
望
す
る
者
が
何
人
も
現
れ
て
争
論

と
な
り
、
寺
社
の
み
で
対
応
し
き
れ
な
い
。

イ　

�

縁
故
や
権
威
、
権
利
（
物
件
）
の
所
有
を
理
由
と
し
て
、
技
量
の
な
い
も

の
が
「
大
工
職
」
と
な
っ
て
し
ま
い
、
与
え
る
報
酬
に
も
見
合
わ
な
い
。

ウ　

�「
大
工
職
」
争
論
や
技
量
の
な
い
人
物
が
「
大
工
職
」
に
就
く
な
ど
す
る

た
め
に
、
工
事
が
遅
れ
て
し
ま
う
。

　
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
寺
社
は
地
域
の
領
主
を
頼
り
、
以
下
の

裁
定
を
下
し
た
。

ａ　
「
大
工
職
」
は
定
め
な
い
こ
と
と
す
る
。（
都
度
、
適
切
な
職
人
を
任
命
。）

ｂ　

�

職
を
与
え
る
職
人
の
選
定
は
、
不
適
格
な
者
を
排
除
す
る
た
め
に
領
主
や

寺
社
（
檀
那
の
場
合
も
含
む
）
が
選
定
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ｃ　

�

動
員
す
る
番
匠
は
、在
郷
、近
隣
の
者
な
ど
自
国
の
職
人
ば
か
り
で
な
く
、

技
量
の
あ
る
者
で
あ
れ
ば
報
酬
を
賄
え
る
範
囲
で
他
国
の
者
も
受
け
入
れ

る
こ
と
と
し
、
自
国
の
職
人
が
こ
れ
を
排
斥
し
な
い
よ
う
に
す
る
。

　
寺
社
付
き
の
大
工
の
存
在
形
態
は
、
基
本
的
に
は
桜
井
・
笹
本
両
氏
の
考
え

る
大
工
の
自
立
が
進
む
過
程
で
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
中
で

「
大
工
職
」
を
競
望
す
る
職
人
や
在
地
領
主
、
寺
社
の
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら

「
信
」
が
共
通
し
て
お
り
一
族
で
あ
る
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
の
場
合
、

同
じ
職
種
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
専
門
と
は
別
の
理
由
で
載
せ
ら
れ
て
い
た

可
能
性
が
出
て
来
る
。
そ
こ
で
筆
者
が
仮
定
す
る
の
は
、
信
仰
・
崇
敬
の
た
め

の
名
前
の
記
載
願
望
で
あ
る
。

　
戦
国
期
の
早
い
段
階
か
ら
、
全
国
で
寺
社
の
創
建
ブ
ー
ム
が
起
こ
り
、
戦
国

大
名
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
の
富
裕
層
・
有
徳
人
が
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
っ
て
各

地
で
寺
院
が
創
建
さ
れ
た）

11
（

。
東
三
河
で
は
、
寺
社
建
立
ブ
ー
ム
に
あ
っ
て
、
材

木
が
不
足
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

が
、
そ
れ
は
地
域
の

領
主
が
寺
社
へ
の
崇
敬
を
示
す
た
め
に
こ
ぞ
っ
て
建
立
に
必
要
な
土
地
や
資
金

な
ど
を
寄
進
し
た
か
ら
で
あ
る
。
寺
社
の
修
造
に
あ
た
り
、
関
所
か
ら
上
が
る

関
銭
を
寄
進
し
て
い
る
例）

11
（

も
あ
り
、
在
地
領
主
は
信
仰・
崇
敬
の
た
め
、
造
営・

修
造
に
必
要
な
恒
常
的
な
財
源
の
確
保
に
協
力
し
て
い
た
。
堂
塔
寺
社
の
造
営

に
際
し
て
当
事
者
と
な
る
寺
社
は
、
大
工
・
番
匠
ら
の
職
人
や
必
要
な
資
材
の

手
配
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
必
要
な
財
源
は
寺
社
の
持
ち
出
し
も
あ

ろ
う
が
、
地
域
の
有
徳
人
や
領
主
か
ら
の
出
資
・
寄
進）

11
（

が
あ
り
、
そ
れ
を
元
手

と
し
て
造
営
さ
れ
る
。
職
人
は
出
資
・
寄
進
を
す
る
代
わ
り
に
、
各
々
の
持
つ

技
術
を
以
て
造
営
に
貢
献
す
る
こ
と
が
そ
の
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
職
人

ら
の
中
で
、
自
身
の
崇
敬
や
神
仏
・
寺
社
に
対
す
る
貢
献
を
示
す
た
め
に
、
肩

書
と
し
て
の
大
工
職
を
獲
得
し
、
棟
札
に
残
そ
う
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か）

11
（

。

　
前
史
と
な
る
中
世
職
人
の
身
分
と
信
仰
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
彼
ら
の
身

分
は
寄
人
や
神
人
・
供
御
人
と
し
て
朝
廷
・
寺
社
に
仕
え
る
立
場
に
あ
っ
た
。

木
材
を
扱
う
職
人
は
、
山
の
神
の
支
配
下
に
あ
っ
た
木
々
の
性
質
を
変
え
、
儀

礼
を
行
い
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
で
魂
を
与
え
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
神
仏

と
人
と
の
間
に
あ
る
と
解
さ
れ
る）

11
（

。
彼
ら
職
人
は
、
大
工
・
左
官
な
ど
建
築
関

係
に
つ
い
て
は
太
子
、鍛
冶・
鋳
物
師
な
ど
金
工
関
係
は
金
山
様
や
稲
荷
荒
神
、

木
寺
師
は
惟
喬
親
王
、
染
色
関
係
は
愛
染
明
王
、
塗
師
は
虚
空
蔵
菩
薩
を
そ
れ

ぞ
れ
職
能
祖
神
・
守
護
神
と
し
て
信
仰
し）

11
（

、
独
自
の
信
仰
・
宗
教
観
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
皆
一
様
に
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

　
笹
本
氏
は
、
鋳
物
師
真
継
家
の
例
を
挙
げ
、
梵
鐘
に
大
工
と
し
て
名
前
が
記

さ
れ
る
の
は
、
職
人
で
は
な
く
職
人
を
統
括
す
る
人
物
で
、
当
人
は
職
人
と
し

て
の
技
術
を
持
た
ず
大
工
職
の
み
保
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘）

1（
（

す
る
。
尾
張
な

ど
で
も
大
工
や
大
工
職
が
物
件
化
し
て
売
買
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
様
の

存
在
が
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
の
棟
札
の
よ
う
に
そ

こ
に
記
さ
れ
る
大
工
に
も
技
術
を
持
た
な
い
者
が
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
り
、
職

人
独
自
の
信
仰
と
は
異
な
る
神
仏
を
信
仰
・
崇
敬
す
る
者
も
い
た
は
ず
な
の
で

あ
る
。
他
地
域
か
ら
呼
び
寄
せ
た
職
人
も
い
る
の
で
皆
に
当
て
は
ま
る
も
の
で

は
な
い
が
、
郷
村
社
の
造
営
に
関
わ
る
大
工
は
そ
の
地
域
の
住
人
で
、
藤
原
姓

を
名
乗
ら
ず
寄
人
等
の
系
譜
を
汲
ま
な
い
で
あ
ろ
う
職
人
と
は
異
な
る
身
分
の

者
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
寺
社
付
き
大
工
の
中
に
は
、職
人
の
統
括
者
、

あ
る
い
は
地
域
の
住
人
で
大
工
職
（
物
件
）
の
保
持
者
と
し
て
純
粋
な
職
人
で

な
い
者
も
含
ま
れ
る
た
め
、
関
係
す
る
寺
社
を
信
仰
・
崇
敬
の
対
象
と
し
て
い

た
可
能
性
は
高
い
。

　
大
工
で
は
な
い
が
、
職
人
の
寺
社
へ
の
信
仰
が
表
れ
て
い
る
史
料
を
紹
介
し

よ
う
。
三
河
国
黒
田
の
諏
訪
社
社
殿
建
立
の
棟
札
銘
に
は
、
祈
念
す
る
内
容
に

息
災
延
命
・
子
孫
繁
栄
な
ど
と
と
も
に
「
番
匠
数
百
七
十
人
祖
郷
之
弐
百
人
供

養）
11
（

」
と
あ
っ
て
、
番
匠
衆
が
祖
郷
の
二
百
人
の
供
養
（
先
祖
供
養
ヵ
）
を
行
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
職
人
が
自
ら
建
立
に
当
た
っ
た
神
社
を
信
仰
の
対
象

と
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
希
有
な
事
例
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
日
頃
の
信
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れ
て
い
た
こ
と
は
、
桜
井
氏
も
注
目
さ
れ
て
い
る
（
桜
井
ｂ
論
文
）。�

�

な
お
、
ｂ
論
文
で
は
、
大
工
職
の
撤
廃
と
無
縁
所
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
い
る
が
、

大
工
職
撤
廃
の
直
接
の
根
拠
と
な
り
う
る
の
は
天
正
八
年
に
徳
川
家
康
が
井
伊
谷
方

広
寺
に
宛
て
た
安
堵
状
の
み
で
、
縁
切
り
の
場
、
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
無
縁
所
か
ら

大
工
職
撤
廃
を
説
明
す
る
に
は
根
拠
に
乏
し
い
。
例
え
ば
、
後
出
の〔
史
料
九
〕で
は
、

不
入
権
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
の
が
棟
別
・
段
銭
・
臨
時
の
課
役
の
免
除
で
、
役
の

徴
収（
譴
責
使
の
入
寺
）を
拒
否
・
否
定
で
き
る
根
拠
と
し
て
は
確
認
で
き
る
の
だ
が
、

前
条
に
あ
る
大
工
職
撤
廃
規
定
と
の
因
果
関
係
は
文
言
か
ら
は
見
出
せ
な
い
。
後
に

続
く
箇
条
で
は
寺
の
百
姓
に
対
す
る
四
分
一
人
足
や
急
用
の
際
の
城
普
請
役
、
ま
た

寺
領
に
対
し
て
は
同
じ
く
急
用
の
城
普
請
時
の
竹
木
供
出
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
不

入
権
の
及
ぶ
対
象
や
内
容
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）�

笹
本
正
治
執
筆
、
第
三
編
第
八
章
第
三
節
「
諸
産
業
の
発
達
と
職
人
・
商
人
」（『
静

岡
県
史　
通
史
編
２　
中
世
』
静
岡
県
、
一
九
九
七
年
）
一
一
四
四
頁
。

（
８
）�

寺
社
の
認
め
る
大
工
職
と
領
主
の
認
め
る
大
工
職
で
は
や
や
性
格
が
異
な
る
た
め
注

意
を
要
す
る
。
前
者
は
、
堂
塔
寺
社
の
造
営
に
携
わ
る
職
人
で
、
職
人
個
人
あ
る
い

は
職
人
集
団
の
代
表
を
指
す
。
棟
札
記
載
の
大
工
は
藤
原
姓
を
名
乗
る
者
も
多
く
、

古
代
に
地
方
か
ら
交
代
で
京
に
上
り
、
木
工
寮
に
属
し
た
職
人
の
末
裔
な
ど
も
含
ま

れ
よ
う
。
郷
村
の
寺
社
造
営
に
関
わ
る
地
域
の
中
・
小
規
模
の
職
人
も
該
当
す
る
。

後
者
は
、
領
主
御
抱
え
の
有
力
職
人
や
被
官
と
な
っ
た
人
物
を
指
し
、
生
業
に
対
し

て
保
障
を
得
る
代
わ
り
に
、
領
主
に
対
し
、
築
城
・
普
請
、
軍
需
物
資
の
製
造
・
調

達
な
ど
で
生
業
に
応
じ
た
奉
公
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

（
９
）�

北
条
氏
綱
と
安
房
の
里
見
義
豊
が
争
っ
た
際
の
戦
火
が
鎌
倉
に
お
よ
び
、
焼
失
。

（
10
）�

下
村
信
博
「
戦
国
大
名
後
北
条
氏
と
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
再
建
︱
天
文
年
間
の
支
配
体

制
︱
」（『
日
本
歴
史
』
第
四
〇
一
号
、
一
九
八
一
年
）。
佐
藤
博
信
「『
快
元
僧
都
記
』

の
世
界
像
︱
戦
国
期
の
都
市
鎌
倉
の
理
解
の
た
め
に
︱
」（『
日
本
歴
史
』第
五
二
三
号
、

一
九
九
一
年
）。

（
11
）�

快
元
僧
都
記
（『
静
』
７
、 

一
二
五
八
・
一
二
五
九
号
）。

（
12
）�『
愛
知
県
史　
通
史
編
２　
中
世
１
』第
五
章
第
二
節「
職
人
た
ち
の
世
界
」（
愛
知
県
、

二
〇
一
八
年
）
五
三
一
頁
。�

�

な
お
同
項
で
は
、
所
属
関
係
で
は
な
く
、
尾
張
・
三
河
に
お
け
る
寺
社
の
近
隣
に
住

む
職
人
の
存
在
や
、
熱
田
と
い
う
職
人
集
住
地
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
13
）�

久
保
田
昌
希「
今
川
領
国
の
職
人
た
ち
︱
と
く
に
鍛
冶
・
番
匠
・
大
工
を
中
心
に
」（『
戦

国
大
名
今
川
氏
と
領
国
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
。
初
出
一
九
八
九
年
）。

こ
こ
で
は
、
国
方
大
工
と
し
て
旧
国
衙
や
守
護
所
に
付
属
す
る
大
工
の
存
在
も
指
摘

さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
田
中
浩
司
氏
は
「
戦
国
期
今
川
氏
領
国
に
お
け
る
職
人
に
つ

い
て
︱
寺
社
と
の
関
係
を
廻
っ
て
」（『
史
潮
』新
三
三
・
三
四
合
併
号
、
一
九
九
三
年
）

に
お
い
て
地
名
と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
久
保
田
説
を

採
る
こ
と
と
す
る
。

（
14
）�

曼
陀
羅
寺
文
書
（『
愛
』
10
、
一
五
八
一
号
）。

（
15
）�

桜
井
氏
は
、
前
掲
ａ
論
文
に
お
い
て
、
大
工
職
が
物
件
化
し
売
買
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
が
、
本
事
例
も
「
職
人
が
実
力
に
よ
っ
て
確
保
し
た
ナ
ワ
バ
リ
」

の
一
例
で
あ
る
。
同
論
文
注
58
に
お
い
て
そ
の
類
例
を
挙
げ
、
横
田
冬
彦
氏
の
説
く

大
工
職
と
大
工
処
の
区
別
を
工
事
の
規
模
の
差
異
に
求
め
る
見
解
を
批
判
し
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
貸
主
が
、
借
主
大
工
の
所
属
す
る
曼
陀
羅
寺
で
あ
り
、
大
工
は
大
工

職
の
肩
書
の
ま
ま
大
工
処
を
質
入
れ
し
て
い
る
。
万
一
質
流
れ
し
た
際
に
曼
陀
羅
寺

と
し
て
得
ら
れ
る
も
の
は
物
件
で
あ
る
大
工
処
で
、
借
主
大
工
が
監
督
・
所
有
し
て

い
た
物
件
と
理
解
で
き
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
も
桜
井
氏
の
理
解
に
従
う
。
尾
張
で
は

ほ
か
に
、
津
島
に
お
い
て
も
大
工
処
の
売
買
が
確
認
で
き
る（『
愛
』10
、
八
一
六
号
）。

（
16
）�

葛
山
氏
元
朱
印
状
（
山
田
文
書
所
収
、『
静
』
７
、 

三
二
九
四
号
）。
な
お
、
久
保
田

昌
希
氏
は
、
今
川
氏
発
給
文
書
に
み
え
る
職
人
に
つ
い
て
、
鍛
冶
、
番
匠
、
大
工
、

特
定
の
大
工
職
を
定
め
な
い
こ
と
の
意
味
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
背
景
に

あ
っ
た
職
を
巡
る
争
論
や
技
量
と
金
銭
を
優
先
さ
せ
た
い
寺
社
・
領
主
の
意
向

が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
順
序
と
し
て
は
、
通
説
に
あ
る
よ
う
な
自
立
し
て
い
く

職
人
が
訴
訟
を
起
こ
し
寺
社
・
領
主
が
こ
れ
に
対
応
す
る
と
い
う
流
れ
ば
か
り

で
は
な
く
、
寺
社
・
領
主
が
そ
れ
ら
の
過
去
の
経
験
な
ど
を
基
に
後
に
発
生
す

る
諸
問
題
を
想
定
し
、
先
行
し
て
成
文
化
し
て
い
く
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
本
稿
の
検
討
課
題
と
し
て
掲
げ
た
戦
乱
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
大
工

職
を
定
め
な
い
と
す
る
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
た
安
堵
を
受
け
る
た
め
の
ひ
と
つ

の
契
機
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
当
然
、
そ
の
前
提
に
は
、
職

人
の
自
立
と
権
利
の
獲
得
に
向
け
た
動
き
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
大
工
側
の

論
理
に
端
を
発
す
る
も
の
で
、
本
稿
の
扱
っ
た
時
期
よ
り
も
早
く
室
町
後
期
に

起
こ
っ
た
。
そ
れ
が
そ
の
後
、
地
方
に
波
及
し
て
同
様
の
展
開
を
迎
え
る
の
だ

が
、
こ
こ
ま
で
を
第
一
段
階
と
す
る
と
、
本
稿
で
み
た
戦
国
期
、
特
に
永
禄
年

間
以
降
に
認
め
ら
れ
た
も
の
は
、
戦
乱
を
契
機
と
す
る
継
目
安
堵
と
し
て
行
わ

れ
て
お
り
、
寺
社
や
領
主
の
論
理
が
発
端
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
こ

で
大
工
〝
職
〟
撤
廃
の
第
二
段
階
に
入
っ
た
。
そ
の
後
、
豊
臣
政
権
に
よ
っ
て

実
施
さ
れ
る
職
人
座
の
撤
廃
は
、
第
三
段
階
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
代
替
わ
り
徳

政
と
同
様
に
、戦
後
の
領
主
の
交
代・
存
続
は
継
目
安
堵
を
行
う
機
会
と
な
り
、

寺
社
に
と
っ
て
は
よ
り
良
い
条
件
を
認
め
て
も
ら
う
好
機
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
立
ち
返
っ
て
、
本
論
の
起
点
と
し
た
〔
史
料
一
〕
水
野
信
元
黒
印
状
の
背
景

に
も
、「
大
工
職
」を
競
望
す
る
職
人
間
の
争
論
が
起
こ
る
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、

大
御
堂
寺
が
水
野
氏
に
裁
定
を
求
め
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
桶
狭

間
の
戦
い
・
石
瀬
川
の
戦
い
後
も
地
域
の
領
主
と
し
て
存
立
し
た
信
元
に
よ
り

成
文
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
水
野
氏
領
内
で
は
、
大
御
堂
寺
に
限
ら
ず
他
の
寺

社
で
も
大
工
職
は
定
め
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
水
野
氏
領
の
寺
社
は
、
そ
の

都
度
適
切
な
人
物
を
「
大
工
」
に
任
命
し
、
大
工
の
固
定
化
に
よ
る
造
営
権
の

独
占
を
排
除
し
て
、
費
用
負
担
の
軽
減
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
信
元
は
大
檀

那
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
造
営
事
業
で
の
不
正
や
過
度
な
出
資
を
忌
避
し
た
結

果
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
稿
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
は
右
の
通
り
で
、
桜
井
・
笹
本
両
氏
の
指

摘
を
地
域
の
実
態
に
合
わ
せ
、
よ
り
段
階
的
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

中
で
、
雇
用
へ
の
転
換
に
至
る
一
契
機
を
指
摘
し
、
大
工
の
信
仰
に
つ
い
て
提

起
し
た
に
留
ま
る
が
、
こ
れ
ら
が
今
後
の
寺
社
と
職
人
の
関
係
な
ど
地
域
の
社

会
構
造
や
、
在
地
領
主
の
領
国
経
営
を
検
討
す
る
た
め
の
素
材
と
な
れ
ば
幸
い

で
あ
る）

11
（

。

注（
１
）�

商
人
の
場
合
、
商
人
司
・
商
人
頭
に
任
命
さ
れ
る
。

（
２
）�

大
御
堂
寺
文
書
（『
愛
知
県
史
』
資
料
編
11　
織
豊
１
、 

三
三
号
）。�

�

な
お
史
料
の
出
典
は
、『
愛
知
県
史
』
掲
載
史
料
は
（『
愛
』
○
、
史
料
番
号
）、『
静

岡
県
史
』
掲
載
史
料
は
（『
静
』
○
、
史
料
番
号
）
と
省
略
し
て
表
記
す
る
。

（
３
）�

桜
井
英
治
「
中
世
職
人
の
経
営
独
占
と
そ
の
解
体
」（『
日
本
中
世
の
経
済
構
造
』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
六
年
所
収
。
初
出
一
九
八
七
年
一
月
。
以
下
ａ
論
文
）。
同
ｂ
「
雇

用
の
成
立
と
「
無
縁
」
の
原
理
」（
同
書
所
収
。
初
出
一
九
九
三
年
。
以
下
ｂ
論
文
）。

（
４
）�
脇
田
晴
子
「
中
世
商
工
業
座
の
構
造
と
展
開
︱
大
和
の
場
合
︱
」（
同
『
日
本
中
世
商

業
発
達
史
の
研
究
』
付
論
Ⅰ
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
九
年
）。

（
５
）�

桜
井
ａ
論
文
。

（
６
）�

大
工
職
の
撤
廃
が
四
国
か
ら
中
部
、
東
海
地
方
の
広
範
囲
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、

今
川
・
武
田
・
徳
川
、
三
河
・
遠
江
・
駿
河
を
中
心
と
す
る
地
域
で
集
中
し
て
行
わ



5051 戦国期の大工と地域社会刈谷市歴史博物館研究紀要　第１号

氏
か
ら
離
反
し
た
と
み
な
さ
れ
、
三
河
国
今
橋
城
（
現
豊
橋
市
）
を
攻
め
ら
れ
て
城

主
戸
田
宣
成
が
討
ち
取
ら
れ
て
い
る
。

（
30
）�

知
多
郡
の
諸
城
に
つ
い
て
簡
略
に
示
す
と
、
常
滑
に
は
端
城
が
築
か
れ
て
常
滑
水
野

氏
の
居
城
と
な
り
、
富
貴
城（
現
武
豊
町
）に
は
信
元
の
甥
・
水
野（
戸
田
）守
信
が
、

そ
の
南
の
布
土
城（
現
美
浜
町
）に
は
弟
の
忠
分
が
入
っ
た
と
い
う
。
富
貴
の
北
東
・

長
尾
城
の
城
主
岩
田
左
京
亮
安
広
（
杲
貞
）
は
、
天
文
十
二
年
の
織
田
・
水
野
氏
同

盟
の
後
、
信
元
が
成
岩
城
の
榎
木
了
圓
を
攻
め
た
際
に
、
水
野
氏
に
従
っ
た
よ
う
だ

（『
美
浜
町
誌　
本
文
編
』［
一
九
八
三
年
］、 『
武
豊
町
誌　
本
文
編
』［
一
九
八
四
年
］）。

（
31
）�

小
川
雄
氏
は
「
今
川
氏
の
三
河
・
尾
張
計
略
と
水
野
一
族
」（
戦
国
史
研
究
会
編
『
論

集
戦
国
大
名
今
川
氏
』
岩
田
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
に
お
い
て
、
信
元
の
大
御
堂
寺

宛
黒
印
状
の
発
給
は
、
桶
狭
間
の
戦
い
を
契
機
と
し
て
水
野
氏
が
知
多
半
島
や
三
河

に
も
飛
躍
的
に
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
中
で
行
わ
れ
た
も
の
と
し
、
水
野
氏
の
所

領
拡
大
の
動
き
の
中
に
位
置
づ
け
た
。
水
野
一
族
は
、
天
文
末
頃
か
ら
織
田
氏
と
の

同
盟
関
係
を
梃
に
し
て
知
多
半
島
に
勢
力
を
拡
大
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
概
ね
理
解

で
き
る
。�

�

た
だ
し
、
元
亀
三
年
十
月
八
日
付
で
水
野
信
正
が
守
護
不
入
・
諸
役
免
除
を
認
め
た

判
物
の
文
中
に
は
「
従
前
代
」（『
愛
』
11
、
八
一
五
号
）
と
あ
っ
て
信
元
も
認
め
て

い
た
可
能
性
が
高
い
が
、
そ
の
時
期
は
判
然
と
し
な
い
。
黒
印
状
に
は
状
況
を
示
す

文
言
は
見
え
ず
推
定
と
な
る
が
、
不
入
権
等
に
つ
い
て
は
記
さ
ず
個
別
に
大
工
職
の

件
の
み
黒
印
状
に
認
め
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
筆
者
は
こ
の
時
点
で
は
、
大

御
堂
寺
の
あ
る
野
間
に
緒
川
水
野
氏
の
支
配
が
及
ん
だ
と
い
う
よ
り
は
、
水
野
諸
家

と
の
関
係
の
中
で
信
元
の
惣
領
と
し
て
地
位
が
確
立
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
黒
印
状

を
発
給
し
え
た
と
考
え
て
い
る
。�

�

な
お
、
信
元
に
よ
る
緒
川
・
刈
谷
両
水
野
家
の
一
体
化
と
地
位
の
確
立
に
つ
い
て
は
、

本
誌
五
十
嵐
論
文
に
詳
し
い
こ
と
か
ら
参
照
さ
れ
た
い
。

（
32
）�

永
禄
三
年
八
月
一
日
筧
平
十
郎
宛
て
松
平
元
康
感
状
写
（
譜
牒
余
録
後
編
巻
一
七
所

収
『
愛
』
11
、
二
四
号
）。

（
33
）�『
刈
谷
市
史　
第
二
巻
』
八
四
頁
。

（
34
）�

埴
原
文
書
（『
愛
』
11
、
一
〇
八
六
号
）。
な
お
、
包
紙
ウ
ワ
書
に
は
「
織
田
信
忠
公

御
朱
印
御
状
御
書
判
也
」
と
あ
る
。

（
35
）�

渡
辺
江
美
子
「
織
田
信
忠
考
」（『
日
本
歴
史
』
第
四
四
〇
号
、
一
九
八
五
年
）。
加
藤

益
幹
「
織
田
信
忠
へ
の
権
限
移
譲
」（
新
修
名
古
屋
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
修
名
古

屋
市
史　
第
二
巻
』
名
古
屋
市
、
一
九
九
八
年
、
第
七
章
第
三
節
）。
上
記
の
研
究

史
を
含
め
た
信
忠
の
政
治
動
向
に
つ
い
て
は
柴
裕
之
編
『
論
集
戦
国
大
名
と
国
衆
20　

織
田
氏
一
門
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
の
「
総
論　
織
田
信
長
の
御
一
門
と
政

治
動
向
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
家
督
継
承
に
つ
い
て
は
「
一　
信
長
の
後
継
者

織
田
信
忠
」（
九�

︱
一
八
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
36
）�

財
賀
寺
文
書
（『
愛
』
11
、
四
五
号
）。

（
37
）�「
任
先
判
形
」
と
あ
り
先
に
判
物
が
発
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天
文
十
九

年
十
一
月
八
日
付
で
、
今
川
義
元
か
ら
牧
野
保
成
に
、
財
賀
寺
を
以
前
の
通
り
不

入
と
す
る
の
で
祈
願
所
と
し
て
修
造
勤
行
に
励
む
よ
う
伝
え
て
お
り
（『
愛
』
10
、

一
七
五
六
号
）、
こ
の
時
に
「
先
判
形
」
に
あ
た
る
判
物
が
発
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

（
38
）�

普
門
寺
文
書
（『
愛
』
11
、
八
九
号
）。
豊
橋
市
教
育
委
員
会
編
『
豊
橋
市
埋
蔵
文
化

財
調
査
報
告
書
第
141
集　
普
門
寺
旧
境
内
︱
総
合
調
査
編
︱
』（
豊
橋
市
教
育
委
員

会
・
教
育
部
美
術
博
物
館
・
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
六
年
）
に
は
写
真
が
掲
載

さ
れ
、
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
三
頁
）。
第
五
条
に
つ
い
て
は
、
寺
内
で
職
人

の
活
動
を
確
認
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

（
39
）�

天
文
十
年
（
一
五
四
一
）
十
一
月
十
五
日
付
け
の
山
王
宝
殿
再
造
の
棟
札
銘
（
下
五

井
日
吉
神
社
蔵
、『
愛
』
10
、
二
二
五
八
号
）
に
、
遷
宮
の
供
僧
と
し
て
「
梧
岡
寺
日

大
鋸
引
、
山
造
、
轆
轤
師
、
酒
作
、
紺
掻
、
鋳
物
師
、
塗
師
、
皮
多
の
十
一
種
に
加

え
、「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
に
照
ら
し
て
声
聞
師
、
山
伏
、
陰
陽
師
を
挙
げ
る
（
久

保
田
前
掲
論
文
）。
今
川
氏
の
ほ
か
北
条
氏
・
武
田
氏
ら
戦
国
大
名
と
職
人
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
笹
本
正
治
氏
の
『
戦
国
大
名
と
職
人
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）

に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）�

駿
河
志
料
巻
七
十
八
駿
府
御
器
屋
町
某
氏
所
蔵
文
書
（『
静
』
７
、 

二
九
六
〇
号
）。

（
18
）�

久
保
田
前
掲
注
13
論
文
。

（
19
）�

新
城
常
三
氏
は
、
同
著
『
戦
国
時
代
の
交
通
』（
畝
傍
書
房
、
一
九
四
三
年
）
に
お
い

て
駅
制
の
利
用
者
を
挙
げ
る
中
で
、
職
人
の
往
復
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
り
、「
鋳

物
師
、
鍛
冶
、
番
匠
、
石
切
等
の
軍
事
的
工
匠
が
諸
侯
の
徴
用
に
応
じ
て
彼
等
の
在

所
と
作
業
現
場
と
を
往
復
す
る
場
合
」
が
あ
る
と
述
べ
、
職
人
の
奉
公
に
伴
う
移
動

に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
（
一
七
四
頁
）。

（
20
）�

佐
脇
栄
智
「
後
北
条
氏
の
職
人
衆
へ
の
課
役
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
三
七
〇
号
、

一
九
七
五
年
）。
久
保
田
氏
（
同
前
掲
論
文
）
は
、
遠
江
国
大
福
寺
不
動
堂
建
立
の
作

料
（
日
当
）
は
、
番
匠
一
人
当
り
四
九・
七
文
、
大
鋸
引
一
人
当
り
四
一・
六
文
、
同

寺
諸
堂
の
上
葺
で
は
、
番
匠
一
人
当
り
五
〇
文
の
作
料
が
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と（
い

ず
れ
も
大
福
寺
文
書
）
を
指
摘
す
る
。

（
21
）�

笹
本
氏
は
、
宝
徳
二
年
（
一
四
五
〇
）
鶴
岡
八
幡
宮
領
代
官
に
よ
る
黄
梅
院
年
貢
算

用
状
案
か
ら
、
大
工
給
八
〇
〇
文
、
鍛
冶
給
六
〇
〇
文
の
記
載
が
あ
る
こ
と
（
黄
梅

院
文
書
）
な
ど
、
大
工
給
・
賃
金
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
（
笹
本
『
日
本
の
中
世

３　
異
郷
を
結
ぶ
商
人
と
職
人
』中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
二
年
。
八
〇—

八
一
頁
）。

ま
た
、
伊
豆
国
高
根
社
の
上
葺
棟
札
に「
鍛
冶
九
百
五
十
文
、
番
匠
チ
ン
百
文
」（『
静
』

７
、 

二
二
〇
八
号
）
と
み
え
る
ほ
か
、
職
人
の
賃
銭
や
祝
料
な
ど
が
棟
札
銘
に
載
せ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
22
）�

津
島
神
社
文
書
（『
愛
』
11
、
一
三
四
九
号
）。
な
お
津
島
神
社
に
は
同
史
料
の
複
数

の
写
が
残
る
。
や
や
異
同
も
あ
る
が
、
後
代
の
遷
宮
に
お
い
て
前
例
の
参
照
と
し
て

関
係
者
に
配
布
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
現
代
の
遷
宮
で
も
多
く
の
写
を
作
成
・
配
布

し
て
い
る
と
い
う
。
目
的
の
明
確
な
写
で
あ
り
、
内
容
の
信
頼
で
き
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。�

�

ま
た
、
こ
れ
以
前
の
遷
宮
や
作
事
に
お
い
て
、
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
十
二
月

十
三
日
の
弥
五
郎
殿
遷
宮
（
津
島
神
社
文
書
、『
愛
』
10
、
二
九
九
号
）
や
、
文
亀
二

年
（
一
五
〇
二
）
三
月
二
十
六
日
の
御
輿
宿
作
事
（
同
、『
愛
』
10
、
六
二
一
号
）
で

は
、
日
ご
と
に
大
工
方
へ
酒
代
や
祝
代
、
買
い
物
代
な
ど
が
渡
さ
れ
て
お
り
、
職
人

は
そ
の
都
度
、
祝
代
・
酒
代
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
23
）�

佐
脇
前
掲
注
20
論
文
参
照
。

（
24
）�

清
水
文
書
（『
愛
』
11
、 

七
八
〇
号
）。

（
25
）�

現
新
城
市
睦
平
に
は
鉛
山
の
字
名
が
残
り
、
信
玄
採
鉱
伝
説
が
あ
る
と
い
う
（『
鳳
来

町
誌　
歴
史
編
』
鳳
来
町
、
一
九
九
四
年
、
二
六
八
頁
）。

（
26
）�

今
川
氏
真
感
状
（
岡
部
文
書
所
収
、『
愛
』
11
、
一
四
号
）。

（
27
）�

信
長
記
首
巻
（『
愛
』
11
、
六
三
号
）。

（
28
）�

享
禄
以
来
年
代
記
（『
愛
』
11
、
六
八
号
）
に
は
、「（
永
禄
三
年
五
月
）
同
十
九
日
、

今
川
義
元
率
二
万
余
兵
、
出
陣
尾
州
智
多
郡
、
織
田
信
長
以
七
百
余
兵
破
之
、
義
元

死
之
」
と
あ
る
。
近
世
に
は
大
高
が
知
多
郡
、
鳴
海
・
沓
掛
は
愛
知
郡
と
別
れ
る
が
、

今
川
氏
の
軍
勢
が
攻
め
込
ん
だ
地
を
「
尾
州
智
多
郡
」
と
し
て
鳴
海
～
沓
掛
の
一
帯

は
知
多
郡
に
含
ま
れ
て
い
た
。

（
29
）�『
刈
谷
市
史　
第
二
巻　
近
世
』（
刈
谷
市
、
一
九
九
四
年
）
七
四—

七
五
頁
。
松
平

広
忠
は
、
織
田
・
水
野
同
盟
に
対
抗
し
、
天
文
十
五
年
九
月
十
四
日
に
は
知
多
郡
阿

久
比
の
久
松
俊
勝
に
書
状
を
送
り
、
大
野
城
の
佐
治
為
貞
が
広
忠
に
味
方
し
た
こ
と

を
謝
し
、
信
元
は
久
松
氏
を
味
方
に
つ
け
る
た
め
、
翌
年
於
大
を
俊
勝
に
嫁
が
せ
て

い
る
。
知
多
半
島
に
も
所
領
を
有
す
る
戸
田
氏
は
、
織
田
氏
と
組
ん
だ
こ
と
で
今
川
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蔵
院
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
日
蔵
院
は
梧
桐
岡
院
に
属
し
て
い
る
と
わ
か
る
。�

�

な
お
、
当
該
期
の
船
形
寺
・
桐
岡
院
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
山
田
邦
明
「
中
世
後
期

の
船
形
寺
・
桐
岡
院
」（
前
掲
注
37
報
告
書
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
40
）�

普
門
寺
旧
境
内
に
は
元
々
堂
址
（
西
谷
）
と
元
堂
址
（
東
谷
）
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

船
形
寺
、
梧
桐
岡
院
と
呼
ば
れ
、
両
院
が
併
存
し
て
い
た（
前
掲
注
37
調
査
報
告
書
）。

寺
伝
（「
船
形
山
開
基
以
来
代
々
忌
日
記
」、
同
報
告
書
三
九
頁
）
に
よ
れ
ば
、
天
文

二
年
に
兵
火
に
遭
っ
た
後
、
今
川
義
元
は
寺
法
を
定
め
て
大
破
し
た
船
形
寺
と
梧

桐
岡
院
の
両
寺
の
修
理
を
進
め
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
（
普
門
寺
文
書
、『
愛
』
10
、

一
七
一
七
号
）。
西
谷
本
堂
の
梧
岡
院
へ
の
移
転
や
大
工
に
関
す
る
問
題
は
、
天
文
二

年
以
来
、
長
く
修
理
の
進
ま
な
い
両
寺
へ
再
興
を
促
す
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

（
41
）�

普
門
寺
文
書
（『
愛
』
11
、
八
八
号
）。

（
42
）�

今
川
義
元
判
物
（
参
州
戸
田
文
書
所
収
、『
静
』
７
、 

二
六
〇
四
号
）。

（
43
）�

前
注
参
照
。

（
44
）�

今
川
氏
真
朱
印
状
（
本
興
寺
文
書
所
収
、『
静
』
７
、 

三
一
三
八
号
）。

（
45
）�『
日
本
国
語
大
辞
典　
第
二
版　
第
十
二
巻
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
、
一
三
二
頁
）

「
法
橋
」
項
。

（
46
）�

久
保
田
前
掲
論
文
。

（
47
）�

妙
覚
寺
文
書
（『
静
』
７
、 

三
二
一
四
号
）。

（
48
）�

領
主
と
し
て
は
、
大
工
と
寺
社
の
旧
縁
・
縁
故
に
よ
る
職
人
の
採
用
は
認
め
て
い
な

い
。
そ
の
た
め
桜
井
氏
の
説
く
「
縁
次
第
」
は
、
寺
社
側
か
ら
の
一
方
的
な
縁
、
あ

る
い
は
一
期
一
会
で
そ
の
都
度
結
ば
れ
る
縁
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
職
人
が
工

事
等
を
請
け
負
っ
て
き
た
と
い
う
過
去
の
関
係
性
を
意
味
し
な
い
。

（
49
）�

今
川
氏
真
朱
印
状
（
中
山
家
文
書
所
収
、『
静
』
７
、 

三
二
五
九
号
）。

（
50
）�

旦
那
の
計
ら
い
と
す
る
も
の
は
他
に
、
永
禄
八
年
七
月
二
日
、
今
川
氏
真
が
駿
河
国

久
能
寺
観
音
堂
再
興
に
対
し
て
定
め
た
掟（
今
川
氏
真
朱
印
状
、『
静
』７
、 

三
二
七
三

号
）
が
あ
る
。「
一
諸
細
工
人
可
為
檀
那
計
、
普
請
人
足
其
外
雖
令
口
論
、
可
任
普
請

奉
行
意
見
事
」
と
し
て
お
り
、
人
足
の
口
論
に
つ
い
て
は
普
請
奉
行
が
対
処
す
る
こ

と
と
を
規
定
し
て
い
る
。

（
51
）�

武
田
家
朱
印
状
（
静
岡
浅
間
神
社
文
書
所
収
、『
静
』
８
、 

三
六
七
号
）。

（
52
）�

西
山
本
門
寺
文
書
（『
静
』
８
、 

七
三
七
号
）。

（
53
）�

武
田
家
朱
印
状
写
（
妙
蓮
寺
文
書
所
収
、『
静
』
８
、 

九
八
三
）。

（
54
）�

御
庫
本
古
文
書
纂
二
（
内
閣
文
庫
所
蔵
、『
静
』
８
、 

一
二
九
一
号
）。

（
55
）�

青
木
文
書
（
片
平
信
弘
氏
所
蔵
、『
静
』
８
、 

一
六
八
一
号
）。

（
56
）�

参
州
寺
社
古
文
書
（『
愛
』
11
、
一
三
八
四
号
）。

（
57
）�

前
の
「
仁
」
と
繋
げ
て
「
…
従
先
規
不
相
定
之
所
、
仁
名
（
二
名
）」
と
す
る
か
、 「
各
」

の
誤
写
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
後
者
で
あ
ろ
う
。

（
58
）�

東
浦
町
村
木
神
社
所
蔵
（『
愛
』
11
、
九
九
号
）。

（
59
）�

東
浦
町
村
木
神
社
所
蔵
（『
愛
』
11
、
一
七
三
号
）。
前
注
58
掲
載
分
を
含
む
村
木
神

社
所
蔵
の
棟
札
銘
は
、
原
本
を
確
認
し
、
一
部
文
字
を
補
っ
た
。

（
60
）�

東
浦
町
入
海
神
社
所
蔵
（『
愛
』
11
、
五
九
一
号
）。

（
61
）�

天
正
十
四
年
の
尾
張
国
若
宮
・
八
幡
社
の
社
殿
再
興
の
棟
札
銘
に
「
尾
州
智
多
郡
石

浜
郷
大
工
彦
七
郎
宗
高
」（『
愛
』
12
、
一
〇
八
〇
号
）、
同
十
八
年
の
尾
張
国
八
幡
社

再
建
の
「
棟
札
銘
」
に
も
「
尾
州
知
多
郡
石
浜
郷
大
工
藤
□
左
門
宗
高
」（『
愛
』
12
、

一
六
三
七
号
）
と
あ
り
、
藤
原
宗
高
は
石
浜
郷
の
住
人
で
あ
る
。
宗
高
は
、
石
浜
郷

か
ら
緒
川
や
大
府
方
面
へ
出
て
大
工
仕
事
を
行
っ
て
い
た
。

（
62
）�

桜
井
ａ
論
文
参
照
。

（
63
）�

豊
橋
市　
高
井
正
八
幡
社
所
蔵
（『
愛
』
11
、
一
四
一
八
号
）。
裏
面
に
は
「
彦
衛
門　

彦
八
郎
／
小
衛
門　
藤
蔵
／
船
形
山
工
僧
十
輪
坊
／
孫
一
郎
／
藤
七
郎
／
九
衛
門
大

夫
」
と
関
係
者
の
名
が
見
え
る
。

（
64
）�

山
田
邦
明
『
戦
国
の
活
力
』（
全
集
日
本
の
歴
史
第
八
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇
八
年
）

二
五
二
︱
二
五
六
頁
。
同
著
に
よ
り
、
鎌
倉
材
木
座
の
光
明
寺
の
傑
僧
・
観
誉
祐
崇

は
、
諸
国
遍
歴
の
な
か
で
信
者
を
獲
得
し
、
一
代
の
う
ち
に
三
〇
あ
ま
り
の
寺
院
を

創
建
し
た
こ
と
、
こ
れ
に
あ
や
か
っ
て
か
光
明
寺
と
関
わ
り
の
あ
る
僧
侶
ら
が
列
島

各
地
で
次
々
と
寺
院
を
創
建
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
65
）�

山
田
邦
明
『
戦
国
時
代
の
東
三
河　
牧
野
氏
と
戸
田
氏
』（
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研

究
所
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
23
、
あ
る
む
、
二
〇
一
四
年
）。
本
稿
に
関
係
す
る
部
分
で
は
、

東
三
河
に
お
い
て
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
か
ら
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
の

一
二
〇
年
間
で
一
〇
四
件
棟
札
が
作
ら
れ
て
い
て
頻
繁
に
建
築
工
事
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
、
棟
札
に
百
姓
が
多
く
登
場
す
る
よ
う
に
な
り
寄
付
行
為
の
出
来
る
一
人
前

の
百
姓
が
増
え
て
き
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
66
）�

東
観
音
寺
文
書
（『
愛
』
10
、
一
二
四
八
・
一
二
四
九
号
）。

（
67
）�

永
禄
十
一
年
一
月
の
為
当
村
稲
荷
社
社
殿
の
建
立
で
は
、
棟
札
に
牧
野
康
成
が
銭

十
五
貫
文
を
寄
進
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
（『
愛
』
11
、
六
六
六
号
）
な
ど
、
地

域
の
領
主
が
出
資
者
と
な
っ
て
い
た
。

（
68
）�

鶴
岡
八
幡
宮
再
建
関
係
の
諸
種
造
営
の
主
体
の
中
に
は
職
人
も
お
り
、
経
済
的
に
協

力
し
た
職
人
の
存
在
も
確
認
さ
れ
て
い
る
（
佐
藤
前
掲
注
10
論
文
）。

（
69
）�

笹
本
前
掲
注
21
著
参
照
。

（
70
）�

特
別
展
図
録
『
職
人
の
世
界
』（
名
古
屋
市
博
物
館
、
一
九
八
五
年
）。

（
71
）�

笹
本
「
戦
国
時
代
の
職
人
・
商
人
︱
甲
斐
の
場
合
︱
」（
網
野
義
彦
・
石
井
進
編
『
帝

京
大
学
山
梨
文
化
財
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
集　
中
世
都
市
と
商
人
職
人
』
名

著
出
版
、
一
九
九
二
年
）。

（
72
）�

新
城
市
諏
訪
神
社
（
黒
田
）
所
蔵
（『
愛
』
11
、
一
二
五
六
号
）。

（
73
）�

乾
坤
院
文
書
（『
愛
』
10
、
一
〇
五
号
）。

（
74
）�

広
瀬
良
弘
「
中
世
禅
僧
と
授
戒
会
︱
愛
知
県
知
多
郡
乾
坤
院
蔵
『
血
脉
衆
』『
小
師
帳
』

の
分
析
を
中
心
と
し
て
︱
」（『
木
代
修
一
先
生
喜
寿
祈
念
論
文
集
３　
民
族
史
学
の

方
法
』
雄
山
閣
、
一
九
七
七
年
）、
同
「
曹
洞
禅
僧
の
活
動
と
非
農
業
民
」（
永
原
慶

二
・
所
理
喜
夫
編『
杉
山
博
博
士
追
悼
記
念
論
集　
戦
国
期
職
人
の
系
譜
』角
川
書
店
、

一
九
八
八
年
）。

（
75
）�

筆
者
は
以
前
、
自
治
体
史
の
編
さ
ん
委
員
会
の
末
席
で
、
戦
国
・
織
豊
期
流
通
に
つ

い
て
検
討
を
行
う
中
で
職
人
史
料
も
検
討
し
た
の
だ
が
、
筆
者
が
浅
学
故
に
そ
の
場

で
は
「
大
工
職
」
を
定
め
な
い
と
す
る
文
言
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。
同
自
治
体
史
の
編
集
過
程
で
議
論
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
悔
や
ま
れ
る

が
、
本
稿
は
、
そ
の
後
再
度
検
討
を
行
っ
た
成
果
で
あ
る
。
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ところなんだなと思うようになりました。他の市にはない刈谷の歴史がすごく特別な感じがしてい
て、見学をするのがすごく楽しかったです。」と書いている。「刈谷って思った以上にすごいところ」
「刈谷の歴史が特別な感じ」という記述から、この生徒が石田退三を学ぶことを通して、郷土への
愛着を深めたことが分かる。また、「見学をするのがすごく楽しかった」という記述から、この生
徒がこれから始まる歴史学習へ意欲的に取り組むことも期待できる。

　④　祭礼グループ
　祭礼グループでは、お祭ひろばで展示を見学しながら、
学芸員から大名行列、万燈祭、雨乞笠踊りについて解説を
聞いた。お祭りひろばでは、実際に万燈を担ぐ体験も行い、
生徒は大万燈の重さに驚いていた。その後、体験講座室へ
移動し、小垣江神明社の祭礼やおまんと、地蔵盆といった
刈谷に残る祭礼について、さらに詳しく説明を受けた。ま
た、祭りの概要だけでなく、祭りを保存・継承していくた
めに保存会をはじめ多くの人々がかかわっていることも併
せて学んでいた。【資料13】
　祭礼グループの見学直後の感想では、「私は刈谷市歴史博物館の見学を通して、少し遠くのもの
に思っていた刈谷市の祭礼が、とても長い歴史を持っていて、現代に何か形に残っていることを知っ
て、少し身近に感じました。でも、やはり長い歴史を身近に感じることは難しかったです」と書い
た生徒がいた。この生徒は見学の目的を「万燈を近くで見たい」「万燈はどんな材質で出来ている
のか知りたいと」としていたが、見学で想定した以上の情報と出会い、刈谷の祭礼がもつ奥深さを
味わったことが「難しかった」という感想に表れたのではないかと考える。
　しかし、単元の終末の感想では、「万燈や山車をじっくりと見れたから、日本の文化や美しさ、
尊さやこれから守り継いでいかなければいけないということなど、実際に見たり経験したことから
発見したり考えたりすることができてとても楽しかったです」「情報だけを頭にいれるよりも、実
物や事実、歴史から自分の考えを練り上げていく方が、よりよい考え、深い考えになると思いました。
実物はなかなか見れないし、やはり専門家の人に質問ができてよかったです」と書いている。これ
らの記述から、この生徒が今回の見学に満足し、実際に見学することや学芸員とかかわることのよ
さを実感できたことが分かる。

�【資料 13】学芸員から祭礼の解説を聞く生徒

（３）　成果と課題

　①　成果
　生徒の感想から、見学プログラムが自分の課題解決につながり、学びの満足感を得たことが分
かった。また、「見学を終えて、私は始め刈谷には歴史で有名なことはあまり無いと思っていたけ
ど、今回の見学を通して、刈谷には通史に関係する歴史上の人物がたくさんいることが分かりまし
た。これからは刈谷のことをもっと知って、刈谷に暮らしていることに誇りをもちたいです」とい
う感想があった。見学を通して、これから社会科で学ぶ通史と刈谷が結び付いていることに気づき、
刈谷のことをもっと知りたいと書いていることから、歴史学習への意欲が高まっていると考えられ
る。また、「刈谷に暮らしていることに誇りをもちたい」から、郷土への愛着を高め、よりよい社
会を築きたいと願う社会参画への意識の高まりも感じられた。
　なお、学芸員の感想にも「興味がある生徒だったので解説しやすかった」とあり、今回の見学プ
ログラムが富士松中、歴博双方にとっても利点があったと考えられる。

　②　課題
　今回の見学プログラムは、日程の都合上、午前２クラス（73人）、午後３クラス（105人）で行っ
た。グループによっては担当学芸員に対する人数が多く、一人一人の課題を把握して解説すること
が難しいことがあった。また、対応のために多くの学芸員が必要なため、日程調整が難しいなどの
問題もある。今後、中１見学でこのプログラムを行うのは難しいが、効果的な方法ではあるので活
用できる場面を模索していきたい。
　また、今回の見学で終わりではなく、生徒が今後も継続的に刈谷の歴史に興味をもち、歴博を利
用してもらえるような企画を計画していく必要がある。

おわりに

　令和２年度は新型コロナウィルス感染症の流行によって、中１見学・小３万燈体験が中止となる
など、学校から歴博に見学に来ることが難しい状況だった。令和３年度以降は感染症対策を徹底し
ながら効果的な見学を行う方法を模索していく必要がある。また、バスの費用が予算化された見学
以外に学校が歴博を活用することは、交通手段や時間の確保などの面から歴博から遠い学校ほど難
しい状況である。今後は、「来てもらう」だけでなく、学芸員が学校に「出向く」出前講座を行う
ことも、博学連携事業の中核として位置づけ取り組んでいきたい。

参考資料
「課題意識をもって歴史を追究する中学校社会科授業」野々目将之・真島聖子『探究』論文30号　
愛知教育大学社会科教育学会
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事前学習で用いる副教材「わたしたちの郷土」【資料８】で紹介されている内容も歴博の展示内容
とほぼ一致していたため、生徒の興味・関心もこの範囲の中に収まった。そこで、生徒の興味・関
心に対応した４つの大きなグループによる見学プログラムを作成した。【資料９】

グループ名 古代 近世 近代 祭礼
人数 AM�32 PM�42 AM�29 PM�24 AM�9 PM�24 AM�3 PM�15

内容

・�刈谷の縄文時代に
ついて（解説）
・遺物観察
・常設展示見学
・遺物整理室見学
・質疑応答

・常設展示見学
・亀城公園史跡巡り
・�刈谷城について（解
説）
・質疑応答

・常設展示見学
・石田退三旧宅見学
・�豊田自動織機誘致
と刈谷の発展につ
いて（見学）
・質疑応答

・常設展示見学
・�刈谷の祭礼につい
て（解説）
・質疑応答

対応学芸員 １名 ２名 １名 １名

　見学プログラムでは、各グループに専門性の高い学芸員を配置し、常設展示の解説や質疑応答の
時間を設定した。グループの人数は、生徒の希望を重視したため、最も多いグループが42人で最
も少ないグループが３名と差が出た。
　また、生徒の理解を深めるために、近世と近代では博物館の中だけでなく、徒歩で移動できる刈
谷城址を含む亀城公園の散策や、豊田自動織機製作所やトヨタ自動車工業の社長を務めた石田退三
旧宅の見学も取り入れた。石田退三旧宅の見学では、館内案内や質疑応答などで石田退三記念財団
の方の協力を得た。

（２）　見学当日の様子

　①　古代グループ
　古代グループは、最初に講座室で刈谷の縄文時代の海岸線と遺跡の分布の関係や、人々の生活に
ついて説明を聞いた。その後、土器や石器、貝殻の実物を観
察したり、粘土に竹や縄で文様をつけたりした。特に、土器
の観察では、刈谷で出土された土器の特徴である竹の文様を、
実際の土器の文様に竹の断面を当てはめて確認していた。そ
の後、歴史ひろばや遺物整理室、遺物収蔵庫の見学をした。
生徒たちは、身近な刈谷市でも縄文時代の人骨が発掘されて
いたことや、これまでに発掘された土器や石器などの遺物
が大量に収蔵されていることに、とても驚いていた。【資料
10】
　見学後の感想で、「実際に人骨を見てみて、丁寧に埋めてあることが分かりました。穴を掘り、
手を体の上に組んでのせて、足はひざを曲げてアクセサリーなどを供えてとても丁寧でした。今と
同じように、埋葬する時は丁寧に扱って大切に埋めていたことが分かりました」と書いた生徒がい

� 【資料 10】遺物整理室の見学

� 【資料９】富士松中見学プログラム

た。また、この生徒は「昔も今も同じように、亡くなった人を丁寧に埋葬するところや、住みやす
いような家にするために土地の場所を考えたり、似ているところが意外にたくさんあることにびっ
くりしました」とも書いている。「丁寧」を数多く使ったことや「意外」と書いたことから、今回
の見学を通して、この生徒が縄文時代を生きた人々と現代に生きる自分との共通性に気付き、縄文
文化の精神性の豊かさについて認識を深めたと考えられる。

　②　近世グループ
　近世グループは、最初に歴史ひろばのジオラマを囲んで、刈谷城が築城されるまでの経緯や、城
の構造と現在の位置関係などの説明を聞いた。その後、２グ
ループに分かれて亀城公園へ行き、櫓や門、堀など城にかか
わりがある場所を学芸員から説明を聞きながら見学した。生
徒たちは、小学校のころから何気なく訪れていた亀城公園が、
歴史と大きく結びついた場所であることに驚いていた。亀城
公園から戻ると、再び歴史ひろばで初代藩主水野勝成をはじ
め、刈谷藩を治めた歴代藩主のことや、幕末に活躍した天誅
組について説明を受けた。【資料11】
　見学後の感想では、「こんな身近に、こんなすごい遺産があると知りました。僕が特に驚いたのが、
刈谷城を壊すのを止めた人がいると聞いて、その人がすごいと思いました。なので、僕も大人になっ
たら、遺産とかを大切にして後の世代につなげられるような人になりたいです」と書いた生徒がい
た。「こんな身近に、こんなすごい遺産」という記述から、今回の見学によって自らの刈谷城址に
対する価値観を築くことにつながったことが分かる。また、「遺産とかを大切にして後の世代につ
なげられるような人になりたいです」からは、よりよい社会形成に向かう態度が育成されているこ
とが分かる。

　③　近代グループ
　近代グループは、最初に石田退三旧宅の見学を行った。石田退三旧宅では、石田退三記念財団の
方から、石田退三ゆかりの品々を見ながらその生涯について
話を聞くことができた。石田退三旧宅の見学の後は歴博に戻
り、学芸員から、豊田自動織機製作所の進出から始まる刈谷
の発展について解説を受けた。【資料12】
　見学後の感想では、「私は、トヨタの人は豊田（市）の人で、
刈谷は直接はそんなに関係ないのかなと思っていたけど、刈
谷に石田退三の家があると知って驚きました」と書いた生徒
がいた。「直接はそんなに関係ない」という認識が、見学によっ
て変化したことが分かる。この生徒は続けて、「家に実際に行って、この家で会社のことを考えて
いたのかなと思うと、私ってすごい見学をしたんだなと実感したし、刈谷って思った以上にすごい

� 【資料 11】刈谷城址の見学

� 【資料 12】石田退三旧宅の見学
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土資料館を訪れた。初任者が歴博や郷土資料館の存在を知
り、市の歴史に触れることができた有意義な時間となった。
　依頼を受けた研修だけでなく、歴博が主催して「博学連
携情報交換会」を行った。【資料６】市内小・中学校から
25名の教職員が集まり、館内見学をした後、効果的な見
学の在り方や連携ができそうな教科や単元について学芸員
とともに意見を出し合った。これらの研修以外にも、授業
で利用する際の解説や見学の内容について、教員と担当学
芸員・指導主事とで事前に打ち合わせを行った。幸い市内
には熱心な先生が多く、下見や打ち合わせに足繁く来館してくれた。児童・生徒だけでなく、多く
の教職員に博物館に足を運んでもらい、博物館を知ってもらうことが博学連携の第１歩となると考
える。今後もこのような機会を定期的に設けていくことが大切である。

２　富士松中の実践事例

　（１）　見学プログラムの作成

　富士松中では、「課題意識をもって歴史を追究する中学校社会授業」をテーマに、歴史学習の導
入と歴史博物館（以下歴博）見学の事前学習を組み合わせて単元を仕組んだ。【資料７】

段
階
単元構想（８時間完了）学習課題　・予想される反応や発言　
生徒の思いや思考 〈教師の支援〉

事
前
指
導

①�歴史博物館ってどんなところだろう
・�ARで刈谷城が見えるんだ。
・�万燈の体験もできるんだって。
・�依佐美の鉄塔の記念館にもよるんだって。ちょっと楽しみ
だな。
歴史博物館の見学おもしろそうだな。ちょっと楽しみ。見学
に向けて、刈谷の歴史について少し調べてみたいな。

歴博の館長からのビデオレター
を視聴し、見学への意欲を高め
る。

②�歴史博物館の見学に向けて、小学校の歴史学習を、時代区
分を確認しよう

・�豊臣秀吉の刀狩りや検地などをして、天下統一をした。
・�弥生時代には米作りが始まった。
③�小学校の歴史学習で最も印象に残っていることと刈谷の歴
史をリンクさせ、博物館で見たい展示品を探そう

・�水野勝成は近世に活躍した人物なんだね。江戸時代の成立
とも深く関わっているらしい。
・�依佐美の送信所は戦争の遺産で、現代の遺産だね。詳しい
ことを調べてみたいな。
・�刈谷市に縄文時代の遺跡があるなんて知らなかった。わた
したちの郷土なら詳しく載っているので、読んでみたい。
それぞれの時代の刈谷ってどんな様子だったんだろうか。副
読本や見学などで調べてみたいな。

小学校の歴史学習で学んだこと
を出し合わせ、時代ごとに分類
することを通して、どの時代に
どんなことがあったのかを振り
返らせる。わたしたちの郷土の
目次を時代ごとに分類させるこ
とで、全体史と地域史とを結び
つけて考えさせ、その時の刈谷
はどんな時代だったのかに目を
向けさせる。小学校の歴史学習
で最も印象に残っていることを
記述させ、仲間に伝えさせる。
それにより、自身の関心のある
時代を明確にさせる。

� 【資料６】博学連携情報交換会

④�それぞれの時代の刈谷はどんなようすだったのだろうかを
博物館で調べるための課題を作ろう。

・�刈谷市にも縄文時代の遺跡があるということは、魚や貝を
取って暮らしたり、貝塚があったりしたのだろうか。
・�依佐美送信所のような戦争に関わる遺産もあるんだ。太平
洋戦争では刈谷も大きな被害を受けたのか。
歴史博物館で当時の刈谷の様子を聞いたり、調べたりしてみ
たいな。学芸員さんに質問できるので、〇〇について聞いて
みよう。

展示内容やわたしたちの郷土、
通史の確認などを通して、博物
館見学で明らかにしたい課題を
もたせる。

見
学
プ
ロ
グ
ラ
ム

⑤⑥課題が明らかになるような見学にしよう
・�縄文時代に屈葬で埋葬された人骨や土器などが多数展示し
てあった。学芸員さんの話やバックヤード見学から土器の
復元にはとても時間がかかることが分かった。
・�戦国の後期には刈谷は、刈谷城が作られ、水野氏が支配し
ていた。今は公園になっているけど、ちゃんとしたお城があっ
たことが分かった。
展示物の説明や学芸員さんのお話などで、刈谷の町にもたく
さんの歴史の遺産があることが分かりました。疑問に思った
ことが聞けて、ちょっと刈谷の歴史に詳しくなれました。

課題をもって博物館見学に行き、
自らの質問をしたり、課題に沿っ
て展示物の内容を見させたりす
る。

事
後
の
ま
と
め

⑦⑧見学レポートを作ろう
・�全体史では江戸幕府ができ、武家諸法度ができた頃、刈谷
では刈谷藩が作られ、ちゃんとお城もあった。水野家が治
めていて、初代は水野勝成だった。同じ近世では、野田の
雨乞いなども始まるなど、農民も苦労して生きていた。
見学を通して、刈谷の歴史が少しだけ分かった。刈谷にも歴
史があって、これから歴史を勉強するときにその時の刈谷の
様子も気にしたい。

見学レポートを書く活動を通し
て、どのような学びがあったか
表現させる。見学レポートの中
に学びの振り返りを記述させる
ことで地域史にも目を向けさせ
地域の理解を深めるきっかけに
なったことを意識させる。

　単元は「①事前学習」（第１～４時）「②見学プログラム」（第５
～６時）「③事後のまとめ」（第７～８）の３段階で構成されている。
①では、中学校の歴史学習の導入で、小学校での学習を振り返るこ
とを通して刈谷の歴史に興味をもたせ、個別の追究課題を設定し生
徒の見学への意欲を高めようとしている。そして、②③でその課題
を見学で解決し表現することで、生徒に学びの満足感をもたせよう
としている。
　この単元構想での歴博の大きな役割の１つは、生徒が見学で追求・
解決できる課題の設定範囲をあらかじめ決めるために、「歴博でで
きること」について教員と共通理解を図ること。２つ目は、生徒が
設定した追究課題を把握し、課題解決につながる見学プログラムを
提案することである。
　見学プログラムの作成にあたって生徒の実態をつかむために、富
士松中の担当教諭と打ち合わせを繰り返し行った。歴博の常設展示では、「古代」「近世」「現代」
の３つの時代区分と刈谷の代表的な「祭礼」をテーマに刈谷の歴史を紹介しているが、生徒たちが

【資料７】単元構想図（「課題意識をもって歴史を追究する中学校社会科授業」野々目将之・真島聖子『探究』論文30号　愛知教育大学社会科教育学会）

【資料８】�わたしたちの郷土� 　�
刈谷市教育委員会編
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はじめに

　刈谷市歴史博物館（以下歴博）では、多くの児童や生徒、教職員に利用してもらうことを主眼に
博学連携に取り組んだところ、市内・外の教育関係機関から多大なるご協力をいただき、開館した
令和元（2019）年度は3,341名の児童・生徒、112名の教職員を受け入れることができた。ここに
その内容を報告し、今後のよりよい博学連携事業の在り方を模索していきたい。

１　博学連携事業の概要

　（１）　見学での利用

　児童・生徒の利用目的の多くは見学で、市内中学
校１年生見学（以下市内中１見学）と市内小学校３
年生万燈体験（以下市内小３体験）が全体の８割を
占めている。【資料１】この２つは来館するための
バスの費用を予算化しており、今後も継続していく
予定である。
　市内中１見学は、５月中旬から６月中旬に計11
日間行った。午前・午後にそれぞれ最大２クラスず
つ（70名）が来館し、１クラスを３つのグループ
に分けて、常設展
示室「歴史ひろば」
「お祭りひろば」や
埋蔵文化財を整理
する「遺物整理室」
などのバックヤー
ドを、それぞれ学
芸員が解説しなが
ら見学した。もう
一方のクラスは講
座室で「刈谷の縄文時代」をテーマに、学芸員による講座や土器や石器に触れる体験を行った。【資
料２】また、刈谷市立富士松中学校（以下富士松中）は、市内中１見学の事前学習と社会科の歴史

令和元（2019）年度の博学連携事業の報告

� 指導主事　中　村　雅　至

【資料１】児童・生徒受け入れの内訳

� 【資料２】市内中学校１年生見学プログラム

谷の歴史を調べレポートにまとめる体験を行っ
た。【資料４】見学以外の利用は僅かであったが、
生徒が博物館の魅力を体験できる貴重な機会と
なっていた。
　児童・生徒だけでなく、教員ともかかわりを多
く持った。【資料５】開館して間もない当館への
関心は高く、碧南市や豊田市の教職員が施設見学
に訪れた。また、市内の初任者が研修で歴博と郷

学習の導入を関連付けて学習を展開し、他の中学校と違う見
学プログラムを実施した。（詳細は後述）
　さらに、歴博見学のあと、より市内の歴史への理解を深め
ようと依佐美送信所記念館も訪れ、依佐美送信所記念館ガイ
ドボランティアの会の方から説明を受けた。
　市内小３万燈体験は、11月中旬から１月下旬の計17日間
行われた。この見学では、午前中に刈谷市郷土資料館で昔の
くらしや道具について体験・見学を行ったあと歴博へ移動
し、「刈谷万燈保存会」の方の協力を得て、お祭りひろばで保存会の方による祭りの説明や、屋外
で児童が実際に万燈を担ぐ体験活動を行った。【資料３】
　この他にも独自に社会科や総合的な学習で見学を計画し来館した小学校が５校あった。社会科で
は、小学校６年生が縄文時代の学習で、市内で発掘された遺物に触れたり歴史ひろばの展示を見学
したりした。また、小学校６年生が近代の学習で、小学校４年生が「郷土の発展に尽くす」の単元
で、企画展「刈谷の近代化と豊田佐吉・喜一郎」を見学に訪れた。豊田式木製人力織機をはじめと
する展示された実物を、子どもたちは食い入るように見ていた。総合的な学習では、小学校６年生
が企画展「発掘された中条遺跡展」を見学した。「地域を学ぶ」ことをテーマに、自分たちの学区
にある中条遺跡について学芸員の解説を聞き見識を深めていた。
　高等学校の生徒も、刈谷北高等学校国際教養科41名が、ホームステイで訪れたオーストラリア
マクレランカレッジの生徒とともに来館した。「刈谷歴史ツアー」と名付けられた学習活動で、生
徒たちはペアの留学生に展示内容を英語で説明したり、ともに万燈を担ぐ体験をしたりしながら親
睦を深めていた。

（２）　その他の利用

　見学以外では、中学生の職場体験、高校生の課題研究へ
の協力、 大学生のインターンシップで、計17名を受け入れ
た。特に中学生の職場体験では、遺物整理室で発掘した土
器を復元したり資料をクリーニングしたりする体験と、刈

� 【資料３】小３万燈体験の様子

� 【資料４】中学生職場体験の様子

� 【資料５】教職員研修の内訳

名　　称 期日 人数
刈谷市初任者研修 ８/７ 29人
碧南市社会科教員研修 ８/８ 28人
10年経験者研修 ７～８月 ３人
豊田市教職員研修 ８/22 27人
博学連携情報交換会 ８/22 25人

計 112人
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第２図　西石根第７号・10 号窯実測図

おわりに
　今回西石根第７号窯の整理を行い、刈谷市の所蔵資料には愛知県陶磁美術館に所蔵されているよ
うな大型の平瓶や陶塔等といった特殊品はみられず、供膳具のみであった。時期については、谷沢
氏による表採資料も従来から言われている鳴海32（NN-32）号窯式期と同様であると考えられる。
また、刈谷市所蔵の資料以外にも愛知県陶磁美術館所蔵の西石根第７号窯の遺物にも西石根第10
号窯の遺物の混ざり込みを確認でき、他の窯の資料についても検討する必要がある。
　今後も引き続き井ケ谷古窯の資料について調査、整理、検討を行っていきたい。
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きました。末尾ながら感謝いたします。
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西石根７号窯は、「盗掘により窯壁の一部露出　遺物散布」という記述がある。刈谷市教育委員会
が昭和53年（1978）に分布調査を行った際にも盗掘による穴がいくつか確認されている。その後
発行された『愛知県猿投山西南麓古窯跡群分布調査報告書』（楢崎・斎藤他　1980）には窯体は残
存していると記述がある。
　これらの記述や陶磁美術館で保管されている遺物の量を考えると、名古屋大学の発掘調査から愛
知教育大学の調査までの約10年間に盗掘されたというよりは、名古屋大学の発掘調査の痕跡を後
の踏査で盗掘としている可能性がある。

３　採集遺物（第２図、第１表・第２表）
　陶磁美術館に収蔵されている資料は、須
恵器の無台椀や有台杯などの供膳具のほか
に大形の平瓶や陶塔等の特殊品も出土して
いる（愛知県陶磁美術館2018）。
　刈谷市に収蔵されている谷沢靖氏による
採集品は、須恵器72点と灰釉陶器２点であ
る。『刈谷の考古資料図録』に掲載している
７点と未掲載67点を含めて全部で74点であ
り、未掲載分のうち17点を図化した。採集
品の器種については第１表のとおりである。
　（１）杯蓋
　�　１・２は杯蓋で、天井部１／２ほどヘ
ラケズリを施す。２点とも低い宝珠鈕が
つく。
　（２）無台杯
　�　３～５は無台杯で、器高は3.1～4.3㎝のものがある。全て底部をヘラケズリしており、胎土は
密、焼成良好である。５のみ口縁部の形状が３、４と異なる。
　（３）有台杯
　�　６～９は有台杯で、高台径3.6～3.7㎝と比較的統一されている。底部はヘラケズリを施し、高
台は、接着面に凹面あるいは平坦面を有する。体部はまっすぐに立ち上がるものが多い。
　（４）短頸鉢
　�　10は短頸鉢で、肩部にやや丸みをもち口縁部に至り、口縁部は丸みを帯びている。胎土は密、
焼成良好である。
　（５）瓶類
　�　11は瓶類の底部で、底部内面には降灰がみられ、ボロも付着している。胎土は密、焼成良好
である。12は瓶類の口縁部であり、口縁上部が一部欠損している。内外面にボロが付着している。

第1表　谷沢氏採集資料　西石根第７号窯・10号窯
谷沢1997 未掲載 合計

蓋 2 16 18
無台杯 1 6 7
有台杯 2 11 13
杯類か 7 7
盤 2 2
短頸鉢 1 2 3
瓶類 6 6
短頸壺 1 1
壺 1 1
甕 1 1
甕（体部のみ） 3 3
不明 10 10
灰釉陶器 2 2

7 67 74

　（６）壺類
　�　13は短頸壺で、口縁部は直線的であり、体部に向かってやや開く。口縁部上面から体部にか
けて釉薬がかかっている。また、内面にはボロが付着しており、胎土は密、焼成良好である。
14は壺と考えられ、口縁部から体部にかけてゆるやかに湾曲する。
　（７）甕
　�　15は甕で、口径は残存している部分から推定すると20㎝である。縁帯部は上方は積み上げ、
下端は少し垂れ下がる。口縁部から頸部に向かって直線的に伸びる。
　（８）灰釉陶器
　�　16と17はともにK-90号窯式期の灰釉陶器で、16は椀で内面にかさね焼き痕、釉薬が確認でき
る。底部にはヘラケズリが施されている。17は把手の部分が欠損しているが、把手付長頸瓶で
ある。　
　�　17は体部内面に谷沢氏の字（と思われる）で「西石根第７号窯」、16は底部に「西石根第７号
窯　窯の南方」と記載されているが、南西に位置する灰釉陶器の窯である西石根第10号窯のも
のであると考えられる。他にも「窯の南方」と書かれている破片がいくつかあるが、須恵器であ
り、この２点が混入品であると考えられる。

第２表　西石根第７号窯・10号窯実測遺物観察表

種別 器種 法量（㎝） 焼成 色調 胎土 注記 谷沢図録
掲載 備考口径 器高 底径

1 須恵器 蓋 （12.6）（2.4） - 良好 暗茶色 密 西石根
第７号窯 〇

2 須恵器 蓋 （13.4）（1.4） - 良好 茶褐色 密 西石根
第７号窯 〇

3 須恵器 無台杯（12.0） 3.1 （6.0） 良好 暗茶色 密 西石根
第７号窯 〇

4 須恵器 無台杯 - （3.2） （7.0） 良好 暗茶色 密 西石根
第７号窯

5 須恵器 無台杯（13.4） 4.3 （7.2） 良好 暗灰色 密 西石根
第７号窯

6 須恵器 有台杯 - （2.1） （9.0） 良好 灰色 密 西石根
第７号窯 〇

7 須恵器 有台杯（14.0） 3.6 （11.0）良好 暗茶色 密 西石根
第７号窯 〇

8 須恵器 有台杯（13.0） 3.6 （10.0）良好 暗茶
褐色 密 西石根

第７号窯
9 須恵器 有台杯（14.8） 3.7 （11.0）良好 暗茶色 密 西石根

第７号窯
10 須恵器 短頸鉢（15.0）（4.9） - 良好 暗茶色 密 西石根

第７号窯 〇

11 須恵器 瓶類 - 3.2 10.0 良好 灰色 密 西石根
第７号窯

12 須恵器 瓶類 5.0 （7.2） - 良好 灰色 密 西石根
第７号窯

13 須恵器 短頸壺 12.0 （4.0） - 良好 灰色 密 西石根
第７号窯 〇

14 須恵器 壺 （14.0）（6.0） - 良好 灰色 密 西石根
第７号窯

15 須恵器 甕 （20.0）（8.3） - 良好 灰色 密 西石根
第７号窯

16 灰釉
陶器 椀 - （2.2） 7.8 良好 灰色 密

西石根
第７号窯
南方

10号の誤りと考えられる�
内面重ね焼き痕、内面釉薬あり

17 灰釉
陶器

把手付
長頸瓶 - （8.0） - 良好 灰色 密 西石根

第７号窯 10号の誤りと考えられる
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はじめに　
　刈谷市の北部、豊田市の南西部には古代から中世にかけての古窯が77基存在し、井ケ谷古窯群
と呼ばれている。そのうち31基が刈谷市の指定史跡となっている。井ケ谷古窯群は、井ケ谷町の
洲原池・大池・広沢池・牛池の周辺に分布し、碧海台地より古く、一段高い拳母台地に広がってい
る。この地域は瀬戸陶土層に連なる良質な粘土を含んでいる。井ケ谷古窯群の中で最も古い時期の
窯は８世紀後半で、９世紀前半頃に最盛期を迎え、９世紀後半から10世紀にかけて衰退していっ
たとされる。
　今回紹介する西石根第７号窯の出土品は現在愛知県陶磁美術館（以下 陶磁美術館）と刈谷市歴
史博物館に保管されている。陶磁美術館に保管されている資料については、愛知用水関連の資料と
して保管されており、刈谷市歴史博物館に保管されている資料は、刈谷高校の教諭であった谷沢靖
氏によって採集された資料である。本稿では、刈谷市所蔵の西石根第７号窯の資料について整理を
行い、その成果を報告する。

１　概要
　西石根第７号窯は、井ケ谷地区北端のほ
ぼ黒笹地区と接するところに位置し、刈
谷市の指定史跡となっている。窯体は境
川の支流である茶屋川の南約300mに所在
し、平野に張り出した低位丘陵の先端付近
の北西向き斜面に構築されている。標高は
約30mである。西石根第７号窯の南西に
は平安時代の窯とされる西石根第10号窯
（IG-61）が位置する（第１図）。
　窯体は半地下式の窖窯で、床面はほぼ完
存していた。全長は7.4m、最大幅は約1.7mである。平面形は寸胴であるが、焼成部中央部付近が
やや胴張りとなる。床面傾斜角は焼成部前半部で約20度であるが、奥壁の手前約2.2mの所で傾斜
が変わり、約30度と急になる。奥壁は丸みをもっており、30㎝ほど立ち上がり、煙道部へと続く。
舟底ピットがあったかどうかは確認されていない（愛知県史　2015）。

２　過去の調査・報告
　昭和35年（1960）に名古屋大学により発掘調査が行われ、窯体と灰原が検出されている。
　愛知教育大学発行の『井ケ谷古窯址群』（新行・加藤他　1970）によると、昭和42～44年の調査で、

第1図　西石根第７号 -第 10号の位置図（12500 分の１）

西石根第７号窯（IG-67）の須恵器、灰釉陶器　―刈谷市所蔵の谷沢資料から―

� 河　野　あ　す　か
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